


はじめに

本県において大規模な被害が想定されている南海トラフ地震の発生確率は、今後30年以内に70％

から80％程度と見込まれるなど、その切迫度は年々高まってきています。また、最大クラスの地震

が発生した際には、県全域が強い揺れに襲われると想定されています。

災害から身を守り、被害を最小限にするためにも、①日頃から防災に関する意識を高め、自分の身

を自分で守る（自助）、②近隣住民や自主防災組織等と災害について話し合い、支え合う（共助）を

中心に、③行政による取り組み（公助）を含めた保健、医療、福祉、防災関係者等の支援者が、連携

した取り組みを推進していくことが必要です。

とりわけ、本マニュアルの対象者でもある①在宅にて人工呼吸器を使用している方、②在宅にて酸

素療法をしている方、③人工透析を受けている方など、常に医療を必要としながら在宅で療養中の方

は、被災による負傷だけでなく、服薬や医療処置の中断により急激な病状悪化が起こり、大きな被害

を受ける可能性が考えられます。

そのため、本県では、平成18年８月に「在宅要医療者災害支援マニュアル」を、平成28年３月に

「高知県南海トラフ地震時重点継続要医療者支援マニュアル」を作成し、地震や風水害などのさまざ

まな災害に遭遇しても療養生活が継続できるよう、患者や家族並びに療養を支えている関係者ととも

に、日頃からの備えや医療ケアが継続できる体制の整備を進めているところです。

このたびの改定では、マニュアル作成時からの状況の変化を踏まえた見直しに加え、停電や地震の

揺れによる機器が作動しなくなることで陥る生命の危機や、移動が困難な患者の避難が遅れることに

よる犠牲が心配される人工呼吸器や酸素療法を行っている方など、ひとり一人に応じた「災害時個別

支援計画」を作成するための具体的方法について新たに追加しました。

今後は市町村をはじめとした各関係機関において本マニュアルをご活用いただき、患者や家族とと

もに停電や避難などへの備えとその対応、及び医療ケアが継続できる体制整備に引き続き取り組んで

いただきますようお願いします。

最後になりましたが、本マニュアルの改定にあたりご尽力いただきました委員の皆さまをはじめ、

関係者の方々に多くのご指導を賜り、心から感謝申し上げます。

令和５年３月

高知県健康政策部 健康対策課長

川内 敦文
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第１章 マニュアルの基本的な考え方

１．重点継続要医療者とは

医療ケアの中断が生命の維持に関わる以下の慢性疾患患者

①在宅人工呼吸器使用者

②在宅酸素療法者

③人工透析患者（通院）

２．目的

（１）在宅人工呼吸器使用者や在宅酸素療法者は、医療への依存度が高く、停電が生命の危機に直

結します。疾病等の特性に応じた備えの促進及び発災してから安定した医療につながるまでの

間の医療ケアの継続のための支援体制強化を目的とし、市町村が主体となって取り組みを推進

していくための災害時個別支援計画作成にかかる具体的な方法を示すものです。

なお、在宅人工呼吸器使用者や在宅酸素療法者は、通常の避難行動が困難な状況になること

が想定されるため、個別避難計画も併せた災害時個別支援計画の作成など、各市町村の避難行

動要支援者対策と併せた取り組みが必要です。

（２）南海トラフ地震発生後の生命の維持、病状悪化を防ぐための医療提供体制と関係機関の役割

を明らかにするものです。特に、人工透析を受けている方については、透析治療に特化したネ

ットワークを中心に支援の調整を行う必要があります。

３．経緯

高知県では、平成18年に「在宅要医療者災害支援マニュアル」を作成し、地震や豪雨などの大

規模災害に対する対象者・家族の防災行動及び各関係機関別の役割について示し、日頃からの備え

と被災後３日間に対応できるよう自助力・共助力の向上をめざしました。

その後、平成23年３月の東日本大震災を教訓に、平成27年３月には「高知県災害時医療救護計

画」が改定されました。

これらをもとに、「高知県災害時医療救護計画」を補完するものとして、平成28年３月「高知県

南海トラフ地震時重点継続要医療者支援マニュアル」を作成しました。医療ケアの特徴に応じた関

係機関の役割について示すことで、重点継続要医療者の生命の維持のための医療救護体制の構築を

めざしてきました。

令和３年５月には、頻発する自然災害に対応して、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保及

び災害対策の実施体制の強化を図ることを目的に、災害対策基本法が一部改正されました。これに

より、市町村には個別避難計画の作成が努力義務化され、併せて内閣府の取組指針においては、優

先度を判断する際には、心身の状況等への留意が必要とされることが記載されているなど、本マニ

ュアルの対象者への対策の強化が示されています。
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本マニュアルの改定のポイントは以下のとおりです。

（１）市町村が主体となり、災害時個別支援計画を作成するための具体的方法を示す。

※災害対策基本法で市町村に努力義務化された個別避難計画と災害時個別支援計画を一体的

に作成することも可能とし、両計画の関連性を整理

（２）国や県における災害医療・公衆衛生や保健活動・避難所等の運営などの災害時に関する他計

画の改定に合わせた医療提供体制の見直し

なお、改定前のマニュアルで対象者としていた「特殊な薬剤を必要とする患者」については、高

知県災害時医療救護計画にて対応するものとします。

４．マニュアルの位置づけ

「高知県災害時医療救護計画」（第２医療救護活動 ６医療救護活動の流れ (８)重点継続要医療

者）を補完するものです。なお、本マニュアル中における県保健医療本部、県保健医療支部はそれ

ぞれ高知県災害時医療救護計画中の県保健医療調整本部、県保健医療調整支部を指します。

災害時の保健活動や受援については、「高知県南海トラフ地震時保健活動ガイドライン」におい

て記載されていることから、本マニュアルでは簡易な記載にしています。

その他、高知県において定めている各マニュアル等の関連については、下の図のとおりです。

本マニュアルは、南海トラフ地震を想定していますが、他の自然災害（風水害等）による停電時

にも緊急対応が必要となることから、自然災害時にも活用できます。

南海トラフ地震対策における保健・医療・福祉に関する各種マニュアルの関係図
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５．マニュアルの活用が想定される主な機関

市町村（防災担当部署・要配慮者対策担当部署・保健福祉担当部署・教育担当部署）、居宅介護支

援事業所（介護支援専門員が所属する部署及び事業所）、指定相談支援事業所等（相談支援専門員・

医療的ケア児等コーディネーターが所属する部署及び事業所）、医療機関、訪問看護ステーション、

医療機器取扱業者、高知市保健所、県福祉保健所・県

６．重点継続要医療者の状況（県内の患者数・被害の特徴）

（１）県内の患者数

※医療機器取扱調査：県内外の医療機器取扱業者９社を対象に、県健康対策課にて実施。調査期

間は令和４年８月25日から９月15日、調査基準日は令和４年９月１日

※人工透析患者状況等調査：県内39の透析医療機関を対象に、県透析医会・県健康対策課にて

実施。調査期間は５月20日から６月10日、調査基準日は令和４年３月31日

県内患者数 備 考

在宅人工呼吸器

使用者

151人

（令和４年９月１日時点）

医療機器取扱業者調査

・一部グループホーム入所者等含む

【参考】

・人工呼吸器装着認定を受けている

指定難病患者 39人

（入院患者含む24時間装着者、令和４年９月１日時点）

・人工呼吸器装着認定を受けている

小児慢性特定疾病児童等 ２人（高知市以外）

４人（高知市）

（入院患者含む24時間装着者、令和４年９月１日時点）

・人工呼吸器を装着している医療的ケア児 10人

（令和３年度市町村向け医療的ケア児実数調査、

令和３年12月末時点）

在宅酸素療法者 1,009人

（令和４年９月１日時点）

医療機器取扱業者調査

・一部グループホーム入所者等含む

・酸素療法を行っている医療的ケア児 31人

（令和３年度市町村向け医療的ケア児実数調査、

令和３年12月末時点）

人工透析患者

(入院・外来)

2,600人（令和４年３月）

人工透析患者状況等調査

・県内39透析医療機関で治療中の血液透析患者数

入院391人、外来2,209人

・腹膜透析患者数

26人（うち、血液透析との併用10人）
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（２）想定される被害の特徴

地域によって被災状況は異なりますが、地震や大雨等の災害による対象者への影響として、次

のような被害の特徴が想定されます。

７．個人情報の保護

（１）要配慮者を地域で支え合うネットワークを構成する近隣住民、自主防災組織、その他地域の

団体、民生委員、障害者等を支援する団体、医療関係事業者、介護関係事業者、福祉関係事業

者等（以下「支援者」という。）は、「高知県南海トラフ地震による災害に強い地域社会づくり

条例」（平成20年高知県条例第４号）第38条第３項の規定により作成された「要配慮者に係る

個人情報の保護に関する指針」（平成26年８月22日高知県告示第495号）に基づき、個人情報

を適正に取り扱うものとします。

（２）市町村は、「災害対策基本法」（昭和36年法律第223号）第49条の10第１項の規定による

避難行動要支援者名簿作成に必要な限度で、災害対策基本法第49条の10第3項に基づき、要

配慮者の氏名その他の情報を、その保有にあたって特定された利用の目的以外の目的のために

内部で利用することができます。

また、災害対策基本法第49条の10第4項に基づき、市町村長は、避難行動要支援者名簿の

作成のために都道府県知事その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求めることが

できます。

なお、災害対策基本法第49条の14第1項に基づく個別避難計画作成のために必要な情報の

把握においても同様に、災害対策基本法第49条の14第4項に基づく内部利用並びに災害対策

基本法第49条の14第5項に基づく都道府県知事その他の者に対する情報提供を求めることが

できます。

（３）県は、市町村から災害対策基本法第49条の10第１項の規定による避難行動要支援者名簿作

成のため、情報提供を求められた場合は、「難病の患者に対する医療等に関する法律」（平成

26年法律第50号）第６条の第１項に基づく特定医療費（指定難病）受給者の申請情報並び

に、「児童福祉法」（平成26年法律第50号）第19条の第３項に基づく小児慢性特定疾病医療

被害（例） 重点継続要医療者の被害の特徴

道路の遮断 通院困難。訪問診療や居宅サービスが受けられない

停電による被害
人工呼吸器や酸素濃縮器、吸引器等の医療機器の使用不可

要冷蔵・冷凍の薬の保管に支障を来す

断水による被害 衛生管理上の問題。人工透析等の提供不可

揺れによる被害
揺れや落下物、転倒等による医療機器の破損

処置中の場合は、離脱等に素早い対応が必要

津波・家屋破損等

による被害

素早い避難行動が困難。落下物や転倒物による負傷

薬剤の喪失。医療機器の持ち出し等が一人では困難
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（２）想定される被害の特徴
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26年法律第50号）第６条の第１項に基づく特定医療費（指定難病）受給者の申請情報並び

に、「児童福祉法」（平成26年法律第50号）第19条の第３項に基づく小児慢性特定疾病医療

被害（例） 重点継続要医療者の被害の特徴

道路の遮断 通院困難。訪問診療や居宅サービスが受けられない

停電による被害
人工呼吸器や酸素濃縮器、吸引器等の医療機器の使用不可

要冷蔵・冷凍の薬の保管に支障を来す

断水による被害 衛生管理上の問題。人工透析等の提供不可

揺れによる被害
揺れや落下物、転倒等による医療機器の破損

処置中の場合は、離脱等に素早い対応が必要

津波・家屋破損等

による被害

素早い避難行動が困難。落下物や転倒物による負傷

薬剤の喪失。医療機器の持ち出し等が一人では困難
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費受給者の申請情報（高知市分を除く）を提供します。

なお、災害対策基本法第49条の14第1項に基づく個別避難計画作成のため、情報提供を

求められた場合も同様に、災害対策基本法第49条の14第5項に基づき県は市町村へ申請情

報を提供します。

（４）県又は市町村は、災害が発生した場合には災害対策基本法第86条の15の規定に基づき、被

災者の安否情報について回答、保有、情報収集を行います。
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第２章 平常時の備え

１．自助・共助を中心とした平常時の備えの促進

発災時は、自助力・共助力を中心に、保健、医療、福祉、防災関係者等多くの関係機関との連携

を強化し、支援体制の充実を図ることが必要です。

下記表は、自助力・共助力を高めながら災害への備えを進めるために、重点継続要医療者の災害

支援にかかる関係機関の共通認識として、災害支援を行う際に留意するポイントを示しています。

自助力・共助力を高めながら重点継続要医療者の災害支援を行う際に留意するポイント

防災意識の高揚

・災害に遭っても諦めない気持ちを持つことが、災害への備えを進め

ていくために重要

・家族や近隣住民と災害について話し合うことが災害への関心を高め

ることにつながる

・対象者の近隣住民や自主防災組織等が、対象者や家族と日頃からコ

ミュニケーションを積極的に図ることができるよう市町村が支援を

行うことも重要

・いざという時に支援できるのは近隣住民であり、被害を最小限に防

止するためにも、災害時に支援が必要なことを近隣住民や自主防災

組織等に伝えておくことが重要

自宅や地域の

危険箇所の確認と

安全確保

・療養しているベッド周りの落下物や転倒物の防止、人工呼吸器等の

機器の固定、避難の際の出入り口の確保を行う

・暮らしている地域の危険性について把握するため、土砂災害危険地

域に関する情報や、予想される地震の揺れ（震度）、津波が到達する

までの時間、浸水範囲を地区のハザードマップ等で確認する

・南海トラフ地震の発生可能性が通常と比べて相対的に高まったと評

価された場合に、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」が出される

ので、呼びかけ等に応じた防災対応を取り、巨大地震に備える

（南海トラフ地震臨時情報に関する発災時の対応については、P35を

参照）

日頃から外出する

機会を作る

・旅行やショートステイ・レスパイト入院の利用などにより、日頃から

外出する機会を作り、持ち出し品の準備をすることに慣れておくこ

とが重要

非常持ち出し品の

準備

・生活必需品は３日分程度準備するとともに、病状悪化を防ぐために

も、お薬手帳は普段から携行しておく（絶対に中断してはならない薬

があれば、すぐに持ち出せるようにしておく）ことが重要

・衛生用品や非常用電源なども準備しておき、すぐに使用できるよう

日頃から定期的な確認をしておく

治療を継続

させるための準備

・日頃から、患者や家族が自ら命を守るという意識を高め、ひとり一人

の状況に応じた準備を進めておくことが重要

・避難や停電への対策などを支援に当たる関係者とともに協議し、ひ
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第２章 平常時の備え

１．自助・共助を中心とした平常時の備えの促進

発災時は、自助力・共助力を中心に、保健、医療、福祉、防災関係者等多くの関係機関との連携

を強化し、支援体制の充実を図ることが必要です。

下記表は、自助力・共助力を高めながら災害への備えを進めるために、重点継続要医療者の災害

支援にかかる関係機関の共通認識として、災害支援を行う際に留意するポイントを示しています。

自助力・共助力を高めながら重点継続要医療者の災害支援を行う際に留意するポイント

防災意識の高揚

・災害に遭っても諦めない気持ちを持つことが、災害への備えを進め

ていくために重要

・家族や近隣住民と災害について話し合うことが災害への関心を高め

ることにつながる

・対象者の近隣住民や自主防災組織等が、対象者や家族と日頃からコ

ミュニケーションを積極的に図ることができるよう市町村が支援を

行うことも重要

・いざという時に支援できるのは近隣住民であり、被害を最小限に防

止するためにも、災害時に支援が必要なことを近隣住民や自主防災

組織等に伝えておくことが重要

自宅や地域の

危険箇所の確認と

安全確保

・療養しているベッド周りの落下物や転倒物の防止、人工呼吸器等の

機器の固定、避難の際の出入り口の確保を行う

・暮らしている地域の危険性について把握するため、土砂災害危険地

域に関する情報や、予想される地震の揺れ（震度）、津波が到達する

までの時間、浸水範囲を地区のハザードマップ等で確認する

・南海トラフ地震の発生可能性が通常と比べて相対的に高まったと評

価された場合に、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」が出される

ので、呼びかけ等に応じた防災対応を取り、巨大地震に備える

（南海トラフ地震臨時情報に関する発災時の対応については、P35を

参照）

日頃から外出する

機会を作る

・旅行やショートステイ・レスパイト入院の利用などにより、日頃から

外出する機会を作り、持ち出し品の準備をすることに慣れておくこ

とが重要

非常持ち出し品の

準備

・生活必需品は３日分程度準備するとともに、病状悪化を防ぐために

も、お薬手帳は普段から携行しておく（絶対に中断してはならない薬

があれば、すぐに持ち出せるようにしておく）ことが重要

・衛生用品や非常用電源なども準備しておき、すぐに使用できるよう

日頃から定期的な確認をしておく

治療を継続

させるための準備

・日頃から、患者や家族が自ら命を守るという意識を高め、ひとり一人

の状況に応じた準備を進めておくことが重要

・避難や停電への対策などを支援に当たる関係者とともに協議し、ひ
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２．市町村を中心とした災害時個別支援計画の作成による備えの促進

（１）災害時個別支援計画の必要性と作成目的

在宅人工呼吸器使用者や在宅酸素療法者は、医療への依存度が高く、停電が生命の危機に直

結します。そのため、疾病等の特性に応じた備えの促進及び発災してから安定した医療につな

がるまでの間の医療ケアの継続の２つを目的とした災害時個別支援計画の作成が必要です。

なお、透析患者については、「人工透析患者連絡カード」の作成を促進し、地域や歩行能力等

で区別したマッピングや患者リストを作成します（「人工透析患者連絡カード」は資料編の２の

（２）を参照）

（２）災害時個別支援計画の作成主体

災害時個別支援計画は、市町村が作成主体となり、関係機関と連携し、対象者・家族の同意

を得て作成します。

（３）災害時個別支援計画の作成対象者

災害時個別支援計画の作成に関する同意が得られている在宅人工呼吸器使用者及び在宅酸素

療法者全員

（４）災害時個別支援計画の記載事項

①医療ケアの情報

②停電への備え及び停電時の対応

③衛生資材等の備蓄の状況

④関係機関の連絡先

※様式例は、様式編の１，２または下記URL・QRコードを参照。

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/2016052500137.html

（５）避難行動要支援者対策との連動

令和３年に改正された災害対策基本法においては、個別避難計画の作成に同意を得られた方

の作成が、市町村に努力義務化されました。併せて、内閣府の「避難行動要支援者の避難行動

支援に関する取組指針」が改定され、市町村が優先度が高いと判断する者については令和３年

度からおおむね５年程度で個別避難計画の作成に取り組むことが求められています。

高知県においても、「高知県災害時における要配慮者の避難支援ガイドライン（令和４年１

月改定）」により、国の取組指針と同様に、市町村に対し、災害時における要配慮者の避難支

とり一人が自分にあった計画（災害時個別支援計画や個別避難計画）

を作って対策を立てておく

・併せて、医療救護所（災害時に応急手当を中心とした医療救護活動を

行う場）、救護病院、避難所、福祉避難所がどこに開設されるのかを

知っておくことが重要

・地域の防災・避難訓練に参加し、災害時の避難行動や災害時個別支援

計画、個別避難計画も想定した準備に役立てる
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援の取り組み推進を求めています。

在宅人工呼吸器使用者や在宅酸素療法者は、通常の避難行動が困難な状況になることが想定

されます。災害時個別支援計画の中に個別避難計画の内容を含めることで、避難とその後の生

命維持が連動した、一体的な計画作成が可能となります（両計画の関連については、下の図を

ご参照ください）。一体的に作成する場合は、保健福祉担当部署、要配慮者担当部署、防災担当

部署、教育担当部署が連携を図ることが重要です。

重点継続要医療者と避難行動要支援者、災害時個別支援計画と個別避難計画との関連

（６）災害時個別支援計画の作成の優先順位

避難行動要支援者名簿に掲載されている在宅人工呼吸器使用者や在宅酸素療法者は、発災

時、医療ケアの継続のための支援に加え、避難のための支援が求められます。

そのため、災害時個別支援計画の作成については、避難行動要支援者名簿に掲載されている

かどうかを参考に、作成の優先度を判断します（次ページ図の左を参照）。

☑避難行動要支援者名簿に掲載されている場合

災害時個別支援計画の作成に加え、避難のための支援を目的とした個別避難計画の作成が求

められます。この場合、災害時個別支援計画と個別避難計画を一体的に作成することが可能で

す。

☑避難行動要支援者名簿に掲載されていない場合

在宅酸素療法者については、避難行動要支援者名簿に掲載されていない場合も考えられます。

その場合には、要介護度や障害支援区分等を考慮し、災害時個別支援計画の作成の優先度を

決定します。

☑その他、留意が必要な点

筋萎縮性側索硬化症（ALS）や多系統萎縮症などの難病患者は、症状の進行が急速かつ医療ニ

ーズが高く、保健・医療・福祉による総合的なサービス提供を要し、人工呼吸器や酸素療法が

必要となる可能性が高い疾患のため、災害時個別支援計画の作成に向けた備えが必要です。
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援の取り組み推進を求めています。
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災害時個別支援計画作成の優先度と個別避難計画作成の優先度

（７）災害時個別支援計画の作成の具体的方法

〈情報を把握できる機関〉

市町村（保健福祉担当部署・要配慮者対策担当部署・防災担当部署、教育担当部署等）、居宅介護支援事業所、

相談支援事業所、医療機関、訪問看護ステーション 等

〈情報を集約する機関〉

市町村（市町村は、情報を集約・一元化する部署を明確するとともに、連絡体制を構築しておく）

　災害時個別支援計画の対象者の把握ステップ１

　災害時個別支援計画の作成対象者にかかるリストの作成ステップ２

　災害時個別支援計画の作成対象者にかかるマップの作成・集約ステップ３

　災害時個別支援計画の作成ステップ４

　防災・避難訓練の実施　ステップ５

市町村の情報集約・一元化部署において、対象者リストを作成する

ステップ２で作成したリストに掲載されている方の情報等を、ハザードマップ上にマッピングする

４-１ 災害時個別支援計画を作成することなどについての同意の確認

４-２ 居住地周辺で起こりうる災害（ハザード）の確認

４-３ 災害対応に必要な情報の整理

４-４ 災害予測時・災害発生時の対応の決定

①停電への備えと停電時の対応の確認 ②地域における支援者の確保

③備蓄物資の確認 ④連絡リストや連絡網の作成

４-５ 作成した災害時個別支援計画の共有・保管

４-６ 年１回は災害時個別支援計画を更新
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ステップ１ 災害時個別支援計画の作成対象者の把握

作成対象者を把握できる機会や機関は、疾病や障害、利用する制度によって異なるため、把握

できる方法をもとに対象者を把握することが重要です。そのため、情報を集約・一元管理する部

署を明確にし、連絡体制を構築する必要があります。

窓口となる市町村の担当部署は、保健福祉担当部署、要配慮者担当部署、防災担当部署、教育

担当部署のいずれかが想定されます。

ステップ２ 災害時個別支援計画の作成対象者にかかるリストの作成

ステップ１の情報を集約・一元化する部署において、災害が発生した際の支援の必要性にかか

る優先順位がつけられるよう、把握した対象者に関する情報をリストにしておきます（以下のリ

ストを参考に作成する方法や、各市町村避難行動要支援者名簿に以下のリストの情報を盛り込み

作成する方法もあります。いずれの場合も、市町村の担当部署間で情報共有を行います）。

〈在宅人工呼吸器使用者災害対策リスト（例）〉

出典：東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針P42

更新やデータの並べ替えなどができるよう電子データで作成し、年１回は訪問等により状況を

確認しておく必要があります。また、災害時にすぐ活用できるよう、あらかじめ定めた場所に紙

媒体で保管し、関係職員に周知しておきます。
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〈在宅人工呼吸器使用者災害対策リスト（例）〉

出典：東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針P42

更新やデータの並べ替えなどができるよう電子データで作成し、年１回は訪問等により状況を

確認しておく必要があります。また、災害時にすぐ活用できるよう、あらかじめ定めた場所に紙

媒体で保管し、関係職員に周知しておきます。
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ステップ３ 災害時個別支援計画の作成対象者にかかるマップの作成・集約

ステップ２で作成したリストに掲載されている対象者の所在地をハザードマップ上にマッピン

グします。

災害時は、連絡手段や交通手段が絶たれることもあるため、関係機関も同時にマッピングして

おくと、対象者の担当の訪問看護ステーションなどが災害時に支援できるかどうかの判断の目安

になります（速やかに支援ができない場所に位置する場合は、市町村等が優先して支援に行くな

ど別の方法を考える必要があります）。

ステップ４ 災害時個別支援計画の作成

災害時個別支援計画作成にかかる窓口となる市町村の担当部署は、保健福祉担当部署、要配慮

者担当部署、防災担当部署、教育担当部署のいずれかが想定されます。

また、関係機関としては、窓口となる市町村の担当部署以外の市町村担当部署に加え、居宅介

護支援事業所（介護支援専門員が所属する部署及び事業所）、指定相談支援事業所等（相談支援専

門員、医療的ケア児コーディネーターが所属する部署及び事業所）、医療機関（専門医療機関、か

かりつけ医等）、訪問看護ステーション（訪問看護を提供している事業所）、医療機器取扱業者、

高知市保健所、県福祉保健所が挙げられます。

ステップ4-1 災害時個別支援計画の作成などについて同意の確認

災害時個別支援計画の作成目的や計画へ記載する項目、同意した場合の効果や同意後の流れな

どを説明します。また、災害時個別支援計画の情報が、平常時は日頃から利用している医療機

関や居宅介護支援事業所・相談支援事業所・訪問看護ステーションなどの関係者及び個別避

難計画の避難支援等関係者に、災害が発生し又は発生するおそれがある場合には、医療の継

続のために必要な限度で関係者その他の者に、提供することがあることを説明します。

同意確認書の例（※）は、様式編に示していますが、各市町村において定める様式を使用

することも可能です。

※様式例は、様式編の３または下記URL・QRコードを参照。

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/2016052500137.html

ステップ4-2 居住地周辺で起こりうる災害（ハザード）の確認

対象者・家族、全ての関係機関は、以下の防災情報を確認しておきます。

① ハザードマップ・地域危険度

② 災害情報がどのような状況の時に発令されるか

③ 災害情報の伝達方法 / 主治医や医療機器取扱業者との連絡方法

④ 避難行動要支援者名簿への登録の有無

⑤ 避難行動要支援者の安否情報の伝達ルート

⑥ 指定している避難場所、避難所、福祉避難所及び充電が可能な施設等の場所、移動手段、ル

ート

⑦ 医療救護所や救護病院の設置場所等

第 

１ 

章　
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
基
本
的
な
考
え
方

第 

１ 

章　
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
基
本
的
な
考
え
方

第 

２ 

章　
平
常
時
の
備
え

第 

２ 

章　
平
常
時
の
備
え

第 

３ 

章　
災
害
発
生
時
の
対
応

第 

３ 

章　
災
害
発
生
時
の
対
応

様

　

式

　

編

様

　

式

　

編

資

　

料

　

編

資

　

料

　

編



- 12 -

ステップ4-3 災害対応に必要な情報の整理

災害発生時は、あらかじめ決めておいた対応ができないこともあります。また、県外など、か

かりつけではない医療機関に搬送されることもあります。

災害発生後も適切な支援が継続できるよう、災害時個別支援計画の作成を通じて、これまでの

経過や医療機器の設定、コミュニケーション方法などを整理しておきます。

作成対象者は、介護サービスや障害福祉サービスを利用している場合が多く、居宅介護支援事

業所や相談支援事業所、訪問看護ステーションの専門職等などとの信頼関係がすでに築かれてい

ると考えられます。

また、居宅介護支援事業所等の専門職等は対象者の日頃の状態をよく知っているため、対象者

の生活状況や疾患の状態、意向等を反映させた計画の作成につなげることができます。サービス

担当者会議などの既存の会議を活用させてもらうことで、対象者を日頃から支援している専門職

等の関与が期待できます。

ステップ4-4 災害予測時・災害発生時の対応の決定

① 停電への備えと停電時の対応の確認

人工呼吸器等の内部バッテリー・外部バッテリーの作動時間や、バッテリーと人工呼吸器

の接続方法の確認を行います。酸素濃縮器を使用している場合は、酸素濃縮器の取り替え用

酸素ボンベの準備と接続方法の確認を行います。また、発電機等の準備や、蘇生バッグの準

備及び使用方法の確認を行います。

日常的に電気が必要であることを電力会社や消防署へ連絡しておくことで、計画停電の際

や災害発生前の事前避難の際に連絡・支援が受けられる可能性が高まります。

また、避難先（避難場所、福祉避難所、避難所）や入院先の確保として、電力等が確保さ

れている避難先施設等、災害時の運営マニュアルを確認するとともに、関係者とともに避難

生活に関する注意事項を共有しておくことが重要です。

② 地域における支援者の確保

医療機器（人工呼吸器や酸素濃縮器）が停止するような状況になるなど、搬送が必要にな

る場合があります。特に、在宅人工呼吸器使用者は、停電時に呼吸ケアに最低２人、搬送含

め計４人以上が必要となるなど、家族のみでの対応は困難です。

そのため、家族のみでなく近所の方や民生委員、消防団、自主防災組織等などの複数の支

援者を確保し、日頃から、呼吸ケアのシミュレーションの実施や、医療機器の取扱い等の練

習に努めることが大切です。なお、対象者は、感染症の発症による重症化リスクが高いため、

関係機関や支援者が集まる際には感染症の防止策を徹底します。

③ 備蓄物資の確認

備蓄リストを用いて、衛生資材などを準備しておきます。この他、非常用食品や衣類など

も一緒に準備するよう促します。

④ 連絡リストや連絡網の作成

どういう場合に、どの機関がどのような方法で安否確認を行い、どのように関係機関に連

絡するのかをあらかじめ決めておきます。

第 

１ 

章　
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
基
本
的
な
考
え
方

第 

１ 

章　
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
基
本
的
な
考
え
方

第 

２ 

章　
平
常
時
の
備
え

第 

２ 

章　
平
常
時
の
備
え

第 

３ 

章　
災
害
発
生
時
の
対
応

第 

３ 

章　
災
害
発
生
時
の
対
応

様

　

式

　

編

様

　

式

　

編

資

　

料

　

編

資

　

料

　

編



- 12 -
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担当者会議などの既存の会議を活用させてもらうことで、対象者を日頃から支援している専門職

等の関与が期待できます。

ステップ4-4 災害予測時・災害発生時の対応の決定

① 停電への備えと停電時の対応の確認

人工呼吸器等の内部バッテリー・外部バッテリーの作動時間や、バッテリーと人工呼吸器

の接続方法の確認を行います。酸素濃縮器を使用している場合は、酸素濃縮器の取り替え用

酸素ボンベの準備と接続方法の確認を行います。また、発電機等の準備や、蘇生バッグの準

備及び使用方法の確認を行います。

日常的に電気が必要であることを電力会社や消防署へ連絡しておくことで、計画停電の際

や災害発生前の事前避難の際に連絡・支援が受けられる可能性が高まります。

また、避難先（避難場所、福祉避難所、避難所）や入院先の確保として、電力等が確保さ

れている避難先施設等、災害時の運営マニュアルを確認するとともに、関係者とともに避難

生活に関する注意事項を共有しておくことが重要です。

② 地域における支援者の確保

医療機器（人工呼吸器や酸素濃縮器）が停止するような状況になるなど、搬送が必要にな

る場合があります。特に、在宅人工呼吸器使用者は、停電時に呼吸ケアに最低２人、搬送含

め計４人以上が必要となるなど、家族のみでの対応は困難です。

そのため、家族のみでなく近所の方や民生委員、消防団、自主防災組織等などの複数の支

援者を確保し、日頃から、呼吸ケアのシミュレーションの実施や、医療機器の取扱い等の練

習に努めることが大切です。なお、対象者は、感染症の発症による重症化リスクが高いため、

関係機関や支援者が集まる際には感染症の防止策を徹底します。

③ 備蓄物資の確認

備蓄リストを用いて、衛生資材などを準備しておきます。この他、非常用食品や衣類など

も一緒に準備するよう促します。

④ 連絡リストや連絡網の作成

どういう場合に、どの機関がどのような方法で安否確認を行い、どのように関係機関に連

絡するのかをあらかじめ決めておきます。
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体調悪化等により在宅療養が困難となった場合の相談先として、災害発生時に状態が悪化

した場合を見据え、相談先（かかりつけ医、訪問看護ステーション、医療救護所等）をかか

りつけ医と話し合っておくことが大切です。 また、対象者・家族、関係者は、平常時からど

のような状態の悪化が受診、入院の目安となるのかについて、かかりつけ医に相談しておく

ことが大切です。

例）安否確認の方法：各関係機関が災害用伝言サービス（災害用伝言ダイヤル（１７１）、災

害用伝言版（ｗｅｂ１７１）等）やＳＮＳを確認する等。

安否情報を関係者と連絡する方法：訪問看護ステーションが安否や状態確認のうえ市町

村の支援窓口等に連絡する、近所の方が訪問し支援窓口等に連絡する等。複数の安否確

認方法を決めておくと良い。

ステップ4-5 作成した災害時個別支援計画の共有・保管

作成した災害時個別支援計画は、対象者・家族のほか、対象者・家族の同意を得て、窓口とな

る市町村の担当部署や関係機関も電子及び紙媒体で保管しておき、災害発生時にそれぞれの機関

があらかじめ定めておいた対応ができるようにしておきます。

災害時個別支援計画の写しは、対象者宅に印をつけた住宅地図とともに、可能なら対象者の写

真や個別性の高いケアに必要な情報等も添付して保管しておくと、災害発生時に担当以外の者が

支援する際に有効です。

ステップ4-6 年１回は災害時個別支援計画を更新

作成した災害時個別支援計画は、対象者、支援者等の状況によって変化します。そのため、年

１回は災害時個別支援計画を更新する必要があります。サービス担当者会議などの関係者が集ま

る機会を更新の場に位置づけるなど、対象者に合った方法を決めておきます。

特に、人工呼吸器を装着する要因となった疾患が、指定難病の神経・筋疾患に該当する場合な

どは、疾患の進行が早い場合も考えられるため、日頃の保健活動などを通じて定期的に対象者や

家族の状態（支援者の体調等）を把握する必要があります。

ステップ５ 防災・避難訓練の実施

実際に災害が起こったことを想定し、災害時個別支援計画に基づいた行動ができるか、対象者・

家族及び関係機関で確認しておく必要があります。近所の方や民生委員等、地域における支援者

とも手順等を相談しておきます。

また、訓練を行う際には、人工呼吸器使用者においては発電機の作動や外部バッテリーと人工

呼吸器の接続、非電源式吸引器や蘇生バッグの使用などを、酸素療法者においては酸素濃縮器と

酸素ボンベの接続方法などの災害を想定したシミュレーションを行うことも重要です。必要に応

じて、医療機器取扱業者に協力を依頼し、関係者でその使用方法の確認や作動ができるようにし

ておきます。

なお、対象者の安否確認や関係機関による安否情報の共有など、発災時には、正確かつ迅速、

効率的な情報収集・伝達が求められます。そのためにも平時から、情報伝達体制の確認と検証を

行うことが重要です。
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（８）対象者またはその家族による災害時個別支援計画の作成（マイプラン方式）について

災害時個別支援計画作成による災害への備えを加速化させるためにも、対象者またはその家族

が災害時個別支援計画に記入し、作成することも可能です。マイプラン方式で作成することによ

り、自助力・共助力のさらなる高まりなどの効果を期待することもできます。

ただし、医療情報や関係機関に関する情報の記載、緊急時連絡網の整理は、対象者または家族

のみで作成することは難しい場合があります。

そのため、市町村は、マイプラン方式により作成された災害時個別支援計画の提出を促し、提

出された計画をもとに対象者や家族、関係機関とともに内容の確認・共有をする場を必ず設ける

（場の設定が難しい場合は、訪問でも可）ようにしてください。

３．対象者の特徴別による把握方法の例

市町村内の情報を集約し把握する方法（災害対策基本法第49条の10第１項・第49条の14第１

項の基づく）や、県へ情報提供を求めることにより把握する方法（災害対策基本法第49条の10第

４項・第49条の14第５項に基づく）や、対象者の同意に基づく他機関（医療機関・訪問看護ステ

ーション・県福祉保健所・県健康対策課等）から市町村への情報提供により把握できる方法があり

ます。

（１）人工呼吸器使用者の把握方法

Ø 市町村内の情報を集約し把握する方法

①疾病及び外傷による呼吸器障害等の情報から把握する

○市町村の障害福祉担当窓口で把握できる情報

（ア）身体障害者手帳の申請

「身体障害者診断書・意見書」の「障害名」や「原因となった疾病・外傷名」、

「参考となる経過・現症」に人工呼吸器使用と記載されているか確認

（イ）障害福祉サービスや地域生活支援事業等の利用相談

○市町村の介護保険担当窓口で把握できる情報

（ア）要介護認定の相談又は申請 （イ）各種在宅サービスの利用相談

②重症心身障害児（者）・医療的ケア児の情報から把握する方法

○市町村、保健センター等母子保健担当部署で把握できる情報

（ア）各種手続（出生届・出生通知票、養育医療給付申請、自立支援医療（育成医療）

支給認定申請）及び健診等（新生児訪問、乳児健診、１歳６か月児・３歳児健診）

（イ）医療機関からの退院相談、退院連絡 （ウ）家族、関係機関からの相談

○市町村の障害福祉担当窓口で把握できる情報

（ア）身体障害者手帳の申請

（イ）障害福祉サービスや地域生活支援事業等の利用相談

○上記に加え、母子保健担当部署で把握した情報や、就学児に関する教育担当部署におけ

る情報を総合することにより把握することができます（詳細は、「令和３年度障害者総合

福祉推進事業 医療的ケア児の実態把握のあり方及び医療的ケア児等コーディネーター

の効果的な配置等に関する調査研究」を参照）

③KDB システムのデータ等を活用して情報収集する方法（国保または後期高齢者の場合）
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（８）対象者またはその家族による災害時個別支援計画の作成（マイプラン方式）について

災害時個別支援計画作成による災害への備えを加速化させるためにも、対象者またはその家族

が災害時個別支援計画に記入し、作成することも可能です。マイプラン方式で作成することによ

り、自助力・共助力のさらなる高まりなどの効果を期待することもできます。

ただし、医療情報や関係機関に関する情報の記載、緊急時連絡網の整理は、対象者または家族

のみで作成することは難しい場合があります。

そのため、市町村は、マイプラン方式により作成された災害時個別支援計画の提出を促し、提

出された計画をもとに対象者や家族、関係機関とともに内容の確認・共有をする場を必ず設ける

（場の設定が難しい場合は、訪問でも可）ようにしてください。

３．対象者の特徴別による把握方法の例

市町村内の情報を集約し把握する方法（災害対策基本法第49条の10第１項・第49条の14第１

項の基づく）や、県へ情報提供を求めることにより把握する方法（災害対策基本法第49条の10第

４項・第49条の14第５項に基づく）や、対象者の同意に基づく他機関（医療機関・訪問看護ステ

ーション・県福祉保健所・県健康対策課等）から市町村への情報提供により把握できる方法があり

ます。

（１）人工呼吸器使用者の把握方法

Ø 市町村内の情報を集約し把握する方法

①疾病及び外傷による呼吸器障害等の情報から把握する

○市町村の障害福祉担当窓口で把握できる情報

（ア）身体障害者手帳の申請

「身体障害者診断書・意見書」の「障害名」や「原因となった疾病・外傷名」、

「参考となる経過・現症」に人工呼吸器使用と記載されているか確認

（イ）障害福祉サービスや地域生活支援事業等の利用相談

○市町村の介護保険担当窓口で把握できる情報

（ア）要介護認定の相談又は申請 （イ）各種在宅サービスの利用相談

②重症心身障害児（者）・医療的ケア児の情報から把握する方法

○市町村、保健センター等母子保健担当部署で把握できる情報

（ア）各種手続（出生届・出生通知票、養育医療給付申請、自立支援医療（育成医療）

支給認定申請）及び健診等（新生児訪問、乳児健診、１歳６か月児・３歳児健診）

（イ）医療機関からの退院相談、退院連絡 （ウ）家族、関係機関からの相談

○市町村の障害福祉担当窓口で把握できる情報

（ア）身体障害者手帳の申請

（イ）障害福祉サービスや地域生活支援事業等の利用相談

○上記に加え、母子保健担当部署で把握した情報や、就学児に関する教育担当部署におけ

る情報を総合することにより把握することができます（詳細は、「令和３年度障害者総合

福祉推進事業 医療的ケア児の実態把握のあり方及び医療的ケア児等コーディネーター

の効果的な配置等に関する調査研究」を参照）

③KDB システムのデータ等を活用して情報収集する方法（国保または後期高齢者の場合）
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Ø 県健康対策課へ情報提供を求めることにより把握する方法

Ø 対象者の同意に基づく県健康対策課から市町村への情報提供により把握できる方法

（２）酸素療法者の把握方法

Ø 市町村内の情報を集約し把握する方法

④難病患者・小児慢性特定疾病患者の情報から把握する方法

（ア）難病の患者に対する医療等に関する法律に基づき指定されている難病患者（令和３

年11月から338疾病）の情報並びに、指定難病が要因となり人工呼吸器を使用し

ているとして医療費助成の支給認定を受けている方の情報

（イ）児童福祉法に基づき指定されている小児慢性特定疾病児童等（令和３年11月から

788疾病）の情報並びに、小児慢性特定疾病が要因となり人工呼吸器を使用してい

るとして医療費助成の支給認定を受けている方の情報（高知市分を除く）

〈支給認定を行う要件〉

生命維持管理装置として１日中人工呼吸器を使用する必要があり（離脱の見込みがな

い）、かつ、日常生活動作が著しく制限されている方

＊高知市保健所（小児慢性特定疾病患者については、子育て支援担当部署）や県福祉保健

所も医療費助成の申請受付等の窓口であるため、同様の情報を把握することができま

す。在宅にて人工呼吸器使用者を使用していることが確認できた場合や、人工呼吸器を

使用する可能性が高い疾病に該当する場合は、高知市保健所・県福祉保健所が対象者に

積極的に関わります。この場合、県福祉保健所が対象者等に同意を得たうえで、市町村

の保健福祉担当部署等にも情報提供を行い、日頃からの関係づくり等を共に行います。

⑤対象者の同意に基づく県健康対策課から市町村への情報提供により把握

（ア）県医師会と県で実施している「在宅における人工呼吸器使用及び酸素療法患者にか

かる情報共有事業 実施要領」に基づき、「災害時に備えた行政への情報提供に関す

る同意書」が得られた方の情報

＊対象者は、利用する医療機器取扱業者を通じて県健康対策課に同意書を提出

①疾病及び外傷による呼吸器障害等の情報から把握する

○市町村の介護保険担当窓口で把握できる情報

（ア）要介護認定の相談又は申請 （イ）各種在宅サービスの利用相談

②重症心身障害児（者）・医療的ケア児の情報から把握する方法

○市町村、保健センター等母子保健担当部署で把握できる情報

（ア）各種手続（出生届・出生通知票、養育医療給付申請、自立支援医療（育成医療）

支給認定申請）及び健診等（新生児訪問、乳児健診、１歳６か月児健診、３歳児

健診）

（イ）医療機関からの退院相談、退院連絡 （ウ）家族、関係機関からの相談
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Ø 対象者の同意に基づく県健康対策課から市町村への情報提供により把握できる方法

（３）人工透析患者の把握方法

Ø 市町村内の情報を集約し把握する方法

○市町村の障害福祉担当窓口で把握できる情報

（ア）身体障害者手帳の申請

（イ）障害福祉サービスや地域生活支援事業等の利用相談

○上記に加え、母子保健担当部署で把握した情報や、就学児に関する教育担当部署におけ

る情報を総合することにより把握することができます（詳細は、「令和３年度障害者総合

福祉推進事業 医療的ケア児の実態把握のあり方及び医療的ケア児等コーディネーター

の効果的な配置等に関する調査研究」を参照）

③KDB システムのデータ等を活用して情報収集する方法（国保または後期高齢者の場合）

④対象者の同意に基づく県健康対策課から市町村への情報提供により把握

（ア）県医師会と県で実施している「在宅における人工呼吸器使用及び酸素療法患者にか

かる情報共有事業 実施要領」に基づき、「災害時に備えた行政への情報提供に関す

る同意書」が得られた方の情報

＊対象者は、利用する医療機器取扱業者を通じて県健康対策課に同意書を提出

①じん臓機能の障害に関する情報から把握する

○市町村の障害福祉担当窓口で把握できる情報

（ア）身体障害者手帳の認定状況

（イ）更生医療（自立支援医療）の認定状況

②特定疾病受領証の情報から把握する方法（国保または後期高齢者の場合）

③KDB システムのデータ等を活用して情報収集する方法（国保または後期高齢者の場合）
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Ø 対象者の同意に基づく県健康対策課から市町村への情報提供により把握できる方法

（３）人工透析患者の把握方法

Ø 市町村内の情報を集約し把握する方法

○市町村の障害福祉担当窓口で把握できる情報

（ア）身体障害者手帳の申請

（イ）障害福祉サービスや地域生活支援事業等の利用相談

○上記に加え、母子保健担当部署で把握した情報や、就学児に関する教育担当部署におけ

る情報を総合することにより把握することができます（詳細は、「令和３年度障害者総合

福祉推進事業 医療的ケア児の実態把握のあり方及び医療的ケア児等コーディネーター

の効果的な配置等に関する調査研究」を参照）

③KDB システムのデータ等を活用して情報収集する方法（国保または後期高齢者の場合）

④対象者の同意に基づく県健康対策課から市町村への情報提供により把握

（ア）県医師会と県で実施している「在宅における人工呼吸器使用及び酸素療法患者にか

かる情報共有事業 実施要領」に基づき、「災害時に備えた行政への情報提供に関す

る同意書」が得られた方の情報

＊対象者は、利用する医療機器取扱業者を通じて県健康対策課に同意書を提出

①じん臓機能の障害に関する情報から把握する

○市町村の障害福祉担当窓口で把握できる情報

（ア）身体障害者手帳の認定状況

（イ）更生医療（自立支援医療）の認定状況

②特定疾病受領証の情報から把握する方法（国保または後期高齢者の場合）

③KDB システムのデータ等を活用して情報収集する方法（国保または後期高齢者の場合）
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４．対象者の特徴別による備え

（１）人工呼吸器使用者の備え

人工呼吸器使用者は、人工呼吸器の停止が命の危機に直結します。人工呼吸器は電力によって作動

するので、停電への対策と人工呼吸器の故障への対策が必要となります。

●在宅で待機するための事前準備（患者・家族の準備を支援者が手助け）

項目 具体の内容

１ 必要物品の準備と確認 ① 安否確認連絡網を作成する

② 人工呼吸器が正常に作動しているかの確認方法及びバッ

テリー等の電源・接続方法を確認する

③ 充電式吸引器、足踏み式吸引器を準備しておく

④ 発電機等の準備と接続方法を確認しておく

⑤ 酸素濃縮器からの取替え用酸素ボンベを準備し、接続方

法を確認しておく

⑥ 蘇生バッグを準備し、使用方法を確認しておく（できる

だけ、置き場所を替えて２つ用意しておく方がよい）

⑦ 蘇生バッグの操作が出来る人を養成（技術伝達）する

⑧ 発電機の使用燃料を確保しておく

２ 日常的に電気が必要な

療養者であることを電力会社・

消防署へ連絡

① 電力会社に登録しておく

（＊電力会社に登録した場合、地域限局的な停電や計画

的な停電時の際に連絡がある。）

家族が伝えることで協力について確認でき、患者、家族

も安心できる

② 電力会社の停電情報の入手方法を確認する（カスタマー

センター、電力会社のホームページ）

③ 消防署へ連絡しておく

３ 人工呼吸器の設定値を

目につくところに掲示

① 電源が落ちると設定が初期化される機種もあるため、液

晶パネルの表示画面をそのまま記録しておくと入力がス

ムーズになる

② 設定値は消防署や入院受入医療機関、市町村等に知らせ

ておく

③ 患者搬送時に救急車の人工呼吸器を使用する場合に備え

て、手帳に設定値をメモしておく

３ 外部バッテリー・発電機及び

使用燃料（ガソリン等）の用意

① 長期停電に備え、外部バッテリー・発電機及び使用燃料

を準備しておく

４ 予備物品の確保 ① 確実に見つかる場所、取り出せる場所に収納しておく

② 代替用品が使えるよう、日頃から訓練をしておく

（必要物品リスト）

・災害時個別支援計画の備蓄リスト（災害時個別支援計画

様式）を参照
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●避難するための事前準備（患者・家族の準備を支援者が手助け）

●関係機関の受入のための事前準備

（発電機管理に関する留意事項）

・月に一度は、発電機を動かす

・オイルは、６カ月ごとに交換、ガソリンは、３か月ごと

に交換

・年一回のメンテナンスを業者に依頼する

５ 状況を近隣住民や自主防災

組織へ連絡

① 緊急時の搬送や停電時に支援が必要であることを伝え、

支援を依頼しておく

② 停電時に呼吸ケアに最低２人、搬送含め計４人以上が必

要となるなど、家族のみでの対応は困難なことから、搬

送の協力を依頼しておく

６ 緊急時のコミュニケーション

がとれるように準備

① 緊急時に連絡事項を伝えるために、簡単な会話用カード

等を準備しておく

項目 具体の内容

１ 避難先の確認 ① 一次避難場所や、自家発電設備がある場所を確認してお

くとともに、患者が必要となる安定かつ、十分な電力が

確保できるか確認しておく

② 医療機関（かかりつけ医、近くの医療機関、難病医療の

拠点・協力病院等）

２ 搬送手段の確認 ① 家族・近隣住民などによる搬送手段を確保しておく

② 上記搬送ができない場合の対処方法を確認しておく

３ 搬送支援者の確保 ① 停電時に呼吸ケアに最低２人、搬送含め計４人以上が必

要となるなど、家族のみでの対応は困難なことから、搬

送の協力を依頼しておく

蘇生バッグの操作は、介護者や家族だけでなく交代でき

る人が必要となる可能性が高いため、蘇生バッグの使用

方法を訓練する

４ 人工呼吸設定情報等の

持ち出しの準備

① 人工呼吸器設定情報など

② 基礎疾患や合併症などの情報（薬、経管栄養剤など）

５ 情報伝達ルートの確認 ① 支援を受けるために必要な連絡先を確認しておく

項目 具体の内容

１ 医療機関の受入準備 ① 必要な衛生資材等を含めた患者の受入準備をしておく

２ 関係機関のネットワーク ① 高知県難病医療ネットワーク等、受入調整の体制を整備

しておく（高知県難病医療ネットワークについては、

P102を参照）
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●避難するための事前準備（患者・家族の準備を支援者が手助け）

●関係機関の受入のための事前準備

（発電機管理に関する留意事項）

・月に一度は、発電機を動かす

・オイルは、６カ月ごとに交換、ガソリンは、３か月ごと

に交換

・年一回のメンテナンスを業者に依頼する

５ 状況を近隣住民や自主防災

組織へ連絡

① 緊急時の搬送や停電時に支援が必要であることを伝え、

支援を依頼しておく

② 停電時に呼吸ケアに最低２人、搬送含め計４人以上が必

要となるなど、家族のみでの対応は困難なことから、搬

送の協力を依頼しておく

６ 緊急時のコミュニケーション

がとれるように準備

① 緊急時に連絡事項を伝えるために、簡単な会話用カード

等を準備しておく

項目 具体の内容

１ 避難先の確認 ① 一次避難場所や、自家発電設備がある場所を確認してお

くとともに、患者が必要となる安定かつ、十分な電力が

確保できるか確認しておく

② 医療機関（かかりつけ医、近くの医療機関、難病医療の

拠点・協力病院等）

２ 搬送手段の確認 ① 家族・近隣住民などによる搬送手段を確保しておく

② 上記搬送ができない場合の対処方法を確認しておく

３ 搬送支援者の確保 ① 停電時に呼吸ケアに最低２人、搬送含め計４人以上が必

要となるなど、家族のみでの対応は困難なことから、搬

送の協力を依頼しておく

蘇生バッグの操作は、介護者や家族だけでなく交代でき

る人が必要となる可能性が高いため、蘇生バッグの使用

方法を訓練する

４ 人工呼吸設定情報等の

持ち出しの準備

① 人工呼吸器設定情報など

② 基礎疾患や合併症などの情報（薬、経管栄養剤など）

５ 情報伝達ルートの確認 ① 支援を受けるために必要な連絡先を確認しておく

項目 具体の内容

１ 医療機関の受入準備 ① 必要な衛生資材等を含めた患者の受入準備をしておく

２ 関係機関のネットワーク ① 高知県難病医療ネットワーク等、受入調整の体制を整備

しておく（高知県難病医療ネットワークについては、

P102を参照）
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１．人工呼吸器療法とは

機器を使って体の余分な二酸化炭素を取り除き、呼吸を楽にします。

人工呼吸器療法には、①マスクを使用して実施する方法（NPPV）と、②気管切開をして実施する

方法（TPPV）があり、多くの場合、酸素療法と併用します。

引用：独立行政法人 環境再生保全機構ホームページ

引用：公益財団法人 東京医学総合研究所 難病ケア看護データベースホームページ

２．必要な備えの例（備蓄リストは、災害時個別支援計画様式を参照）

種類 ①NPPV（非侵襲的陽圧換気療法） ②TPPV（侵襲的陽圧換気療法）

病気 COPD（慢性閉塞性肺疾患）、肺結核後遺

症、間質性肺炎などの呼吸器疾患や神

経・筋肉の病気

主に神経や筋肉の病気（呼吸する力が弱

くなる）

開始時期 頭が重い感じや昼間の眠気などの症状、

顔や足にむくみ（心臓に負担がかかって

いる状態）がみられる場合など

NPPVで効果が不十分な場合など

ポイント ・在宅人工呼吸器療法の約80％を占める

・マスクを使用するのでTPPVより簡便

で容易

・二酸化炭素を低下させる効果が優れて

いる

留意点 ・二酸化炭素を低下させる効果はTPPV

に劣ることがある

・内部バッテリーが内蔵されていない機

種もあるため、外部バッテリーの準備

が必要

・声が出しにくくなり会話が困難にな

る、痰などの分泌物の吸引や気管チュ

ーブ、気管切開部の管理が必要になる

・人工呼吸器に内部バッテリーが内臓さ

れている（内部バッテリーの作動時間

は機種によって異なる。必要に応じて

外部バッテリーを準備する）

・人工呼吸器を固定することも必要

避難時の荷物 （1日分） 避難時最低限の荷物

在宅人工呼吸器使用者の備え：資料編

県内の患者ご家族提供
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３．予備電源の確保

東日本大震災の停電時間は28時間から98時間と言われていますので、この教訓から、最低で

も３日間分以上のガソリンやガスを備え、電源を確保することが望ましいです。

予備電源は、専用外部バッテリーや発電機・蓄電池の使用などの方法がありますが、いずれの

方法においても緊急時に正しく作動できるように、操作の仕方を日頃から訓練しておきます。た

だし、人工呼吸器は精密機器であるため、非常用電源から作る電気は質の高い正弦波出力できる

ものを選びます。

また、定期的な試運転や日頃からのメンテナンスを心がけ、事前に業者と使用方法について相

談しておくことも重要です。

①外部バッテリーの確保

バッテリーが内蔵されている機種でも、稼働時間には限界がありますので、予備として外部バ

ッテリーをもっておけば災害時にも役立ちます。

②発電機や蓄電池の用意

人工呼吸器

外部バッテリー

酸素ボンベ２本

県内の患者ご家族提供
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３．予備電源の確保

東日本大震災の停電時間は28時間から98時間と言われていますので、この教訓から、最低で

も３日間分以上のガソリンやガスを備え、電源を確保することが望ましいです。

予備電源は、専用外部バッテリーや発電機・蓄電池の使用などの方法がありますが、いずれの

方法においても緊急時に正しく作動できるように、操作の仕方を日頃から訓練しておきます。た

だし、人工呼吸器は精密機器であるため、非常用電源から作る電気は質の高い正弦波出力できる

ものを選びます。

また、定期的な試運転や日頃からのメンテナンスを心がけ、事前に業者と使用方法について相

談しておくことも重要です。

①外部バッテリーの確保

バッテリーが内蔵されている機種でも、稼働時間には限界がありますので、予備として外部バ

ッテリーをもっておけば災害時にも役立ちます。

②発電機や蓄電池の用意

人工呼吸器

外部バッテリー

酸素ボンベ２本

県内の患者ご家族提供
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令和4年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(難治性疾患政策研究事業)

「難病患者の総合的地域支援体制に関する研究」班（研究代表者 小森哲夫氏）主催

「災害対策基本法」改正のいま 難病児・者の災害対策をすすめる！（令和４年12月15日開催）

講師：独立行政法人国立病院機構 西別府病院 臨床工学技士 阿部 聖司氏の資料を了承のも

と一部修正し掲載。
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４．予備物品（代用品）の確保

①人工呼吸器使用の場合

停電になり人工呼吸器が動かなくなった場合は、蘇生バッグによる人工呼吸を行います。

＊イラストでは、フレックスチューブを接続に用いています。フレックスチューブがない場合

は、直接蘇生バッグと気管カニューレをつなぎます（フレックスチューブを用いると、介助者

が患者の身体の上に身を乗り出さずに楽な姿勢で蘇生バッグを押せるため、介護者の負担を軽

減させることができます）。

＊蘇生バッグは、自分の呼吸に合わせて、両手で一分間に10回から15回、蘇生バッグが半分へ

こむくらいに押します。両手で力一杯押すと空気が入りすぎるので、注意が必要。

＊蘇生バッグは種類やサイズ（小児用 280mlや 550ml など、成人用1,000ml や 1,500ml）があ

り、最大送気量に違いがあります。）

引用：公益財団法人 東京医学総合研究所 難病ケア看護データベースホームページ

②吸引器使用の場合

停電になり吸引器が動かなくなった場合は、足踏み式吸引器や手動式吸引器を使用します。

③電気を使用したコミュニケーション機器使用の場合

引用・参考文献：宮城県・宮城県神経難病医療連携センター「自分で作る災害対応ハンドブック2014年版」、

宮城県・東北大学病院難病医療連携センター「自分で作る災害対応ハンドブック（2021年９月改定）」

携帯用会話補助装置 文字盤

電池で使用できる 電気を使用しない

会話カード（大きめのカードに会話を書いておく）

電気を使用しない

足踏み式吸引器 手動式吸引器 外出時携帯用吸引器

痰がたまった 便がしたい 温度を下げて

②～③を繰り返す

フレックスチューブ
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４．予備物品（代用品）の確保

①人工呼吸器使用の場合

停電になり人工呼吸器が動かなくなった場合は、蘇生バッグによる人工呼吸を行います。

＊イラストでは、フレックスチューブを接続に用いています。フレックスチューブがない場合

は、直接蘇生バッグと気管カニューレをつなぎます（フレックスチューブを用いると、介助者

が患者の身体の上に身を乗り出さずに楽な姿勢で蘇生バッグを押せるため、介護者の負担を軽

減させることができます）。

＊蘇生バッグは、自分の呼吸に合わせて、両手で一分間に10回から15回、蘇生バッグが半分へ

こむくらいに押します。両手で力一杯押すと空気が入りすぎるので、注意が必要。

＊蘇生バッグは種類やサイズ（小児用 280mlや 550ml など、成人用1,000ml や 1,500ml）があ

り、最大送気量に違いがあります。）

引用：公益財団法人 東京医学総合研究所 難病ケア看護データベースホームページ

②吸引器使用の場合

停電になり吸引器が動かなくなった場合は、足踏み式吸引器や手動式吸引器を使用します。

③電気を使用したコミュニケーション機器使用の場合

引用・参考文献：宮城県・宮城県神経難病医療連携センター「自分で作る災害対応ハンドブック2014年版」、

宮城県・東北大学病院難病医療連携センター「自分で作る災害対応ハンドブック（2021年９月改定）」

携帯用会話補助装置 文字盤

電池で使用できる 電気を使用しない

会話カード（大きめのカードに会話を書いておく）

電気を使用しない

足踏み式吸引器 手動式吸引器 外出時携帯用吸引器

痰がたまった 便がしたい 温度を下げて

②～③を繰り返す

フレックスチューブ
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５．県内にお住まいの患者さんの療養環境や災害への備えの紹介（写真：県内の患者ご家族提供）

（写真右下）デイサービスなどへの外出時は、人工呼吸器、酸素ボンベ、意志伝達装置（パソコンを支える

台を含む）等を一緒に運ぶ。足の血流悪化を防ぐため、車イスの角度を写真のようにして移動。

患者さんのご家族より：

患者会や交流会、学習会を通じて知り合った患者さんやご家族とのつながりもあり、災害への備えを進めて

くることができた。災害時個別支援計画を作成しており、必要に応じて更新作業も行っているので、災害が

起こったときの対応手順については頭ではイメージできている。

ただ、訓練に参加したことはないので、本人と一緒に地区の訓練に参加し、実際の動きなどの確認を行いた

いし、まずは訓練を通じて、近所の方に私たちのことを知ってもらいたい。

本人が一番不安に思っていると思うので、ぜひ本人と一緒に訓練に参加してみたい。

意思伝達装置

（パソコンには 50音が書かれている。視線入力・

スイッチ入力、まばたきでの操作も可能）

移動用リフト（停電時は手動可）

人工呼吸器

吸引器

ANPY（アンピィ）

GPS 機能が内蔵され

ており、患者が利用

している医療機器

取扱業者（フィリッ

プス・ジャパン）が

患者の避難場所を

把握することがで

きる

気管カニューレ

呼吸器回路

酸素ボンベを入れ、ひっかけて移動吸引器

移動時は、人工呼吸器を配置
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患者さんのご家族より：

自宅が高台にあり、ハザードマップ上も津波による被害はない想定なので、災害時は自宅にとどまる予定。

そのため、発電機の準備の他、自家用車へのコンセント電源の確保、太陽光発電の設置を行っている。

また、災害時個別支援計画を作成しており、年１回は更新している。近隣住民の方も含め、連絡先に記載さ

れている方はコピーを保管している。人工呼吸器の設定に関する情報なども含まれており、災害時だけでは

なく、急変時に救急隊へ渡すこともできるため、自宅では冷蔵庫の中に保管し、冷蔵庫には災害時個別支援

計画を保管していることが分かるようにシールを貼付している。

患者さんのご家族より：

個別避難計画を作成した際に、主治医から医療情報が記載された用紙が入っている封筒をもらっている。

災害が起こったときには、必ずしもかかりつけ医療機関を受診できるとは限らないので、かかりつけ医療機

関以外への受診となった場合でも大丈夫だと感じられる。

日頃は、受診や訪問看護サービス、訪問リハビリの他、訪問入浴介護（１回/週）や訪問歯科診療（１回/２

週）、訪問美容サービスを利用することもある。意志伝達装置を使ってAI機器に要望を伝えることで、TV

やエアコンの操作を行うことも可能。

毎日何かしらのサービスが入っていることもあり、支援者が多く、急変した際もすぐに相談できる窓口があ

り、安心感がある。

移動用リフト

人工呼吸器

酸素濃縮器

車イス

（角度を写真のようにして移動）

蘇生バッグ

排痰補助装置

（２回/日使用）

加温加湿器

足で踏むこと

により、角度

調整が可能
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そのため、発電機の準備の他、自家用車へのコンセント電源の確保、太陽光発電の設置を行っている。

また、災害時個別支援計画を作成しており、年１回は更新している。近隣住民の方も含め、連絡先に記載さ

れている方はコピーを保管している。人工呼吸器の設定に関する情報なども含まれており、災害時だけでは

なく、急変時に救急隊へ渡すこともできるため、自宅では冷蔵庫の中に保管し、冷蔵庫には災害時個別支援

計画を保管していることが分かるようにシールを貼付している。

患者さんのご家族より：

個別避難計画を作成した際に、主治医から医療情報が記載された用紙が入っている封筒をもらっている。

災害が起こったときには、必ずしもかかりつけ医療機関を受診できるとは限らないので、かかりつけ医療機

関以外への受診となった場合でも大丈夫だと感じられる。

日頃は、受診や訪問看護サービス、訪問リハビリの他、訪問入浴介護（１回/週）や訪問歯科診療（１回/２

週）、訪問美容サービスを利用することもある。意志伝達装置を使ってAI機器に要望を伝えることで、TV

やエアコンの操作を行うことも可能。

毎日何かしらのサービスが入っていることもあり、支援者が多く、急変した際もすぐに相談できる窓口があ

り、安心感がある。

移動用リフト

人工呼吸器

酸素濃縮器

車イス

（角度を写真のようにして移動）

蘇生バッグ

排痰補助装置

（２回/日使用）

加温加湿器

足で踏むこと

により、角度

調整が可能
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（２）酸素療法者の備え

酸素療法者は、日頃からの備えとして、停電への備えと酸素ボンベの確保を行うことが必要です。

災害時に不安や恐怖からパニック状態になると呼吸数が増加し、酸素消費量も増えるため、日頃か

ら酸素消費量を抑えるための呼吸法（腹式呼吸や口すぼめ呼吸）の練習や、酸素濃縮器から酸素ボ

ンベへの切り替えの練習をしておくことが重要です。

●在宅で待機するための事前準備（患者・家族の備え）

●避難するための事前準備（患者・家族の備え）

●関係機関の事前準備

項目 具体の内容

１ 必要物品の準備と確認 ① 酸素療法に必要な予備物品を準備する

（必要物品リスト）

・災害時個別支援計画の備蓄リストを参照

② 携帯用酸素ボンベへの切り替え方法を確認しておく

③ 酸素消費量を抑えるため、腹式呼吸を練習する

２ 酸素濃縮器の確認 ① 医療機器取扱業者の連絡先を確認しておく

（かかりつけ医や訪問看護ステーションの連絡先）

３ 停電の確認方法

停電情報の入手方法

（酸素濃縮器の使用の場合）

① 電力会社に登録しておく

（＊電力会社に登録した場合、地域限局的な停電や計画

的な停電時の際に連絡がある）

② 電力会社の停電情報の入手方法を確認する（カスタマー

センター、電力会社のホームページ）

項目 具体の内容

１ 避難先の確認 ① 携帯用酸素ボンベで対応が可能な場合は、避難所等を確

認しておく（酸素流量による）とともに、患者が必要と

なる安定かつ、十分な電力が確保できるか確認しておく

② 医療機関（かかりつけ又は近くの他の病院）

２ 搬送支援者の確保 ① 搬送支援者の確保（誰にどのように連絡するのか）

３ 持ち出しの準備 ① 携帯用酸素ボンベ

② 酸素吸入量設定情報

③ 基礎疾患や合併症などの情報（薬、経管栄養剤など）

４ 情報伝達ルートの確認 ① 支援を受けるために必要な連絡先を確認しておく

項目 具体の内容

１ 機器の提供準備 ① 日頃からの機器の準備・手配の確認

２ 関係機関のネットワーク ① 医療機器取扱業者と行政の連絡会を活用した日頃からの

情報共有・確認
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１．酸素療法とは

機器を使うことで酸素を補い、体の中の酸素を適正に保つことで、活動的に過ごすことができる

ようになります。

①酸素濃縮器を使用する場合、②液体酸素を使用する場合、③酸素ボンベを使用する場合があり

ます。

①酸素濃縮器を使用する場合

酸素濃縮器は、空気を取り込み窒素を吸着し酸素濃度90％以上の空気を作り出す装置です。

②液体酸素を使用する場合

液体酸素は、設置型の液体酸素供給装置（親器）に液体酸素が入っており、少しずつ気化させ

ることで気体の酸素を作り出します。外出時は、携帯用の子器に充填し、持ち運ぶことができま

す。親器の残量が少なくなると、医療機器取扱業者が充填済の装置と交換します。

長所 短所

・電力さえあればどこでも使用できます

・使用が簡便・容易です

・停電時には停止します（一部バッテリーを

内蔵し、停電時にも作動する機器もありま

す）

・停電などに備えて酸素ボンベの設置が必要

になります

・高流量供給型ほど電気代負担が大きくなり

ます

在宅酸素療法者の備え：資料編

引用：独立行政法人 環境再生保全機構のホームページ
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１．酸素療法とは

機器を使うことで酸素を補い、体の中の酸素を適正に保つことで、活動的に過ごすことができる

ようになります。

①酸素濃縮器を使用する場合、②液体酸素を使用する場合、③酸素ボンベを使用する場合があり

ます。

①酸素濃縮器を使用する場合

酸素濃縮器は、空気を取り込み窒素を吸着し酸素濃度90％以上の空気を作り出す装置です。

②液体酸素を使用する場合

液体酸素は、設置型の液体酸素供給装置（親器）に液体酸素が入っており、少しずつ気化させ

ることで気体の酸素を作り出します。外出時は、携帯用の子器に充填し、持ち運ぶことができま

す。親器の残量が少なくなると、医療機器取扱業者が充填済の装置と交換します。

長所 短所

・電力さえあればどこでも使用できます

・使用が簡便・容易です

・停電時には停止します（一部バッテリーを

内蔵し、停電時にも作動する機器もありま

す）

・停電などに備えて酸素ボンベの設置が必要

になります

・高流量供給型ほど電気代負担が大きくなり

ます

在宅酸素療法者の備え：資料編

引用：独立行政法人 環境再生保全機構のホームページ
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③酸素ボンベを使用する場合

酸素ボンベは、携帯用として使用でき、電源は不要です。

呼吸同調器を使用することで、息を吸ったときだけ酸素が供給されるので、小さいボンベでも

長時間の酸素をまかなうことができます。

ア）酸素ボンベの種類

携帯用として使用されている酸素ボンベは主に３種類あり、酸素流量や吸入時間によってどの

携帯用酸素ボンベを使用するのかが決まります。

長所 短所

・停電時にも使用できます

・電気代負担がありません

・豪雪地域・僻地・離島など一部の地域での

使用が困難な場合があります

・親機から子機に酸素を充填する操作は、療

養者・介護者自身がする必要があります

仕様 CFRP GB 112C CFRP GB 202C CFRP GB 282C

寸法（高さ×外径） 30cm×10cm 38cm×11cm 47cm×11cm

質量 約1.6㎏ 約2.2㎏ 約2.7㎏

容量 1.1L 2.0L 2.8L

最高充填圧力 19.6MPa（200kgf/㎠） 19.6MPa（200kgf/㎠） 19.6MPa（200kgf/㎠）

写真提供：フクダライフテック四国（株）高知営業所

呼吸同調器 取付ハンドル
流量調整

ダイヤル

圧力計

写真提供：県内の患者ご家族

引用：独立行政法人 環境再生保全機構のホームページ

バルブ・元栓

※質量は満充填時でハカマの重さも含みます。※仕様は各メーカーにより若干異なります。提供：フクダ電子
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イ）酸素ボンベの消費量の目安

医療機器取扱業者共通の目安表として県内５業者に確認の上作成。

酸素ボンベは圧力表示であるため、上記使用時間は目安として使用してください。

２．酸素濃縮器から酸素ボンベへの切り替え手順

３．酸素ボンベの流通（大型ボンベ・小型ボンベ）

医療用酸素の配送は、「一般高圧ガス保安規則50条」で移動に係る技術上の基準が定められて

います。（警戒標の掲示、消火設備、災害防止資材、工具の携行、注意事項を記載した書面（イ

エローカード）の携行と記載軸の遵守が義務づけられています。

写真提供：フクダ電子株式会社

＊１９．６MPa（２００ｋｇ/cm2)充填の場合
吸入量
（L/分） V1.0 V2.0 V2.8
0.5 5時間40分 11時間40分 16時間20分
1 2時間40分 5時間40分 8時間10分
1.5 1時間50分 3時間40分 5時間20分
2 1時間10分 2時間20分 4時間
2.5 60分 2時間 3時間10分
3 50分 1時間40分 2時間40分
4 40分 1時間20分 2時間
5 30分 60分 1時間30分

酸素ボンベタイプ

呼吸同調器を使用した場合
＊１９．６MPa（２００ｋｇ/cm2)充填の場合
吸入量
（L/分） V1.0 V2.0 V2.8
0.5 18時間 35時間10分 49時間10分
1 9時間 18時間30分 24時間30分
1.5 5時間20分 12時間 16時間20分
2 4時間30分 9時間 12時間10分
2.5 3時間40分 7時間20分 9時間50分
3 3時間 5時間40分 8時間10分
4 2時間 4時間 6時間
5 1時間50分 3時間20分 4時間50分

酸素ボンベタイプ

呼吸同調器を使用せず

酸素を連続使用した場合

出典：日本産業・医療ガス協会「医療用酸素」
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イ）酸素ボンベの消費量の目安

医療機器取扱業者共通の目安表として県内５業者に確認の上作成。

酸素ボンベは圧力表示であるため、上記使用時間は目安として使用してください。

２．酸素濃縮器から酸素ボンベへの切り替え手順

３．酸素ボンベの流通（大型ボンベ・小型ボンベ）

医療用酸素の配送は、「一般高圧ガス保安規則50条」で移動に係る技術上の基準が定められて

います。（警戒標の掲示、消火設備、災害防止資材、工具の携行、注意事項を記載した書面（イ

エローカード）の携行と記載軸の遵守が義務づけられています。

写真提供：フクダ電子株式会社

＊１９．６MPa（２００ｋｇ/cm2)充填の場合
吸入量
（L/分） V1.0 V2.0 V2.8
0.5 5時間40分 11時間40分 16時間20分
1 2時間40分 5時間40分 8時間10分
1.5 1時間50分 3時間40分 5時間20分
2 1時間10分 2時間20分 4時間
2.5 60分 2時間 3時間10分
3 50分 1時間40分 2時間40分
4 40分 1時間20分 2時間
5 30分 60分 1時間30分

酸素ボンベタイプ

呼吸同調器を使用した場合
＊１９．６MPa（２００ｋｇ/cm2)充填の場合
吸入量
（L/分） V1.0 V2.0 V2.8
0.5 18時間 35時間10分 49時間10分
1 9時間 18時間30分 24時間30分
1.5 5時間20分 12時間 16時間20分
2 4時間30分 9時間 12時間10分
2.5 3時間40分 7時間20分 9時間50分
3 3時間 5時間40分 8時間10分
4 2時間 4時間 6時間
5 1時間50分 3時間20分 4時間50分

酸素ボンベタイプ

呼吸同調器を使用せず

酸素を連続使用した場合

出典：日本産業・医療ガス協会「医療用酸素」
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（３）人工透析患者の備え

（3-1）血液透析を受けている方の備え

●避難するための事前準備（患者・家族の備え）

項目 具体の内容

１ 患者・家族の備えの

促進

【患者・家族】

① 透析医療機関との連絡方法等、発災時の対応について透析医療機関

と確認しておく。また、ＬＩＮＥやメールなどのＳＮＳや災害用伝

言ダイヤル「１７１」の活用について、毎月１日・15日や防災週間

等を活用し、体験をしておく

・発災時の連絡方法、情報の入手先

・代替透析医療機関、県外で透析を受ける可能性等

② 災害時の対応を家族で相談。被災時の避難場所、連絡先などについ

て確認しておく

③ 他の透析医療機関での臨時透析に備えて、透析医療情報を携帯して

おく

・最低限、ドライウエイト（透析終了後の目標体重）を覚えておく

（透析患者は腎機能低下により尿として排泄できる水分量が少な

く、体内に水分がたまっているため、ドライウェイトを透析治療

により余分な水分を取り除く際の基準とする。なお、ドライウェ

イトは定期的な見直しが必要）

・薬は７日分（最低３日分）を持ち出せるようにする

・「お薬手帳」や、県が作成し医療機関等で配付している「人工透析

患者連絡カード」等に必要事項を記入し、常に携帯する（家族も

コピーをもっておく）

④ 災害時に備え、食事の留意点を熟知しておくとともに、食料の備蓄

（３日分以上）を進めておく

・熱量（カロリー）を不足させない(食べずにカロリー不足になるこ

とは極力避ける)

・たんぱく質を適度に取る ・塩分を少なくする

・カリウムを控える ・水分を減らす

※支給される食事の中で、カリウムを多く含む食事に注意が必要

（例：バナナ、みかんなどの果物、インスタントコーヒー、

さつまいもなど）

【透析医療機関】

① 平常時から可能な限りの独自の防災対策と安全対策を常に講じ、減

災対策に努める

② 各医療機関の患者には、透析医療機関の災害対策や災害時の対応・

事前準備等について説明（患者教育）を行い、防災訓練をスタッフ

と患者の参加のもとで定期的に実施する

③ 患者の同意のもと透析患者名簿を作成し、随時更新するなど、災害
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に備えた患者情報の保全に努める

④ 平常時から、高知市保健所・県福祉保健所・県透析医会と連携を密

にし、災害発生時の連絡体制および患者の受入体制の整備に努める

⑤ 高知市保健所・県福祉保健所・県透析医会と連携して、災害時対応

についての啓発を行う

⑥ 各患者へ「人工透析患者連絡カード」の作成を指導し、災害時の連

絡方法をあらかじめ決めておく

２ 情報収集伝達の

ルートの確認

① 県は、災害時に患者が自身の状況を医療機関又は市町村へ伝達し、

災害時の対応が円滑にできるよう、災害透析コーディネーターとの

連携を密にするとともに、災害時の情報伝達訓練を企画・実施する

３ 透析医療機関の

ＢＣＰの作成

① 県は、高知県医療機関災害対策指針を参考にＢＣＰを策定するよう

に透析医療機関に働きかける

② 透析医療機関は、ＢＣＰを策定し、被災時の供給量と資材や人材を

投入することで継続できる供給量を明らかにする

４ 発災後の透析医療

供給量の想定（人材、

資材の必要量も含

む）

① 県は、毎年、県内透析医療機関の患者数・災害対応等の状況を調査

する

② 県は、調査や透析医療機関が策定したＢＣＰをもとに、発災後の透

析提供量の把握や業務継続ができるための必要資材の投入量を試

算し、医療機関及び高知市保健所・県福祉保健所等関係機関に周知

を行う

５ 透析継続に必要な

資材を供給する機関

との協定締結

① 日本透析医会からの資材供給のしくみを把握しておく

② 県は、県透析医会及び透析を継続するために必要な資材が供給でき

るように卸業者等と協定を結んでおく

③ （市町村は）水、燃料等の供給を優先して行えるようにしておく

６ 災害透析コーディネ

ーターの委嘱と育成

① 県は、コーディネーター連絡会や研修会を開催し、活動強化を図る

② コーディネーターの参加を得た訓練を実施する

７ 発災時に稼働可能な

拠点医療機関を選定

① ブロックごとに決めた早期稼働透析医療機関に人材、医療資材等が

供給できるようにしておく

８ 県外搬送するための

手段の想定

① 県は搬送方法の１つとして、県外バス会社等との協定に基づき、搬

送開始日、患者集合場所を協議しておく

９ 県外受入先の想定

（受入医療機関、

住居）

① 県は、想定される搬送先の県と受入協定を結んでおく

② コーディネーター（総括）は、日本透析医会と受入医療機関の想定

をしておく

③ コーディネーター（総括）は、同行する医療従事者の選定方法を明

確にしておく

④ 県は、患者連絡カードを患者及び関係機関に配布し、活用方法を周

知しておく
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に備えた患者情報の保全に努める

④ 平常時から、高知市保健所・県福祉保健所・県透析医会と連携を密

にし、災害発生時の連絡体制および患者の受入体制の整備に努める

⑤ 高知市保健所・県福祉保健所・県透析医会と連携して、災害時対応

についての啓発を行う

⑥ 各患者へ「人工透析患者連絡カード」の作成を指導し、災害時の連

絡方法をあらかじめ決めておく

２ 情報収集伝達の

ルートの確認

① 県は、災害時に患者が自身の状況を医療機関又は市町村へ伝達し、

災害時の対応が円滑にできるよう、災害透析コーディネーターとの

連携を密にするとともに、災害時の情報伝達訓練を企画・実施する

３ 透析医療機関の

ＢＣＰの作成

① 県は、高知県医療機関災害対策指針を参考にＢＣＰを策定するよう

に透析医療機関に働きかける

② 透析医療機関は、ＢＣＰを策定し、被災時の供給量と資材や人材を

投入することで継続できる供給量を明らかにする

４ 発災後の透析医療

供給量の想定（人材、

資材の必要量も含

む）

① 県は、毎年、県内透析医療機関の患者数・災害対応等の状況を調査

する

② 県は、調査や透析医療機関が策定したＢＣＰをもとに、発災後の透

析提供量の把握や業務継続ができるための必要資材の投入量を試

算し、医療機関及び高知市保健所・県福祉保健所等関係機関に周知

を行う

５ 透析継続に必要な

資材を供給する機関

との協定締結

① 日本透析医会からの資材供給のしくみを把握しておく

② 県は、県透析医会及び透析を継続するために必要な資材が供給でき

るように卸業者等と協定を結んでおく

③ （市町村は）水、燃料等の供給を優先して行えるようにしておく

６ 災害透析コーディネ

ーターの委嘱と育成

① 県は、コーディネーター連絡会や研修会を開催し、活動強化を図る

② コーディネーターの参加を得た訓練を実施する

７ 発災時に稼働可能な

拠点医療機関を選定

① ブロックごとに決めた早期稼働透析医療機関に人材、医療資材等が

供給できるようにしておく

８ 県外搬送するための

手段の想定

① 県は搬送方法の１つとして、県外バス会社等との協定に基づき、搬

送開始日、患者集合場所を協議しておく

９ 県外受入先の想定

（受入医療機関、

住居）

① 県は、想定される搬送先の県と受入協定を結んでおく

② コーディネーター（総括）は、日本透析医会と受入医療機関の想定

をしておく

③ コーディネーター（総括）は、同行する医療従事者の選定方法を明

確にしておく

④ 県は、患者連絡カードを患者及び関係機関に配布し、活用方法を周

知しておく
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（3-2）腹膜透析を受けている方の備え

１ 患者・家族の備えの

促進

① 連絡先の確認

・かかりつけ医療機関の連絡先・手段を確認しておく

・ＰＤメーカー等に複数の連絡先を登録しておく

・ＬＩＮＥやメールなどのＳＮＳや災害用伝言ダイヤル「１７１」

が活用できるように練習しておく

・ＰＤメーカー等のコールセンターの連絡先を確認しておく

② ＰＤ中に発災した時の対応方法（離脱等）についてかかりつけ医

に確認しておく

・透析中に被災し、緊急避難する場合は、できる限り通常の方法

で透析操作を終了する

・自動接続器が停電やバッテリー切れで使えない等、やむを得な

い場合にかぎり、以下の方法で回路を切断することもできる

【ＣＡＰＤの場合】

・透析液バッグのチューブ２か所をクランプで遮断し、間をハサ

ミ（鋏）で切る

【ＡＰＤの場合】

・停止ボタンを押しＡＰＤ機器をとめる

・接続チューブと回路のクランプを閉じる

・回路を２か所カテーテルクランプで遮断し、その間をハサミ

で切る
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③ ＰＤ治療に関して、日頃からの備え

・ＡＰＤの機器の固定

・接続機器は充電しておく（機器によっては、フル充電で20回は

使用可）

・ＡＰＤの方は枕元に切り離しセットを準備しておく

・透析液や交換キット類については、１週間分程度の余裕を持つ

ようにする（かかりつけ医と要相談）

・ＡＰＤの器機が使えない場合を考え、３～４時間ごとに自分で

注排液をする方法に変更（かかりつけ医に相談）

【シングルバッグで注排液】

・シングルバッグで注液

・貯留中バッグを切り離さずたたんで収納

・排液の時間になったらとっておいた空バッグに排液

【加温器が使えない】

・カイロで温める ・布団の中に入れて人肌で

・熱過ぎないお湯に外袋ごと浸ける

④ 非常時の持ち出し用品は分かりやすいところにまとめる

・つなぐセットキャップキット（バクスター）

・キャプディール保護キャップ（テルモ）

・保護チューブ、延長チューブ、ウエハーカセット

（テルモで機械式接続を使用する場合）

・バネばかり

・使い捨てカイロ（停電時、透析液を加温する）

・タオル（透析液を温める用）

・内服薬

・ＰＤノート、お薬手帳

・出口部ケアセット（出口部ケアキット、消毒液、固定用テープ）

⑤ 透析医療機関の災害時の対応を確認しておく（緊急配送）

２ 県内の腹膜透析可能

な医療機関の確認

① かかりつけ医を受診できない場合の代替医療機関を決めておく

（差し込み口の形状が異なるため、平時に使用している機器の資

材がある医療機関とする）

② 代替医療機関の受入体制を確認しておく

３ ＰＤメーカー等と

透析液や機器の入手

方法の明確化

① ＰＤメーカー等の透析液、機器の配送方法を確認しておく

・自宅への配送が困難となった時に、代理で受取る医療機関を想

定しておく

・ライフライン等の復旧とあわせ、ＰＤメーカー、代理店、配送

業者の内、一番迅速に動ける者が患者の元に配送することにな

るため、各業者を把握しておく

② 連絡手段を複数確保しておく（ＰＤメーカー等に複数の連絡先を

登録する）
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③ ＰＤ治療に関して、日頃からの備え

・ＡＰＤの機器の固定

・接続機器は充電しておく（機器によっては、フル充電で20回は

使用可）

・ＡＰＤの方は枕元に切り離しセットを準備しておく

・透析液や交換キット類については、１週間分程度の余裕を持つ

ようにする（かかりつけ医と要相談）

・ＡＰＤの器機が使えない場合を考え、３～４時間ごとに自分で

注排液をする方法に変更（かかりつけ医に相談）

【シングルバッグで注排液】

・シングルバッグで注液

・貯留中バッグを切り離さずたたんで収納

・排液の時間になったらとっておいた空バッグに排液

【加温器が使えない】

・カイロで温める ・布団の中に入れて人肌で

・熱過ぎないお湯に外袋ごと浸ける

④ 非常時の持ち出し用品は分かりやすいところにまとめる

・つなぐセットキャップキット（バクスター）

・キャプディール保護キャップ（テルモ）

・保護チューブ、延長チューブ、ウエハーカセット

（テルモで機械式接続を使用する場合）

・バネばかり

・使い捨てカイロ（停電時、透析液を加温する）

・タオル（透析液を温める用）

・内服薬

・ＰＤノート、お薬手帳

・出口部ケアセット（出口部ケアキット、消毒液、固定用テープ）

⑤ 透析医療機関の災害時の対応を確認しておく（緊急配送）

２ 県内の腹膜透析可能

な医療機関の確認

① かかりつけ医を受診できない場合の代替医療機関を決めておく

（差し込み口の形状が異なるため、平時に使用している機器の資

材がある医療機関とする）

② 代替医療機関の受入体制を確認しておく

３ ＰＤメーカー等と

透析液や機器の入手

方法の明確化

① ＰＤメーカー等の透析液、機器の配送方法を確認しておく

・自宅への配送が困難となった時に、代理で受取る医療機関を想

定しておく

・ライフライン等の復旧とあわせ、ＰＤメーカー、代理店、配送

業者の内、一番迅速に動ける者が患者の元に配送することにな

るため、各業者を把握しておく

② 連絡手段を複数確保しておく（ＰＤメーカー等に複数の連絡先を

登録する）
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１．血液透析とは

血液透析は「Hemodialysis」を略して「ＨＤ」とも呼ばれます。

血液透析では、血液を体内から外部へと出して機械を通して血液をきれいにし、再び体内に循環

させます。

このため、1分間に約200mlの血液を取り出す必要があり、これを長時間持続させるので、普通

の血管ではこれだけの血液流量を確保できません。一般的には利き腕の反対の腕でなるべく前腕

の手首に近い部位、または親指の付け根に血液の出入り口となるシャント（手術によって静脈と

動脈をつなぎ合わせて太い静脈にしたもの）を作成します。

週に決まった回数、施設に通院して治療を受ける血液透析では、まずシャント部に脱血用と返血

用の針を刺します（穿刺）。

その後、最初は低い血液流量で設定された血液ポンプが動き始めると、動脈側の穿刺針から体外

へ血液が引き出されます（脱血）。

体外へ引き出された血液は、血液ポンプを経てダイアライザーと呼ばれる、いわゆる人工腎臓に

送られていき、ダイアラザーの中で余分な老廃物と水分が除去されてきれいになった血液は静脈

側の穿刺針から体内に戻っていきます（返血）。

この循環を各患者で設定された透析時間の間続け、予定した水分量が体内から引き出されたとこ

ろで透析が終了します。

なお、透析液は１回に120リットルから150リットルが必要です。

引用：一般社団法人全国腎臓病協議会ホームページ

２．腹膜透析とは

腹膜透析はPeritoneal（腹膜）を使ったDialysis（透析）を略して「ＰＤ」とも呼ばれます。

腹膜とは、肝臓、胃、腸などの内蔵表面や腹壁の内面を覆っている膜のことです。この膜に囲ま

れた空間を腹腔と呼びます。

腹腔内に透析液を一定時間入れておくと、腹膜を介して血液中の老廃物や塩分、余分な水分など

が腹腔内の透析液側に移動します。老廃物や水分などが透析液に十分に移行した時点で透析液を

体外に取り出すことで、血液がきれいに浄化されます。

人工透析（血液透析・腹膜透析）とは：資料編
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腹膜透析の方法には、①CAPD（連続携行式腹膜透析）と②APD（自動腹膜透析）の2種類があります。

①CAPD（連続携行式腹膜透析）とは

１日に３～５回透析液（1.5リットルから２リットル/回）を交換（バック交換）します。１回の

交換にかかる時間は約30分です。

朝・昼・夕方・就寝前など生活リズムに合わせて、基本的に患者本人やご家族が透析液の交換を

します。

②APD（自動腹膜透析）とは

主に寝ている時間を利用して透析液の交換を自動的に行います。日中の自由時間を多く確保す

るために開発された治療法で、毎日の通学や通勤が必要な児童、学生、社会人などを中心に腹

膜透析患者の約40％がこの方法で治療を行っています。

※十分な透析量を確保するために、夜間に加え昼間にも腹腔内に透析液を入れておく方法もあ

ります（CCPD）。

引用：一般社団法人 全国腎臓病協議会ホームページ
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腹膜透析の方法には、①CAPD（連続携行式腹膜透析）と②APD（自動腹膜透析）の2種類があります。

①CAPD（連続携行式腹膜透析）とは

１日に３～５回透析液（1.5リットルから２リットル/回）を交換（バック交換）します。１回の

交換にかかる時間は約30分です。

朝・昼・夕方・就寝前など生活リズムに合わせて、基本的に患者本人やご家族が透析液の交換を

します。

②APD（自動腹膜透析）とは

主に寝ている時間を利用して透析液の交換を自動的に行います。日中の自由時間を多く確保す

るために開発された治療法で、毎日の通学や通勤が必要な児童、学生、社会人などを中心に腹

膜透析患者の約40％がこの方法で治療を行っています。

※十分な透析量を確保するために、夜間に加え昼間にも腹腔内に透析液を入れておく方法もあ

ります（CCPD）。

引用：一般社団法人 全国腎臓病協議会ホームページ
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第３章 災害発生時の対応

１．重点継続要医療者の発災後のニーズの変化

重点継続要医療者の医療環境や医療依存度によって異なるものの、発災後の時間経過とともにニ

ーズは変化します。

発災から３日間程度は、行政機能が低下することから、自力で生き延びることができるよう自助

及び近隣住民の共助が重要となります。

２．在宅人工呼吸器使用者・在宅酸素療法者への対応

（１）災害情報の収集・安否確認及び安否情報の集約

通信網の乱れ、現場の混乱等により、情報が速やかに入ってこないことも予想されることから、

対象者・家族、関係者は、テレビ・ラジオ、市町村のホームページや防災行政無線、防災関連ア

プリ、四国電力株式会社の停電情報、ＳＮＳ等により、必要な情報を把握します。

また、被害状況等の把握・安否確認のため、災害時個別支援計画にてあらかじめ決めている安

否確認機関が、対象者・家族に連絡を取り、市町村担当部署にて安否情報の集約や関係機関との

共有を行います。

（２）災害時個別支援計画に沿った対応

収集した災害情報を基に、対象者・家族及び関係機関は、災害時個別支援計画に沿って行動し

ます。

～「南海トラフ地震臨時情報」発生時の対応～

南海トラフ地震臨時情報は、大規模地震等の“異常な現象”の発生によって、平常時より地震

発生の可能性が相対的に高まったと評価された場合に発表されます。臨時情報の種類に応じた防

災対応を取る必要があります。

時
間
経
過

発災直後

仮設住宅入居後

生命の維持

生命の維持 ＋ 医療の確保

生命の維持 ＋ 医療の確保 ＋ 生活の確保

生命の維持 ＋ 医療の確保 ＋ 生活の確保 ＋ 生活の再建

臨時情報の種類 重点継続要医療者・家族の防災行動

南海トラフ地震臨時情報

（調査中）

非常持ち出し品など地震への備えの再確認を行い、気象庁から発表される

情報に留意する

南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）

発表から１週間程度、後発地震に対して警戒する必要があるため、避難の

準備を整え、個々の状況等に応じて避難する

南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震注意）

発表から１週間、後発地震に対して注意する必要があるため、避難の準備

や災害時個別支援計画の手順の確認等を行う

南海トラフ地震臨時情報

（調査終了）

大規模地震発生の可能性がなくなったわけではないことに留意しつつ、

通常の生活を行う
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１．呼吸の確保 （身の安全が最優先）

対象者とその家族の安全を確保します（電源の確保と人工呼吸器が最も重要）

※ 機関は、事例及び被災状況によって異なります。

２．安全の確保（安全な療養環境を確保）

人工呼吸器の作動等が確認され、電源も確保されていれば、在宅で待機するか決めます

機 関 対 応

患者・家族

① 地震の揺れから身を守り、災害時個別支援計画に沿って対応する

※停電が発生している場合は、停電時の対応を行い、万が一、人工

呼吸器が正常に作動しなくなった場合は、蘇生バッグによる補助換

気を行う

近隣住民

① 自分の身を守る

② 患者・家族の安否確認

③ 蘇生バッグの支援

④ 家族等に代わって安否情報の発信

市町村

① 安否確認と応急対応（災害時個別支援計画に基づき、情報集約）

② 市町村内医療機関等の被災状況把握

③ 患者の安否情報の集約・分析（避難行動要支援者名簿と突合）

県保健医療支部 ① 被災状況等の把握

県保健医療本部 ① 被災状況等の把握

医療機関
① 被災状況等の情報発信（ＥＭＩＳ）

② 必要に応じ市町村災害対策本部に情報提供

居宅介護支援事業所

① 被災状況の把握

② 患者の安否確認（災害時個別支援計画の優先度により確認）

③ 市町村に安否情報の報告

医療機器取扱業者
① 患者の安否確認

② 市町村に安否情報を提供

機 関 対 応

患者・家族

① 在宅継続の判断

・家屋の倒壊がないなど安全の確保ができるか

・バッテリー等で電源の確保ができるか

・病状が安定しているか

・介護者が介護できる状況にあるか

・在宅療養のための支援者が得られるか

② 近隣住民等に支援要請

近隣住民
① 必要な支援（患者・家族の安全の確保又は避難支援）

② 情報発信（患者・家族の安否の発信、必要な支援要請）

市町村 ① 安否確認と応急対応（災害時個別支援計画に基づく）

医療機関 ① 患者の受入準備（一時的な入院）

居宅介護支援事業所 ① 在宅療養継続の可否分析
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※ 機関は、事例及び被災状況によって異なります。

３．在宅で安全が確保できず搬送となる場合

安定した呼吸の確保と医療ケアの提供のために、医療機関へつなげます

※ 機関は、事例及び被災状況によって異なります。

４．在宅で一時的な療養が可能な場合

電源の確保（発電機の使用燃料の確保）と医療・介護支援を行います

医療機器取扱業者
① 安否確認

② 市町村に安否情報を提供

機 関 対 応

患者・家族

① 人工呼吸器が作動しない場合は蘇生バッグで対応

手動又は足踏み式吸引器で対応

② 災害時個別支援計画に基づき、受入医療機関に受入要請（災害時個

別支援計画の第一連絡先に安否の発信）

③ 近隣住民、地域自主防災組織及び市町村への支援要請

④ 搬送手段の手配

近隣住民
① 蘇生バッグの応援

② 患者の搬送支援

市町村

① 状況に応じ、県医療支部へ受入医療機関の確保について要請（予め

決めておいた医療機関への入院が困難な場合）

② 搬送の調整（一次避難所から医療機関への搬送が難しい場合は、電

源が確保されている福祉避難所へ搬送し、療養環境を確保）

県保健医療支部
① 患者の受入可能な医療機関の調整（ＥＭＩＳ、難病医療ネットワー

クの活用）

県保健医療本部

① 県内での患者の受入可能な医療機関の調整（支部の活動支援）

② 難病医療ネットワークを活用した受入要請及び日本神経学会（県内

窓口）との連絡調整

③ 必要に応じて難病患者等の専門医療の確保

（例：ＡＬＳ患者で特異な病状悪化があれば神経内科へ）

医療機関 ① 患者の受入（一時的な入院）

居宅介護支援事業所
① 市町村への連絡・調整

② かかりつけ医への連絡

機 関 対 応

患者・家族

① 外部バッテリー、発電機、車のシガーライター接続ケーブル等、予

め準備した方法で電源を確保

② 可能であれば医療機関、医療機器取扱業者へ連絡

③ 安否を知人・関係者へ情報発信（伝言ダイヤル「１７１」等の活用）

④ 発電機の使用燃料（ガソリン等）の確保等を近隣住民に協力要請

⑤ いつもと違う病状が現れた場合は、入院の判断をし、手配（災害時
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※ 機関は、事例及び被災状況によって異なります。

３．在宅で安全が確保できず搬送となる場合

安定した呼吸の確保と医療ケアの提供のために、医療機関へつなげます

※ 機関は、事例及び被災状況によって異なります。

４．在宅で一時的な療養が可能な場合

電源の確保（発電機の使用燃料の確保）と医療・介護支援を行います

医療機器取扱業者
① 安否確認

② 市町村に安否情報を提供

機 関 対 応

患者・家族

① 人工呼吸器が作動しない場合は蘇生バッグで対応

手動又は足踏み式吸引器で対応

② 災害時個別支援計画に基づき、受入医療機関に受入要請（災害時個

別支援計画の第一連絡先に安否の発信）

③ 近隣住民、地域自主防災組織及び市町村への支援要請

④ 搬送手段の手配

近隣住民
① 蘇生バッグの応援

② 患者の搬送支援

市町村

① 状況に応じ、県医療支部へ受入医療機関の確保について要請（予め

決めておいた医療機関への入院が困難な場合）

② 搬送の調整（一次避難所から医療機関への搬送が難しい場合は、電

源が確保されている福祉避難所へ搬送し、療養環境を確保）

県保健医療支部
① 患者の受入可能な医療機関の調整（ＥＭＩＳ、難病医療ネットワー

クの活用）

県保健医療本部

① 県内での患者の受入可能な医療機関の調整（支部の活動支援）

② 難病医療ネットワークを活用した受入要請及び日本神経学会（県内

窓口）との連絡調整

③ 必要に応じて難病患者等の専門医療の確保

（例：ＡＬＳ患者で特異な病状悪化があれば神経内科へ）

医療機関 ① 患者の受入（一時的な入院）

居宅介護支援事業所
① 市町村への連絡・調整

② かかりつけ医への連絡

機 関 対 応

患者・家族

① 外部バッテリー、発電機、車のシガーライター接続ケーブル等、予

め準備した方法で電源を確保

② 可能であれば医療機関、医療機器取扱業者へ連絡

③ 安否を知人・関係者へ情報発信（伝言ダイヤル「１７１」等の活用）

④ 発電機の使用燃料（ガソリン等）の確保等を近隣住民に協力要請

⑤ いつもと違う病状が現れた場合は、入院の判断をし、手配（災害時
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※ 機関は、事例及び被災状況によって異なります。

５．発災から数日後、県外搬送の調整・対応

安定した医療提供のために、県外搬送を行います

個別支援計画に基づき連絡先へ相談）

近隣住民

① 患者・家族の生活支援

② 患者の在宅療養に必要な物品等の確保支援（発電機の使用燃料を優

先的に提供する）

市町村

① 医薬品の供給及び医療資材の供給調整

② 在宅療養者への保健活動開始に合わせ、優先的に家庭訪問（保健、医

療、福祉のニーズ把握）

県保健医療支部
① 必要物資の調達支援

② 医薬品の確保・供給

県保健医療本部
① 医薬品の確保・供給

② 相談窓口設置

医療機関
① 必要な衛生材料等の供給、支援

② 病状悪化等に備え患者の受入体制づくり

居宅介護支援事業所
① 医療ケア継続への支援（呼吸管理等）

② 介護支援・提供

医療機器取扱業者 ① 人工呼吸器等の点検と機器の供給

機 関 対 応

県保健医療本部

① 搬送先の確保

・厚生労働省に県外受入先の確保依頼

・日本神経学会災害支援ネットワークで受入先を確保（神経難病）

・日本難病医療ネットワークを通じた受入調整依頼（神経難病）

・受入先の都道府県との調整

② 搬送手段の確保（ヘリもしくは自衛隊輸送機による搬送）

③ 同行の医療従事者の確保

・支部に同行者の確保調整を依頼

・搬送先からヘリで迎えに来る場合は、可能であれば、同乗する医師

を派遣してもらう

④ 県外搬送患者情報の一元的管理と問い合わせへの対応

⑤ 復旧に伴う帰高調整

・県内のライフラインの復旧や医療機関の機能回復を情報収集し、帰

高に向け調整
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１．呼吸の確保 （身の安全が最優先）

対象者とその家族の安全を確保します

※ 機関は、事例及び被災状況によって異なります。

機 関 対 応

患者・家族

① 地震の揺れから身を守る

② 酸素濃縮器の作動確認

③ 酸素濃縮器が作動していない場合は、携帯用酸素ボンベへの切り替え

④ 家族は、災害時個別支援計画により定めた連絡先へ安否状況を発信

⑤ 医療機器取扱業者に連絡

⑥ 呼吸数が増加しないよう落ち着いて呼吸する（腹式呼吸、口すぼめ呼

吸）

近隣住民

① 自分の身を守る

② 避難支援

③ 酸素ボンベへの切り替え支援、避難しない場合は患者・家族の安全の

確保支援

④ 家族に代わって安否情報の発信

市町村

① 安否確認と応急対応（災害時個別支援計画に基づき、情報集約）

② 市町村内医療機関の被災状況の確認

③ 患者の安否情報の集約・分析（市町村が事前に作成したリストと突合）

④ 安否確認内容を医療機器取扱業者からの要請に応じて情報提供及び

県保健医療支部に伝達

県保健医療支部

① 被災状況等の把握

② 市町村からの安否確認情報や酸素療法のニーズを集約し県保健医療

本部に伝達

県保健医療本部
① 被災状況等の把握

② 医療ガス協会四国本部に対し協定に基づく供給要請

医療機関 ① 被害状況を情報発信（ＥＭＩＳ）

居宅介護支援事業所

① 被災状況等の把握

② 安否確認（災害時個別支援計画を立てている場合は、優先度により確

認）

③ 市町村に安否情報の報告

医療機器取扱業者

① 事前に定めている優先順位をもとに、利用者の安否確認及び機器の作

動確認

② 病院・かかりつけ医への連絡

③ 代替器等の手配

④ 本社等に応援要請
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２．安全の確保（安全な療養環境を確保）

安全が確認され、酸素が確保されていれば、在宅で待機するか決めます

酸素吸入量が多い人は、携帯用の酸素ボンベが多量に必要なため、医療機関受診を考えます

※ 機関は、事例及び被災状況によって異なります。

３．在宅で安全が確保できず搬送となる場合

安定した呼吸の確保と医療ケアの提供のために、医療機関等へつなげます

機 関 対 応

患者・家族

① 在宅継続の判断

・家屋の倒壊が無いなど安全の確保ができるか

・携帯用酸素ボンベへの切り替えができたか

・病状が安定しているか（意識状態、顔色、表情、脈拍、呼吸の様

子をみる）

・介護者が介護できる状況にあるか

・在宅療養のための支援者が得られるか

② 医療機器取扱業者へ安否及び供給要請発信

近隣住民
① 必要な支援（患者・家族の安全の確保又は避難支援）

② 情報発信（患者・家族の安否発信、必要な支援要請）

市町村
① 前項の対応継続

② （福祉）避難所への受入準備

医療機関 ① 患者の受入準備

居宅介護支援事業所 ① 在宅療養継続の可否分析、助言

医療機器取扱業者 ① 前項の対応継続

機 関 対 応

患者・家族

① 前もって決めている受入医療機関に受入要請

② 地域の自主防災組織等及び市町村への支援要請

③ 状況によってはＨＯＴステーションへ向かい、酸素療法を継続する

（ＨＯＴステーションに関する詳細については、【発災時の酸素供給

体制：資料編の３．ＨＯＴステーション】を参照）

近隣住民 ① 患者の搬送支援

市町村

① 避難所や自宅等滞在者の医療ニーズの把握

② 受入可能な医療機関の調整

③ 重症患者の搬送手段の調整

④ 状況に応じ、県保健医療支部への支援要請

⑤ 患者ニーズに応じ、県保健医療支部と協議のうえ、ＨＯＴステーショ

ン開設を検討・判断（福祉避難所）

⑥ ＨＯＴステーションの開設情報を、県保健医療支部を通じて県保健医

療本部へ上げる

県保健医療支部
① 受入可能な医療機関の調整

② 市町村・医療機関・県保健医療本部と協議のうえ、ＨＯＴステーショ
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２．安全の確保（安全な療養環境を確保）

安全が確認され、酸素が確保されていれば、在宅で待機するか決めます

酸素吸入量が多い人は、携帯用の酸素ボンベが多量に必要なため、医療機関受診を考えます

※ 機関は、事例及び被災状況によって異なります。

３．在宅で安全が確保できず搬送となる場合

安定した呼吸の確保と医療ケアの提供のために、医療機関等へつなげます

機 関 対 応

患者・家族

① 在宅継続の判断

・家屋の倒壊が無いなど安全の確保ができるか

・携帯用酸素ボンベへの切り替えができたか

・病状が安定しているか（意識状態、顔色、表情、脈拍、呼吸の様

子をみる）

・介護者が介護できる状況にあるか

・在宅療養のための支援者が得られるか

② 医療機器取扱業者へ安否及び供給要請発信

近隣住民
① 必要な支援（患者・家族の安全の確保又は避難支援）

② 情報発信（患者・家族の安否発信、必要な支援要請）

市町村
① 前項の対応継続

② （福祉）避難所への受入準備

医療機関 ① 患者の受入準備

居宅介護支援事業所 ① 在宅療養継続の可否分析、助言

医療機器取扱業者 ① 前項の対応継続

機 関 対 応

患者・家族

① 前もって決めている受入医療機関に受入要請

② 地域の自主防災組織等及び市町村への支援要請

③ 状況によってはＨＯＴステーションへ向かい、酸素療法を継続する

（ＨＯＴステーションに関する詳細については、【発災時の酸素供給

体制：資料編の３．ＨＯＴステーション】を参照）

近隣住民 ① 患者の搬送支援

市町村

① 避難所や自宅等滞在者の医療ニーズの把握

② 受入可能な医療機関の調整

③ 重症患者の搬送手段の調整

④ 状況に応じ、県保健医療支部への支援要請

⑤ 患者ニーズに応じ、県保健医療支部と協議のうえ、ＨＯＴステーショ

ン開設を検討・判断（福祉避難所）

⑥ ＨＯＴステーションの開設情報を、県保健医療支部を通じて県保健医

療本部へ上げる

県保健医療支部
① 受入可能な医療機関の調整

② 市町村・医療機関・県保健医療本部と協議のうえ、ＨＯＴステーショ
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※ 機関は、事例及び被災状況によって異なります。

４．避難所に避難する場合

※ 機関は、事例及び被災状況によって異なります。

ン開設を検討・支援

県保健医療本部

① 受入可能な医療機関の調整

② 場合によっては、広域での搬送調整

③ 市町村・医療機関・県保健医療支部と協議のうえ、ＨＯＴステーショ

ン開設を検討・支援

医療機関

① 患者の受入（一時的な入院）

② 患者ニーズに応じ、市町村災害対策本部もしくは県保健医療支部また

は県保健医療本部と協議のうえ、ＨＯＴステーション開設を検討・判

断（自院の場合）

③ ＨＯＴステーションの開設情報を、市町村災害対策本部又は県保健医

療支部を通じて県保健医療本部へ上げる

居宅介護支援事業所 ① 関係機関への連絡・調整

機 関 対 応

患者・家族

① 医療機器取扱業者に居場所を伝えるため、避難先を家の前に貼ってお

く

② 近隣住民、地域の自主防災組織等に避難支援を要請し避難行動をとる

③ 避難所で酸素療法患者であることを申し出る

④ 状況によってはＨＯＴステーションへ向かい、酸素療法を継続する

近隣住民

① 患者の避難行動支援（携帯用酸素ボンベの携行）

② 患者の傍では火気の取り扱いに注意（火気から２ｍ以上離して使用す

る）

市町村

① 避難所での医療ニーズの把握

② 集約された患者情報を患者リストと突合し、各医療機器取扱業者へ情

報提供（緊急の場合は情報発信）

③ 状況に応じ、県保健医療支部への酸素ボンベ供給支援要請

④ 携帯用酸素ボンベの避難所までの供給ルートの確立

県保健医療支部

① 携帯用酸素ボンベの避難所までの供給ルートの確立

② 市町村のニーズ等を集約し医療機器取扱業者に配送を依頼

③ 県保健医療本部と情報共有

県保健医療本部
① 医療ガス協会四国本部に対し協定に基づく供給要請

② 場合によっては、広域での搬送調整

医療機器取扱業者

① 携帯用酸素ボンベを避難所に配送

② ＨＯＴステーション開設への協力

③ 電力回復後は酸素濃縮器を供給
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５．在宅で一時的な療養が可能な場合

対象者と家族はあらゆるルートを用い、医療機器取扱業者に連絡を取り配送を依頼します

１．各医療機器取扱業者の対応（県内８社・県外１社への調査より抜粋。R3.6県健康対策課実施）

①対象者への安否確認基準・方法

・平時に緊急時災害対策マニュアルを作成しておき、発災時は、開始基準（震度・気象災害の

状況）をもとに被災状況を確認

・職場または自宅から、電話等（ショートメール）または訪問等の方法にて安否確認を実施

②安否確認が取れた場合の対応

・陸路にて配送

③安否確認が取れなかった場合の対応

・事前に把握している連絡先へ確認（対象者の携帯・家族の携帯）

・事前に把握している避難（場）所へ配送・不在の場合は自宅へ配送

・位置情報発信機器を持って避難していれば、医療機器取扱業者独自のシステムを使い、避難

（場）所を特定できるため、緊急連絡先ヘ連絡後、陸路にて配送

機 関 対 応

患者・家族

① 携帯用酸素ボンベへの切り替え、呼吸同調器のとりつけ（メーカーに

よってはバルブと呼吸同調器が一体になった物もある）

② 可能であれば医療機関、医療機器取扱業者へ連絡

③ 安否、避難先を知人・関係者へ情報発信（伝言ダイヤル「１７１」、災

害伝言板等の活用）

④ 状況によってはＨＯＴステーションへ向かい、酸素療法を継続する

⑤ 病状が変化し、いつもと違うと判断すれば、災害時個別支援計画中の

関係機関連絡先リストへ連絡し、入院の判断・手配を行う

⑥ 避難所へ病状、連絡先等を登録

近隣住民
① 患者・家族の生活支援

② 患者の在宅療養に必要な物品等の確保

市町村

① 避難所の地域情報収集機能を使って患者の医療ニーズ把握

② 医薬品及び医療資材の供給ルートの確立

③ 在宅療養者への保健活動開始に合わせ、優先的に家庭訪問（保健、医

療、福祉のニーズ把握）

④ 避難所に、登録されている患者がいるか確認

県保健医療支部
① 必要物資の調達支援、医療機関への受入調整

② 携帯用酸素ボンベや医薬品の確保・供給調整

県保健医療本部
① 携帯用酸素ボンベや医薬品の確保・供給

② 相談窓口設置

居宅介護支援事業所
① 医療継続への支援（呼吸管理等）

② （介護支援）

医療機器取扱業者 ① 携帯用酸素ボンベの配送

発災時の酸素供給体制：資料編
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５．在宅で一時的な療養が可能な場合

対象者と家族はあらゆるルートを用い、医療機器取扱業者に連絡を取り配送を依頼します

１．各医療機器取扱業者の対応（県内８社・県外１社への調査より抜粋。R3.6県健康対策課実施）

①対象者への安否確認基準・方法

・平時に緊急時災害対策マニュアルを作成しておき、発災時は、開始基準（震度・気象災害の

状況）をもとに被災状況を確認

・職場または自宅から、電話等（ショートメール）または訪問等の方法にて安否確認を実施

②安否確認が取れた場合の対応

・陸路にて配送

③安否確認が取れなかった場合の対応

・事前に把握している連絡先へ確認（対象者の携帯・家族の携帯）

・事前に把握している避難（場）所へ配送・不在の場合は自宅へ配送

・位置情報発信機器を持って避難していれば、医療機器取扱業者独自のシステムを使い、避難

（場）所を特定できるため、緊急連絡先ヘ連絡後、陸路にて配送

機 関 対 応

患者・家族

① 携帯用酸素ボンベへの切り替え、呼吸同調器のとりつけ（メーカーに

よってはバルブと呼吸同調器が一体になった物もある）

② 可能であれば医療機関、医療機器取扱業者へ連絡

③ 安否、避難先を知人・関係者へ情報発信（伝言ダイヤル「１７１」、災

害伝言板等の活用）

④ 状況によってはＨＯＴステーションへ向かい、酸素療法を継続する

⑤ 病状が変化し、いつもと違うと判断すれば、災害時個別支援計画中の

関係機関連絡先リストへ連絡し、入院の判断・手配を行う

⑥ 避難所へ病状、連絡先等を登録

近隣住民
① 患者・家族の生活支援

② 患者の在宅療養に必要な物品等の確保

市町村

① 避難所の地域情報収集機能を使って患者の医療ニーズ把握

② 医薬品及び医療資材の供給ルートの確立

③ 在宅療養者への保健活動開始に合わせ、優先的に家庭訪問（保健、医

療、福祉のニーズ把握）

④ 避難所に、登録されている患者がいるか確認

県保健医療支部
① 必要物資の調達支援、医療機関への受入調整

② 携帯用酸素ボンベや医薬品の確保・供給調整

県保健医療本部
① 携帯用酸素ボンベや医薬品の確保・供給

② 相談窓口設置

居宅介護支援事業所
① 医療継続への支援（呼吸管理等）

② （介護支援）

医療機器取扱業者 ① 携帯用酸素ボンベの配送

発災時の酸素供給体制：資料編
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④配送の優先順位

・被災状況（津波浸水の状況など）・対象者の状況（高流量・人工呼吸器の併用の有無・独居か

どうか、機器の取扱いに関する支援が必要かどうか）等により判断

⑤配送本数

・状況により判断（酸素ボンベの残量・処方流量・避難や入院の予定・停電の有無・酸素濃縮

器の異常の有無など）

２．迅速な酸素提供に向けた医療機器取扱業者との協定

高知県と一般社団法人日本産業・医療ガス協会四国地域本部医療ガス部門高知県支部で協定締

結「災害時における医療ガス等の供給に関する協定書（H24.3.14）」

高知県内において地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生する恐れがあるときに、

・日本産業・医療ガス協会四国地域本部医療ガス部門高知県支部（以下「高知県支部」とい

う）は、県保健医療本部からの要請に対し、緊急通行車両により指定場所に供給する。

・高知県支部で供給が可能な場合は、高知県支部長の指示で県内に配送する。

・高知県支部で供給が困難な場合は、四国地域本部を通じて、直接隣接県支部長に供給支援を

要請する。

３．ＨＯＴステーション

Home Oxygen Terapyで通称ＨＯＴといい、自宅にて酸素療法を行うことを指します。

発災時、在宅酸素療法者は停電等により酸素濃縮器を作動することができなくなった場合、

必要に応じて呼吸法の実践や予備ボンベ、自家発電機を使用しますが、停電が長時間に及ぶこ

とが予測される場合に、医療機関・ホテル・（福祉）避難所等に酸素濃縮器を設置し、在宅酸

素療法者避難所（ＨＯＴステーション）を開設します。

〈ＨＯＴステーションの対象になると考えられる方〉

在宅酸素療法者のうち、主に自力歩行可能で緊急性の高い外傷・合併症がない患者、あるい

は医療者を通してトリアージで「緑」と判定された患者

すなわち軽症レベルであり、通常の酸素療法を確保できれば問題ないと考えられる方

〈ＨＯＴを受けるため必要な情報〉

疾患名や酸素流量、服薬している薬などの情報

〈開設場所の想定〉

医療機関もしくは医療機関との連携が可能な場所かつ、電源確保が可能で、火気の取扱いがな

い場所

〈開設の判断の目安〉

発災後３日目以降（発災時の道路事情や酸素濃縮装置の供給・運搬状況、停電の復旧状況等

による）

引用・参考：「在宅酸素供給装置の保守点検事業者のための緊急・災害対応体制の整備に関する手引書

（平成29年３月）」内「（参考）大災害に備えたＨＯＴセンター設置に関する提言」（一般社団法人日本

産業・医療ガス協会）、平成29年 10月 11日高知県健康政策部健康対策課通知29高健対第1126号「在

宅酸素及び人工呼吸療法者の災害時支援対策の推進について」
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なお、ＨＯＴステーションは保健医療圏域ごとに１か所以上は開設する想定とします。

また、ＨＯＴステーションの開設にかかる効果的・効率的方法や在宅酸素療法者にかかる支援

体制を県内に展開するため、県はモデル事業を実施するなどして、市町村等とともに取り組みま

す。

発災時は、市町村災害対策本部（高知市の場合は保健医療調整高知市支部のことを指す。以

下、同様とする）、県保健医療支部、県保健医療本部は道路状況や酸素濃縮器の供給状況等を踏

まえ、医療機関、医療機器取扱業者等と連携してＨＯＴステーションを開設します。

４．宮城県石巻保健所管内における東日本大震災の教訓

東日本大震災では、石巻圏域で唯一、医療機能を維持していた石巻赤十字病院に多くの傷病者

が搬送されました。

同院に入院可能な病床はありませんでしたが、外来患者として酸素供給を開始し、発災後４日

目には在宅酸素事業者の協力により酸素濃縮装置30台を設置して、石巻赤十字病院内に在宅酸素

療法者病院内避難所（ＨＯＴセンター）が開設されました。

来院したＨＯＴ患者は88名となり、石巻圏域の患者全体の３分の１に及びました。そのうち、

同院をかかりつけ医としていた患者は48％で、それ以外の患者は他の医療機関の患者であったた

め、患者の情報が正しく収集できず、ＨＯＴ患者に対する適切な酸素吸入処置に支障が生じまし

た。

そのため、平時から氏名や酸素流量・身体の状況などの患者情報を、患者及び家族の届け出に

基づき市町を通じて同院が事前に把握し、災害時には把握した患者情報を活用し、円滑にＨＯＴ

患者に酸素を供給する“大規模災害時在宅酸素療法患者支援システム”を構築しました。

そのなかでは、平時から患者情報を共有する他、患者は自助として必要に応じて緊急時呼吸法

の習得や予備ボンベ・電源喪失に備えた自家発電機を準備すること、また、市町は避難行動要支

援者への登録の推奨に努めること、在宅酸素事業者は災害が発生した場合の対応（予備ボンベの

利用、酸素流量の調節など）を確認することも示されています。

引用：大規模災害時在宅酸素療法者支援システム運用マニュアル（平成29年9月改定）

石巻地区地域医療対策委員会・宮城県東部保健福祉事務所（宮城県石巻保健所）
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なお、ＨＯＴステーションは保健医療圏域ごとに１か所以上は開設する想定とします。

また、ＨＯＴステーションの開設にかかる効果的・効率的方法や在宅酸素療法者にかかる支援

体制を県内に展開するため、県はモデル事業を実施するなどして、市町村等とともに取り組みま

す。

発災時は、市町村災害対策本部（高知市の場合は保健医療調整高知市支部のことを指す。以

下、同様とする）、県保健医療支部、県保健医療本部は道路状況や酸素濃縮器の供給状況等を踏

まえ、医療機関、医療機器取扱業者等と連携してＨＯＴステーションを開設します。

４．宮城県石巻保健所管内における東日本大震災の教訓

東日本大震災では、石巻圏域で唯一、医療機能を維持していた石巻赤十字病院に多くの傷病者

が搬送されました。

同院に入院可能な病床はありませんでしたが、外来患者として酸素供給を開始し、発災後４日

目には在宅酸素事業者の協力により酸素濃縮装置30台を設置して、石巻赤十字病院内に在宅酸素

療法者病院内避難所（ＨＯＴセンター）が開設されました。

来院したＨＯＴ患者は88名となり、石巻圏域の患者全体の３分の１に及びました。そのうち、

同院をかかりつけ医としていた患者は48％で、それ以外の患者は他の医療機関の患者であったた

め、患者の情報が正しく収集できず、ＨＯＴ患者に対する適切な酸素吸入処置に支障が生じまし

た。

そのため、平時から氏名や酸素流量・身体の状況などの患者情報を、患者及び家族の届け出に

基づき市町を通じて同院が事前に把握し、災害時には把握した患者情報を活用し、円滑にＨＯＴ

患者に酸素を供給する“大規模災害時在宅酸素療法患者支援システム”を構築しました。

そのなかでは、平時から患者情報を共有する他、患者は自助として必要に応じて緊急時呼吸法

の習得や予備ボンベ・電源喪失に備えた自家発電機を準備すること、また、市町は避難行動要支

援者への登録の推奨に努めること、在宅酸素事業者は災害が発生した場合の対応（予備ボンベの

利用、酸素流量の調節など）を確認することも示されています。

引用：大規模災害時在宅酸素療法者支援システム運用マニュアル（平成29年9月改定）

石巻地区地域医療対策委員会・宮城県東部保健福祉事務所（宮城県石巻保健所）
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３．人工透析患者への対応
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１．発災時の対応

項目 具体の内容

患者・家族

〈医療機関の被災状況等の情報収集と、患者の透析医療ニーズの発信〉

① 災害用伝言ダイヤル「１７１」・災害用ブロードバンド伝言板「Ｗｅ

ｂ１７１」、携帯電話「災害用伝言板」、携帯電話メール、テレビ・ラ

ジオ、市町村のホームページや防災行政無線、防災関連アプリ、ＳＮ

Ｓ等により医療情報を収集するとともに、現在の自分の状況を透析医

療機関に連絡し指示を受ける

② 受診している透析医療機関と連絡がとれないときは、市町村に連絡

③ 避難所に避難した場合は、避難所の代表者等に透析患者であることを

伝える（最終透析日を告げ、透析を受けられるように依頼）

④ 透析医療を待つ間は、食事に注意（熱量摂取、たんぱく質適量、塩分・

カリウムは控える、水分を減らす）

〈県内で透析提供を受ける場合〉

① 移動手段の確保をする。確保ができない場合は、市町村へ相談

② 人工透析患者連絡カード等の透析情報の書かれているものを携行

〈県外で透析提供を受ける場合〉

① かかりつけ医療機関、避難所、メディア等から集合場所の情報を収集

② 集合場所までの移動手段の確保をする。確保ができない場合は、市町

村へ相談

③ 「人工透析患者連絡カード」等の透析情報の書かれているものを携行

透析医療機関

〈被災状況や患者の透析医療ニーズの把握・分析・発信〉

① 災害用伝言ダイヤル「１７１」・災害用ブロードバンド「Ｗｅｂ１７１」、

携帯電話メール、ＳＮＳ等を利用して患者へ医療機関情報を発信する。

また、患者からの問い合わせに対応

② 被災状況をもとに、最大の患者数に対応できるように透析時間および

透析方法を検討

③ 各医療機関の被災状況、患者の受入状況等について、日本透析医会災

害時情報ネットワーク、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）

に被災（稼働）状況を入力

＊通信手段等により、日本透析医会災害時情報ネットワークへの報告

ができない場合は医療機能の情報発信様式の項目に基づき、ＬＩＮＥ

・ＦＡＸ・電話等使用可能な通信手段により、市町村災害対策本部や

災害透析コーディネーター（ブロック担当）へ報告

〈日本透析医会災害時情報ネットワークへの報告内容〉

ア.透析の可否 イ.被災の有無

ウ.CAPD（連続携行式腹膜透析）の有無

エ.被災状況：施設の被災状況、ライフラインの状況（電気・水道・
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１．発災時の対応

項目 具体の内容
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Ｓ等により医療情報を収集するとともに、現在の自分の状況を透析医
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② 受診している透析医療機関と連絡がとれないときは、市町村に連絡

③ 避難所に避難した場合は、避難所の代表者等に透析患者であることを

伝える（最終透析日を告げ、透析を受けられるように依頼）

④ 透析医療を待つ間は、食事に注意（熱量摂取、たんぱく質適量、塩分・

カリウムは控える、水分を減らす）

〈県内で透析提供を受ける場合〉

① 移動手段の確保をする。確保ができない場合は、市町村へ相談

② 人工透析患者連絡カード等の透析情報の書かれているものを携行

〈県外で透析提供を受ける場合〉

① かかりつけ医療機関、避難所、メディア等から集合場所の情報を収集

② 集合場所までの移動手段の確保をする。確保ができない場合は、市町

村へ相談

③ 「人工透析患者連絡カード」等の透析情報の書かれているものを携行

透析医療機関

〈被災状況や患者の透析医療ニーズの把握・分析・発信〉

① 災害用伝言ダイヤル「１７１」・災害用ブロードバンド「Ｗｅｂ１７１」、

携帯電話メール、ＳＮＳ等を利用して患者へ医療機関情報を発信する。

また、患者からの問い合わせに対応

② 被災状況をもとに、最大の患者数に対応できるように透析時間および

透析方法を検討

③ 各医療機関の被災状況、患者の受入状況等について、日本透析医会災

害時情報ネットワーク、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）

に被災（稼働）状況を入力

＊通信手段等により、日本透析医会災害時情報ネットワークへの報告

ができない場合は医療機能の情報発信様式の項目に基づき、ＬＩＮＥ

・ＦＡＸ・電話等使用可能な通信手段により、市町村災害対策本部や

災害透析コーディネーター（ブロック担当）へ報告

〈日本透析医会災害時情報ネットワークへの報告内容〉

ア.透析の可否 イ.被災の有無

ウ.CAPD（連続携行式腹膜透析）の有無

エ.被災状況：施設の被災状況、ライフラインの状況（電気・水道・
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透析医療機関

ガス）、装置の使用可否（透析液供給装置・末端装置・個人装置・水

処理装置等）

オ.主な不足物品：ダイアライザー・血液回路・透析液原液

カ.透析要請：透析が必要な人数

キ.患者移送手段：車両調達の必要性の有無

ク.透析室貸出可能：受入可能な病床数

ケ.透析受入可能：外来・入院別の受入可能人数

コ.ボランティア派遣：派遣可能な医師・看護師・臨床工学技士の人数

サ.その他不足物品や連絡事項等

〈透析提供に向けた調整・対応〉

① 県保健医療支部及び災害透析コーディネーター（ブロック担当）と調

整を行い、受入体制を整える

② 不足する資材、スタッフ等を市町村災害対策本部に要請

③ 透析の提供を行う

④ 優先度の高い他院の透析患者を受入る

〈透析提供が難しく、ブロック外での透析提供に向けた調整・対応が

必要な場合 / 県外での透析提供に向けた調整・対応〉

① 他院での透析提供が必要な患者数を整理し、災害透析コーディネータ

ー（ブロック担当）へ依頼する

② 被災透析医療機関は、受入透析医療機関が決定次第、「透析患者情報一

覧表」を作成し、受入透析医療機関に提供

③ 患者に対し、稼働している透析医療機関情報を提供

患者が他ブロックで透析提供を受ける場合：

受入透析医療機関に患者搬送が困難な場合は、市町村災害対策本部に

依頼し搬送方法の調整を行う

なお、患者搬送時は被災透析医療機関スタッフの同行が望ましい

患者が県外で透析提供を受ける場合：

県外随行スタッフの派遣を行う。早期復旧対策を講じる

災害透析

コーディネーター

（ブロック担当）

〈ブロック内医療機関の被災状況や患者の透析医療ニーズ等の収集〉

① ブロック内の透析医療機関の被災状況や患者の透析医療ニーズを収集

（コーディネーターが在籍する医療機関の臨床工学技士等が、コーディ

ネーターのサポートもする）

② 上記情報並びに道路情報等を県保健医療支部と共有

〈ブロック内医療機関の被災状況や患者の透析医療ニーズ等の分析〉

① ブロック内での患者受入可能数とブロック外での透析必要数を算定

② ブロック内の透析医療機関への資材等の供給必要量及び医療従事者の

派遣等を算定
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災害透析

コーディネーター

（ブロック担当）

〈ブロック内での透析提供に向けた調整・対応〉

① ブロック内医療機関での受入を調整し、透析医療機関に指示

② 受入可能な医療機関への透析資材、医療従事者の優先供給に向けた調

整を行う

〈ブロック内での透析提供が難しく、ブロック外での透析提供に向けた調

整・対応が必要な場合 / 県外での透析提供に向けた調整・対応〉

患者が他ブロックで透析提供を受ける場合：

ブロック外受診に向けた調整を行い、県保健医療支部に報告

患者が県外で透析提供を受ける場合：

搬送集合場所で、患者の状態等から搬送の最終判断をする

集合場所での患者の状態確認や、県外搬送に随行する医療従事者を

選定し、指名

災害透析

コーディネーター

（総括）

〈県内医療機関の被災状況や不足する資材の情報、患者の透析医療ニーズ

等の収集〉

① 災害医療コーディネーターの総合調整のもと、透析医療提供にかかる

二ーズ調整を行うため、県保健医療本部内における活動体制を確保

② 災害透析コーディネーター（ブロック担当）から、被災状況や不足す

る資材・スタッフの情報、患者の医療ニーズを収集

③ 日本透析医会災害時情報ネットワークに登録されている情報を確認

④ 県外搬送に向けて日本透析医会から県外の受入可能医療機関の情報を

収集

⑤ 県透析医会災害対策本部とライフライン情報を共有

〈県内医療機関の被災状況や不足する資材の情報、患者の透析医療ニーズ

等の分析〉

① 県内での患者受入可能数と県外での透析必要数を算定

② 県内の透析医療機関への資材等の供給必要量及び医療従事者の派

遣等を算定

〈県内での透析提供に向けた調整・対応〉

① 県内の受入可能透析医療機関の調整を行い、災害透析コーディネータ

ー（ブロック担当）に指示

② 県内で受入可能な透析医療機関への資材や医療従事者の優先供給に

向けた広域調整を行う

〈県外での透析提供に向けた調整・対応〉

① 日本透析医会災害時情報ネットワークを活用し受入医療機関を調整

② 現地での透析医療調整担当を確認

③ 県外へ同行する医療従事者を確保
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災害透析

コーディネーター

（ブロック担当）

〈ブロック内での透析提供に向けた調整・対応〉

① ブロック内医療機関での受入を調整し、透析医療機関に指示

② 受入可能な医療機関への透析資材、医療従事者の優先供給に向けた調

整を行う

〈ブロック内での透析提供が難しく、ブロック外での透析提供に向けた調

整・対応が必要な場合 / 県外での透析提供に向けた調整・対応〉

患者が他ブロックで透析提供を受ける場合：

ブロック外受診に向けた調整を行い、県保健医療支部に報告

患者が県外で透析提供を受ける場合：

搬送集合場所で、患者の状態等から搬送の最終判断をする

集合場所での患者の状態確認や、県外搬送に随行する医療従事者を

選定し、指名

災害透析

コーディネーター

（総括）

〈県内医療機関の被災状況や不足する資材の情報、患者の透析医療ニーズ

等の収集〉

① 災害医療コーディネーターの総合調整のもと、透析医療提供にかかる

二ーズ調整を行うため、県保健医療本部内における活動体制を確保

② 災害透析コーディネーター（ブロック担当）から、被災状況や不足す

る資材・スタッフの情報、患者の医療ニーズを収集

③ 日本透析医会災害時情報ネットワークに登録されている情報を確認

④ 県外搬送に向けて日本透析医会から県外の受入可能医療機関の情報を

収集

⑤ 県透析医会災害対策本部とライフライン情報を共有

〈県内医療機関の被災状況や不足する資材の情報、患者の透析医療ニーズ

等の分析〉

① 県内での患者受入可能数と県外での透析必要数を算定

② 県内の透析医療機関への資材等の供給必要量及び医療従事者の派

遣等を算定

〈県内での透析提供に向けた調整・対応〉

① 県内の受入可能透析医療機関の調整を行い、災害透析コーディネータ

ー（ブロック担当）に指示

② 県内で受入可能な透析医療機関への資材や医療従事者の優先供給に

向けた広域調整を行う

〈県外での透析提供に向けた調整・対応〉

① 日本透析医会災害時情報ネットワークを活用し受入医療機関を調整

② 現地での透析医療調整担当を確認

③ 県外へ同行する医療従事者を確保
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県保健医療支部

① 高知市保健所・県福祉保健所は、保健医療支部を立ち上げ、活動体制

を確保する

〈ブロック内医療機関の被災状況・患者の医療ニーズ・ライフラインの

情報の収集〉

① 市町村災害対策本部からの情報や、災害透析コーディネーター（ブロ

ック担当）、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）から情報を収

集

② 市町村災害対策本部から報告された情報を災害透析コーディネーター

（ブロック担当）へ共有（特に、水・電気・道路状況）するとともに、

県保健医療本部へ報告

〈県内での透析提供に向けた調整・対応〉

① 災害透析コーディネーター（ブロック担当）と相談のうえ、対応策を

決定し、市町村災害対策本部に伝達。患者への周知や移送への協力を

依頼するとともに、稼働可能な医療機関への水の優先供給を依頼

② 透析医療機関の被災状況により、早期稼働可能な医療機関へ水や電源

確保・人材の確保等、必要な支援を行う

〈県外での透析提供に向けた支援〉

① 市町村に対し、集合場所の提供・移送・周知等の協力依頼及び調整

県保健医療本部

〈県内医療機関の被災状況・患者の医療ニーズ・ライフライン情報の収集〉

① 県保健医療本部を設置し、活動体制を確保

② 県保健医療支部からの情報や、日本透析医会災害時情報ネットワーク、

広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）等から情報を収集

③ 県保健医療支部と災害透析コーディネーター（総括）から報告を受け

た透析医療ニーズを集約

④ 県保健医療本部からライフラインに関する情報を入手するとともに、

県保健医療支部と災害透析コーディネーター（総括）から報告を受け

たライフラインに関する需要ニーズを集約

〈県内での透析提供に向けた調整・対応〉

① ブロック外での受入を調整

② 必要資材の供給調整・依頼を行う

〈県外での透析提供に向けた調整・対応〉

① 県内透析医療機関では、県内透析患者の透析医療確保が難しいと認め

られる場合は、災害透析コーディネーター（総括）と調整し、日本透

析医会災害時情報ネットワークの活用や、速やかに厚生労働省に対す

る受入調整を要請

② 県外搬送者の整理・振り分けを行い、県保健医療支部からの透析患者
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県保健医療本部

情報一覧表を基に、県外搬送患者名簿を作成し、受入先自治体へ提供

受入医療機関所在自治体に宿泊先等の確保を依頼

③ 県災害対策本部・DMAT調整本部・災害医療コーディネーター等と連

携のうえ、移送手段の確保を行うとともに、搬送集合場所を決定

＊緊急性の高い患者については、広域医療搬送の適用を調整

④ メディアの活用や、避難所等への掲示により、患者及び関係者への周

知を行う

⑤ 県外搬送患者全員の名簿を作成・一元的管理を行い、問い合わせに対

応する

⑥ 県内の医療機関の復旧情報を収集・分析し、帰高に向けた調整をする

市町村災害対策本部

（医療機関の被災状況・患者の医療ニーズ・ライフラインの情報の収集〉

① 透析医療機関・避難所や保健支援チームの地域訪問等で把握した医療

機関の被災状況や、「人工透析患者連絡カード」等により患者の医療ニ

ーズを集約・整理し、県保健医療支部に報告

② ライフライン（水・電気・道路等）の状況や需要ニーズをもとに工事

を調整。対応が難しい場合は、県災害対策本部に支援要請を行う

③ あらかじめ作成しておいた患者リストをもとに透析患者が抜かりなく

受療できていることを確認する

〈透析提供に向けた調整・対応〉

① 高知県南海トラフ地震時保健活動ガイドライン中の様式を活用し、避

難所等へ避難した患者の情報収集（最終透析日やADL、かかりつけ透

析医療機関等）を行い、県保健医療支部へ報告

② 透析医療機関までの移動手段が確保できない患者の搬送方法の確保・

支援（患者本人が自力で透析医療機関に行くことを原則とするが、

やむを得ない場合は、県保健医療支部・県保健医療本部と協力して

移送手段を確保・支援する）

③ 稼働可能な医療機関の情報を掲示

④ 稼働可能な透析医療機関に水や燃料の優先的供給を行う

〈県外での透析提供に向けた調整・対応〉

① 集合場所までの移動手段の確保調整（患者本人が自力で透析医療機関

に行くことを原則とするが、やむを得ない場合は、県保健医療支部・

県保健医療本部と協力して移送手段を確保・支援する）

② 必要な情報を掲示
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県保健医療本部

情報一覧表を基に、県外搬送患者名簿を作成し、受入先自治体へ提供

受入医療機関所在自治体に宿泊先等の確保を依頼

③ 県災害対策本部・DMAT調整本部・災害医療コーディネーター等と連

携のうえ、移送手段の確保を行うとともに、搬送集合場所を決定

＊緊急性の高い患者については、広域医療搬送の適用を調整

④ メディアの活用や、避難所等への掲示により、患者及び関係者への周

知を行う

⑤ 県外搬送患者全員の名簿を作成・一元的管理を行い、問い合わせに対

応する

⑥ 県内の医療機関の復旧情報を収集・分析し、帰高に向けた調整をする

市町村災害対策本部

（医療機関の被災状況・患者の医療ニーズ・ライフラインの情報の収集〉

① 透析医療機関・避難所や保健支援チームの地域訪問等で把握した医療

機関の被災状況や、「人工透析患者連絡カード」等により患者の医療ニ

ーズを集約・整理し、県保健医療支部に報告

② ライフライン（水・電気・道路等）の状況や需要ニーズをもとに工事

を調整。対応が難しい場合は、県災害対策本部に支援要請を行う

③ あらかじめ作成しておいた患者リストをもとに透析患者が抜かりなく

受療できていることを確認する

〈透析提供に向けた調整・対応〉

① 高知県南海トラフ地震時保健活動ガイドライン中の様式を活用し、避

難所等へ避難した患者の情報収集（最終透析日やADL、かかりつけ透

析医療機関等）を行い、県保健医療支部へ報告

② 透析医療機関までの移動手段が確保できない患者の搬送方法の確保・

支援（患者本人が自力で透析医療機関に行くことを原則とするが、

やむを得ない場合は、県保健医療支部・県保健医療本部と協力して

移送手段を確保・支援する）

③ 稼働可能な医療機関の情報を掲示

④ 稼働可能な透析医療機関に水や燃料の優先的供給を行う

〈県外での透析提供に向けた調整・対応〉

① 集合場所までの移動手段の確保調整（患者本人が自力で透析医療機関

に行くことを原則とするが、やむを得ない場合は、県保健医療支部・

県保健医療本部と協力して移送手段を確保・支援する）

② 必要な情報を掲示
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１．発災時の対応

機 関 対 応

患者・家族

〈カテーテルの破損の有無,透析可否の確認を行う〉

① 負傷していないか確認

② カテーテルの破損の有無を確認

・指でさわり、目でみて小さなキズも見逃さないこと

③ 腹膜透析物品の確認

・停電していないか（ＡＰＤを使わない方法もある）

・接続器械やＡＰＤの器械は壊れていないか

・透析液バッグは破れていないか、何日分あるか

・排液タンク、はかりなどは使えるか

④ 自宅での腹膜透析継続の可否、又は避難所での可否の確認

・避難先への物品、機材の配送

・避難先で腹膜透析患者であることを申し出る

・食事に注意する

⑤ ＰＤメーカー等、かかりつけ医療機関へ連絡

透析医療機関

① 情報発信（日本透析医会災害時情報ネットワーク及びＥＭＩＳ）

② 応急ケアのための患者の受入

③ 必要に応じコーディネーター（ブロック担当）に情報提供

ＰＤメーカー等

① 安否確認及び物品、透析液と機器の配送

② 透析医療機関・かかりつけ医への連絡

③ 透析液と機器の手配

④ 本社等に応援要請

災害透析

コーディネーター

（ブロック担当）

① 患者の医療ニーズ集約。医療機関でのケアが必要な場合の医療情報

の提供

災害透析

コーディネーター

（総括）

① 災害透析コーディネーター（ブロック担当）からの要請に基づき、

透析提供に向けて広域で調整

市町村災害対策本部
① 避難行動要支援者リスト等から、災害時要配慮者として被災状況を

確認

県保健医療支部

① 患者の医療ニーズの把握

② 災害透析コーディネーター（ブロック担当）の支援策に基づいた調

整

県保健医療本部
① 患者の医療ニーズの把握

② 災害透析コーディネーター（総括）の支援策に基づいた調整
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１．発災時の対応

機 関 対 応

患者・家族

〈カテーテルの破損の有無,透析可否の確認を行う〉

① 負傷していないか確認

② カテーテルの破損の有無を確認

・指でさわり、目でみて小さなキズも見逃さないこと

③ 腹膜透析物品の確認

・停電していないか（ＡＰＤを使わない方法もある）

・接続器械やＡＰＤの器械は壊れていないか

・透析液バッグは破れていないか、何日分あるか

・排液タンク、はかりなどは使えるか

④ 自宅での腹膜透析継続の可否、又は避難所での可否の確認

・避難先への物品、機材の配送

・避難先で腹膜透析患者であることを申し出る

・食事に注意する

⑤ ＰＤメーカー等、かかりつけ医療機関へ連絡

透析医療機関

① 情報発信（日本透析医会災害時情報ネットワーク及びＥＭＩＳ）

② 応急ケアのための患者の受入

③ 必要に応じコーディネーター（ブロック担当）に情報提供

ＰＤメーカー等

① 安否確認及び物品、透析液と機器の配送

② 透析医療機関・かかりつけ医への連絡

③ 透析液と機器の手配

④ 本社等に応援要請

災害透析

コーディネーター

（ブロック担当）

① 患者の医療ニーズ集約。医療機関でのケアが必要な場合の医療情報

の提供

災害透析

コーディネーター

（総括）

① 災害透析コーディネーター（ブロック担当）からの要請に基づき、

透析提供に向けて広域で調整

市町村災害対策本部
① 避難行動要支援者リスト等から、災害時要配慮者として被災状況を

確認

県保健医療支部

① 患者の医療ニーズの把握

② 災害透析コーディネーター（ブロック担当）の支援策に基づいた調

整

県保健医療本部
① 患者の医療ニーズの把握

② 災害透析コーディネーター（総括）の支援策に基づいた調整
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4-3 情報収集・伝達の流れ

※様式は、様式編の３または下記URL・QRコードを参照

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/2016052500137.html

（１）災害透析コーディネーター間の安否確認フローチャート

（コーディネーターは、R5.4.1時点。図中では、コーディネーターをCoと記す）

①災害透析コーディネーター（ブロック担当）は、圏域内の災害透析コーディネーター（ブロック担

当）にＬＩＮＥ等にて安否発信・安否確認を行う。

②災害透析コーディネーター（ブロック担当）の代表は、災害透析コーディネーター（総括）に、

ＬＩＮＥ等にて安否発信を行う。

災害透析コーディネーター（総括）は各ブロックCoの代表へＬＩＮＥ等にて安否発信を行う。

③災害透析コーディネーター（ブロック担当）の代表は、各圏域の県保健医療支部へ衛星携帯電話等

にて安否発信を行う。

※災害透析コーディネーター（総括）は、県保健医療本部へ参集しているため、県保健医療本部への

安否発信は不要。
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（２）医療機関の被災状況の情報集約フローチャート

①透析医療機関は、発災後12時間以内に各透析医療機関の被災状況、患者の受入状況等について、

ＥＭＩＳ及び日本透析医会災害時情報ネットワーク等を用いて報告する。

・日本透析医会災害時情報ネットワークが使えない場合：

様式１号「発災時透析医療機関情報連絡シート」を使用し、災害透析コーディネーター（ブ

ロック担当）へＦＡＸ・衛星携帯電話等の方法を用いて報告する。

・ＥＭＩＳが使えない場合：

共通様式１・共通様式2-1、共通様式2-2を使用し、代行入力を依頼する。

※代行入力を依頼する際は、広域的な災害拠点病院は県保健医療本部に、災害拠点病院は県

保健医療支部に、その他の医療機関は市町村災害対策本部（高知市に所在する医療機関は

保健医療高知市支部）に行う。

※情報の入力・報告がない透析医療機関があれば、災害透析コーディネーター（ブロック担当）・

市町村災害対策本部・県保健医療支部及び県保健医療本部は確認を行い、代行入力等を行う。

②災害透析コーディネーター（ブロック担当）は、ＥＭＩＳや日本透析医会災害時情報ネットワー

ク等から把握した情報をもとに圏域内透析医療機関の被災状況等を、様式２「透析医療機関 被

災状況一覧」に整理し、県保健医療支部と共有する。

③災害透析コーディネーター（ブロック担当）は、様式２号「透析医療機関 被災状況一覧」を災

害透析コーディネーター（総括）に報告する。

④災害透析コーディネーター（総括）と県保健医療本部は、【（３）・（４）患者受入依頼のフローチ

ャート】により把握した情報等もあわせて県内全体の状況を整理し、県内調整についての方向性

を検討する。

⑤検討結果は、災害透析コーディネーター（総括）は災害透析コーディネーター（ブロック担当）

に、県保健医療本部は県保健医療支部に共有する。

※被災状況の把握は随時行う必要がある。
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（２）医療機関の被災状況の情報集約フローチャート

①透析医療機関は、発災後12時間以内に各透析医療機関の被災状況、患者の受入状況等について、

ＥＭＩＳ及び日本透析医会災害時情報ネットワーク等を用いて報告する。

・日本透析医会災害時情報ネットワークが使えない場合：

様式１号「発災時透析医療機関情報連絡シート」を使用し、災害透析コーディネーター（ブ

ロック担当）へＦＡＸ・衛星携帯電話等の方法を用いて報告する。

・ＥＭＩＳが使えない場合：

共通様式１・共通様式2-1、共通様式2-2を使用し、代行入力を依頼する。

※代行入力を依頼する際は、広域的な災害拠点病院は県保健医療本部に、災害拠点病院は県

保健医療支部に、その他の医療機関は市町村災害対策本部（高知市に所在する医療機関は

保健医療高知市支部）に行う。

※情報の入力・報告がない透析医療機関があれば、災害透析コーディネーター（ブロック担当）・

市町村災害対策本部・県保健医療支部及び県保健医療本部は確認を行い、代行入力等を行う。

②災害透析コーディネーター（ブロック担当）は、ＥＭＩＳや日本透析医会災害時情報ネットワー

ク等から把握した情報をもとに圏域内透析医療機関の被災状況等を、様式２「透析医療機関 被

災状況一覧」に整理し、県保健医療支部と共有する。

③災害透析コーディネーター（ブロック担当）は、様式２号「透析医療機関 被災状況一覧」を災

害透析コーディネーター（総括）に報告する。

④災害透析コーディネーター（総括）と県保健医療本部は、【（３）・（４）患者受入依頼のフローチ

ャート】により把握した情報等もあわせて県内全体の状況を整理し、県内調整についての方向性

を検討する。

⑤検討結果は、災害透析コーディネーター（総括）は災害透析コーディネーター（ブロック担当）

に、県保健医療本部は県保健医療支部に共有する。

※被災状況の把握は随時行う必要がある。
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（３）患者受入依頼のフローチャート（圏域内で対応可能な場合）

①市町村災害対策本部は、避難所からの報告や保健活動等により把握した透析患者に関する情報を、

様式４号「透析患者情報一覧表」を用いてリスト化し、県保健医療支部へ報告する。

②透析医療機関は、透析患者（通院・入院）の情報を、様式３号「透析医療機関 患者状況一覧」

を用いて災害透析コーディネーター（ブロック担当）に報告する。

③県保健医療支部と災害透析コーディネーター（ブロック担当）は、それぞれが持つ患者情報と【医

療機関の被災状況の情報集約フローチャート】にて把握した情報を共有する。

④災害透析コーディネーター（ブロック担当）は、受入可能な透析医療機関への調整を行うため、

様式５号「透析患者受入依頼書」を用いて受入透析医療機関に依頼する。併せて、圏域内調整の

大まかな方向性を災害透析コーディネーター（総括）へ報告する。

⑤受入透析医療機関は、調整結果を様式５号を用いて報告する。

⑥受入透析医療機関が決定した場合は、災害透析コーディネーター（ブロック）は調整結果を被災

医療機関に伝達する。

⑦災害透析コーディネーター（ブロック担当）は災害透析コーディネーター（総括）に対し、様式

３号を用いて、圏域追加受入可能数の報告をする。

⑧県保健医療支部は、災害透析コーディネーター（ブロック担当）と共有・決定した患者の受入先

情報等を市町村災害対策本部・県保健医療本部へ伝達するとともに、稼働可能な医療機関への水・

燃料・資材・人材等の供給・派遣ができるよう依頼・調整する。

⑨被災医療機関は、様式６号「透析患者受入依頼連名簿」を作成し、受入医療機関に患者情報を提

供する。

⑩被災医療機関は、患者に受入医療機関情報を伝達する。

⑪市町村災害対策本部は、患者に受入医療機関情報を伝達し、状況に応じ搬送手段について調整す

る。
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（４）患者受入依頼のフローチャート（圏域外での対応が必要な場合）

①県保健医療支部と災害透析コーディネーター（ブロック担当）が相談のうえ、圏域内受入が不可の

場合は、災害透析コーディネーター（ブロック担当）代表は災害透析コーディネーター（総括）へ

様式３号を用いて、圏域外調整を依頼する。（依頼元を被災圏域 災害透析コーディネーター（ブロ

ック担当）とする）

②被災圏域の県保健医療支部は、県保健医療本部へ圏域外調整の必要性を報告する。

③県保健医療本部と災害透析コーディネーター（総括）は相談のうえ、受入圏域を決定する。

④災害透析コーディネーター（総括）は、受入圏域の災害透析コーディネーター（ブロック担当）代

表に受入透析医療機関の調整を依頼する（受入先を受入圏域 災害透析コーディネーター（ブロック

担当）とする）。

⑤受入圏域の災害透析コーディネーター（ブロック担当）は、受入圏域の県保健医療支部と相談し、

受入透析医療機関を決定するとともに、様式５号を用いて受入透析医療機関に依頼する。

⑥受入透析医療機関が決定した場合は、受入圏域災害透析コーディネーター（ブロック担当）代表は

災害透析コーディネーター（総括）と県保健医療支部へ報告する。

⑦災害透析コーディネーター（総括）は、調整結果を被災圏域災害透析コーディネーター（ブロック

担当）代表へ伝達する。県保健医療本部と情報を共有する。

⑧被災圏域災害透析コーディネーター（ブロック担当）代表は、被災透析医療機関へ調整結果を伝達

するとともに、被災県保健医療支部と共有する。

⑨被災医療機関は、様式６号を作成し、患者情報を受入医療機関に提供する。

⑩被災医療機関は、患者に受入医療機関情報を伝達する。
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（４）患者受入依頼のフローチャート（圏域外での対応が必要な場合）

①県保健医療支部と災害透析コーディネーター（ブロック担当）が相談のうえ、圏域内受入が不可の

場合は、災害透析コーディネーター（ブロック担当）代表は災害透析コーディネーター（総括）へ

様式３号を用いて、圏域外調整を依頼する。（依頼元を被災圏域 災害透析コーディネーター（ブロ

ック担当）とする）

②被災圏域の県保健医療支部は、県保健医療本部へ圏域外調整の必要性を報告する。

③県保健医療本部と災害透析コーディネーター（総括）は相談のうえ、受入圏域を決定する。

④災害透析コーディネーター（総括）は、受入圏域の災害透析コーディネーター（ブロック担当）代

表に受入透析医療機関の調整を依頼する（受入先を受入圏域 災害透析コーディネーター（ブロック

担当）とする）。

⑤受入圏域の災害透析コーディネーター（ブロック担当）は、受入圏域の県保健医療支部と相談し、

受入透析医療機関を決定するとともに、様式５号を用いて受入透析医療機関に依頼する。

⑥受入透析医療機関が決定した場合は、受入圏域災害透析コーディネーター（ブロック担当）代表は

災害透析コーディネーター（総括）と県保健医療支部へ報告する。

⑦災害透析コーディネーター（総括）は、調整結果を被災圏域災害透析コーディネーター（ブロック

担当）代表へ伝達する。県保健医療本部と情報を共有する。

⑧被災圏域災害透析コーディネーター（ブロック担当）代表は、被災透析医療機関へ調整結果を伝達

するとともに、被災県保健医療支部と共有する。

⑨被災医療機関は、様式６号を作成し、患者情報を受入医療機関に提供する。

⑩被災医療機関は、患者に受入医療機関情報を伝達する。
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（５）患者受入依頼のフローチャート（県外搬送となる場合）

※発災後、１回は県内において透析を行う想定だが、県内で継続した透析提供が難しい場合には、

ADLが自立（独歩・杖歩行・歩行器）で車椅子や寝たきり以外の方は、県外搬送となる予定。

①県保健医療本部は、災害透析コーディネーター（総括）と【医療機関の被災状況の情報集約フロー

チャート】、【患者受入依頼のフローチャート（圏域内で対応可能な場合）】、【患者受入依頼のフロー

チャート（圏域外での対応が必要な場合）】から把握した情報をもとに、県外搬送の調整・対応の必

要性を判断する。

②災害透析コーディネーター（総括）は、日本透析医会ネットワークを活用し、県外医療機関への支

援要請を行う。

③県保健医療本部は、厚生労働省に対し県外受入医療機関の調整にかかる支援要請を行う。

④受入先や受入人数等が決定したら、調整結果を災害透析コーディネーター（総括）と県保健医療本

部は共有し、災害透析コーディネーター（総括）は災害透析コーディネーター（ブロック担当）へ、

県保健医療本部は県保健医療支部へ伝達する。

⑤受入先が決定したら、県保健医療本部を中心に、透析医療機関及び患者・市町村に受入医療機関情

報や集合場所等を伝達・広報する。

⑥県保健医療本部は「人工透析患者連絡カード」を用いて集約された患者情報をもとに、受入先自治

体へ協力依頼を行う。
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１．災害透析コーディネーター

①役割

・災害透析コーディネーターは、透析医療の提供が迅速かつ的確に実施されるよう、災害医療

コーディネーターの総合調整のもと、高知県透析医会の災害時対応と連動し、透析医療継続

のための企画・調整・指示を行います。

・平時から、災害透析コーディネーター（総括）を県保健医療本部に、災害透析コーディネー

ター（ブロック担当）を（安芸支部、中央東支部、高知市支部、中央西・高幡支部、幡多支

部）の県保健医療支部に配置します。

【災害透析コーディネーター（総括）】

災害透析コーディネーター（ブロック担当）と連携し、日本透析医会災害時情報ネットワー

ク等を活用して、県内全体の透析医療の調整、日本透析医会との調整を行います。

発災時は、県保健医療本部において、情報収集、分析、指示等の調整を行います。

【災害透析コーディネーター（ブロック担当）】

災害透析コーディネーター（総括）と連携し、日本透析医会災害時情報ネットワーク等を活

用して、ブロック内の透析医療についての調整を行います。

発災時は、自身の施設において、通信可能な手段を用い、情報収集、分析、指示等の調整を

行います。

②委嘱

・災害透析コーディネーター（総括）は、高知県透析医会から推薦を受けた医師で知事が委嘱

します。

・災害透析コーディネーター（ブロック担当）は、ブロック内の透析医療機関から推薦を受け

た医師で知事が委嘱します。

・長期間にわたり、医療支援の調整を行うことが必要になるため、災害透析コーディネーター

は複数名を基本とします。

・被災等により、災害透析コーディネーターが業務を行うことができない場合は、必要に応じ

て、知事が別の者を災害透析コーディネーターとして委嘱します。

発災時の透析提供体制：資料編
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１．災害透析コーディネーター

①役割

・災害透析コーディネーターは、透析医療の提供が迅速かつ的確に実施されるよう、災害医療

コーディネーターの総合調整のもと、高知県透析医会の災害時対応と連動し、透析医療継続

のための企画・調整・指示を行います。

・平時から、災害透析コーディネーター（総括）を県保健医療本部に、災害透析コーディネー

ター（ブロック担当）を（安芸支部、中央東支部、高知市支部、中央西・高幡支部、幡多支

部）の県保健医療支部に配置します。

【災害透析コーディネーター（総括）】

災害透析コーディネーター（ブロック担当）と連携し、日本透析医会災害時情報ネットワー

ク等を活用して、県内全体の透析医療の調整、日本透析医会との調整を行います。

発災時は、県保健医療本部において、情報収集、分析、指示等の調整を行います。

【災害透析コーディネーター（ブロック担当）】

災害透析コーディネーター（総括）と連携し、日本透析医会災害時情報ネットワーク等を活

用して、ブロック内の透析医療についての調整を行います。

発災時は、自身の施設において、通信可能な手段を用い、情報収集、分析、指示等の調整を

行います。

②委嘱

・災害透析コーディネーター（総括）は、高知県透析医会から推薦を受けた医師で知事が委嘱

します。

・災害透析コーディネーター（ブロック担当）は、ブロック内の透析医療機関から推薦を受け

た医師で知事が委嘱します。

・長期間にわたり、医療支援の調整を行うことが必要になるため、災害透析コーディネーター

は複数名を基本とします。

・被災等により、災害透析コーディネーターが業務を行うことができない場合は、必要に応じ

て、知事が別の者を災害透析コーディネーターとして委嘱します。

発災時の透析提供体制：資料編

- 61 -

２．災害時透析ネットワーク

①災害透析コーディネーターとブロック内の透析医療機関

②災害透析コーディネーターを配置する５ブロック

令和５年３月31日時点
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③日本透析医会 災害時情報ネットワーク

・活動開始

震度６弱以上の地震と、国または地方公共団体により災害救助法が適用されるような、

広範囲にわたる構造物の損壊・焼失・浸水・流失、交通網の遮断などの被害が発生した

場合

・災害時の情報送信

［災害時情報送信］をクリックすると情報伝達フォームが表示されるため、各入力項目の

説明に従って情報を入力し、登録。同じ施設で情報を更新して登録した場合、最新の情報を

採用して集計されます。

引用：日本透析医会ホームページ

④JHAT（日本災害時透析医療協働支援チーム）

透析医療を継続可能にするために組織された医療チームで、業務支援や物資支援のトレーニン

グを受けた隊員が透析医療に関わる様々な支援を実施します。

・支援の依頼方法

JHAT公式サイト（http://jhat.jp/）から依頼

派遣期間は概ね１週間で交代・継続

各施設からの支援に対する費用は無料

・業務支援の内容

透析治療業務全般、患者移動など

引用：JHATホームページ
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③日本透析医会 災害時情報ネットワーク

・活動開始

震度６弱以上の地震と、国または地方公共団体により災害救助法が適用されるような、

広範囲にわたる構造物の損壊・焼失・浸水・流失、交通網の遮断などの被害が発生した

場合

・災害時の情報送信

［災害時情報送信］をクリックすると情報伝達フォームが表示されるため、各入力項目の

説明に従って情報を入力し、登録。同じ施設で情報を更新して登録した場合、最新の情報を

採用して集計されます。

引用：日本透析医会ホームページ

④JHAT（日本災害時透析医療協働支援チーム）

透析医療を継続可能にするために組織された医療チームで、業務支援や物資支援のトレーニン

グを受けた隊員が透析医療に関わる様々な支援を実施します。

・支援の依頼方法

JHAT公式サイト（http://jhat.jp/）から依頼

派遣期間は概ね１週間で交代・継続

各施設からの支援に対する費用は無料

・業務支援の内容

透析治療業務全般、患者移動など

引用：JHATホームページ

室戸市 　　　　高知高須病院室戸クリニック 781-7102 室戸市室津1 0887-24-2511

　　　　高知高須病院附属安芸診療所 784-0005 安芸市港町2丁目635 0887-34-3848

　　　　高知県立あき総合病院 784-0027 安芸市宝永町3-33 0887-34-3111

本山町 　　　　本山町立国保嶺北中央病院 781-3601 長岡郡本山町本山620 0887-76-2450

　　　　もえぎクリニック 781-5310 香南市赤岡町2066-3 0887-57-3050

　　　　野市中央病院 781-5213 香南市野市町東野555-18 0887-55-1101

　　　　北村病院 783-0024 南国市東崎1336-3 088-864-2101

　　　　JA高知病院 783-8509 南国市明見字中野526-1 088-863-2181

　　　　高知大学医学部附属病院　 783-8505 南国市岡豊町小蓮185-1 088-866-5815

　　　　高知高須病院 781-5103 高知市大津乙2705-1 088-878-3377

　　　　高知医療センター 781-8555 高知市池2125-1 088-837-3000

　　　　いずみの病院 781-0011
高知市薊野北町2丁目10-
53

088-826-5511

　　　　島津病院 780-0066 高知市比島町4丁目6-22 088-823-2285

　　　　高知赤十字病院 780-8562
高知市秦南町1丁目4番63-
11

088-822-1201

　　　　近森病院 780-8522 高知市大川筋1丁目1-16 088-822-5231

 　　　 高知記念病院 780-0824 高知市城見町4−13 088-883-4377

　　　　愛宕病院 780-0051 高知市愛宕町1丁目1-13 088-823-3301

　　　　竹下病院 780-0870 高知市与力町3－8 088-822-2371

　　　　藤田クリニック 780-0935 高知市旭町2丁目23-35 088-820-6001

　　　　地域医療機能推進機構高知西病院 780-8040 高知市神田317-12 088-843-1501

　　　　快聖クリニック 780-8050 高知市鴨部1085-1 088-850-0038

　　　　山崎内科泌尿器科 780-8077 高知市朝倉横町10-45 088-844-3688

　　　　国立病院機構高知病院 780-8077 高知市朝倉西町1丁目2-25 088-844-3111

　　　　長浜病院 781-0270 高知市長浜801 088-841-2337

　　　　クリニックひろと 781-0270 高知市長浜4823 088-841-2327

いの町 　　　　森木病院 781-2110 吾川郡いの町3674 088-893-0014

土佐市 　　　　土佐市立土佐市民病院 781-1101 土佐市高岡町甲1867 088-852-2151

佐川町 　　　　佐川町立高北国民健康保険病院 789-1201 高岡郡佐川町甲1687 0889-22-1166

越知町 　　　　北島病院 781-1301 高岡郡越知町越知甲1662 0889-26-0432

　　　　須崎医療クリニック 785-0030 須崎市多ノ郷甲5748-1 0889-43-1001

　　　　島津クリニック 785-0013 須崎市西古市町3-15 0889-43-0003

中土佐町 　　　　なかとさ病院 789-1301 高岡郡中土佐町久礼6614 0889-52-2040

四万十町 　　　　くぼかわ病院 786-0002 高岡郡四万十町見付902-1 0880-22-1111

　　　　四万十市立市民病院 787-0023
四万十市中村東町1丁目1-
27

0880-34-2126

　　　　幡多クリニック 787-0013 四万十市右山天神町10-12 0880-34-6211

　　　　高知県立幡多けんみん病院 788-0785 宿毛市山奈町芳奈3-1 0880-66-2222

　　　　川村内科クリニック 788-0783 宿毛市平田町戸内1256 0880-66-2911

　　　　渭南病院 787-0331 土佐清水市越前町6-1 0880-82-1151

　　　　松谷病院 787-0305 土佐清水市天神町14-18 0880-82-0001

令和5年3月現在

　　　広域的な災害拠点病院　　　　　災害拠点病院　　　　　救護病院

市町村名 医療機関名 郵便番号 住所 電話番号
災害透析

コーディネーター
（ブロック担当）

災害透析
コーディネーター

（総括）

安
芸
ブ
ロ
ッ
ク

２名
安芸市

中
央
東
ブ
ロ
ッ
ク

２名

香南市

南国市

須崎市

幡
多
ブ
ロ
ッ
ク

四万十市

２名宿毛市

土佐清水市

２名

高
知
市
ブ
ロ
ッ
ク

高知市 ３名

中
央
西
・
高
幡
ブ
ロ
ッ
ク

３名

拠

拠

拠

拠

拠

拠

広

広

広

広

救

救

救

救

救

救

救

救

救

救

救

救

救

救

救

救拠

救拠

救

- 63 -

室戸市 　　　　高知高須病院室戸クリニック 781-7102 室戸市室津1 0887-24-2511

　　　　高知高須病院附属安芸診療所 784-0005 安芸市港町2丁目635 0887-34-3848

　　　　高知県立あき総合病院 784-0027 安芸市宝永町3-33 0887-34-3111

本山町 　　　　本山町立国保嶺北中央病院 781-3601 長岡郡本山町本山620 0887-76-2450

　　　　もえぎクリニック 781-5310 香南市赤岡町2066-3 0887-57-3050

　　　　野市中央病院 781-5213 香南市野市町東野555-18 0887-55-1101

　　　　北村病院 783-0024 南国市東崎1336-3 088-864-2101

　　　　JA高知病院 783-8509 南国市明見字中野526-1 088-863-2181

　　　　高知大学医学部附属病院　 783-8505 南国市岡豊町小蓮185-1 088-866-5815

　　　　高知高須病院 781-5103 高知市大津乙2705-1 088-878-3377

　　　　高知医療センター 781-8555 高知市池2125-1 088-837-3000

　　　　いずみの病院 781-0011
高知市薊野北町2丁目10-
53

088-826-5511

　　　　島津病院 780-0066 高知市比島町4丁目6-22 088-823-2285

　　　　高知赤十字病院 780-8562
高知市秦南町1丁目4番63-
11

088-822-1201

　　　　近森病院 780-8522 高知市大川筋1丁目1-16 088-822-5231

 　　　 高知記念病院 780-0824 高知市城見町4−13 088-883-4377

　　　　愛宕病院 780-0051 高知市愛宕町1丁目1-13 088-823-3301

　　　　竹下病院 780-0870 高知市与力町3－8 088-822-2371

　　　　藤田クリニック 780-0935 高知市旭町2丁目23-35 088-820-6001

　　　　地域医療機能推進機構高知西病院 780-8040 高知市神田317-12 088-843-1501

　　　　快聖クリニック 780-8050 高知市鴨部1085-1 088-850-0038

　　　　山崎内科泌尿器科 780-8077 高知市朝倉横町10-45 088-844-3688

　　　　国立病院機構高知病院 780-8077 高知市朝倉西町1丁目2-25 088-844-3111

　　　　長浜病院 781-0270 高知市長浜801 088-841-2337

　　　　クリニックひろと 781-0270 高知市長浜4823 088-841-2327

いの町 　　　　森木病院 781-2110 吾川郡いの町3674 088-893-0014

土佐市 　　　　土佐市立土佐市民病院 781-1101 土佐市高岡町甲1867 088-852-2151

佐川町 　　　　佐川町立高北国民健康保険病院 789-1201 高岡郡佐川町甲1687 0889-22-1166

越知町 　　　　北島病院 781-1301 高岡郡越知町越知甲1662 0889-26-0432

　　　　須崎医療クリニック 785-0030 須崎市多ノ郷甲5748-1 0889-43-1001

　　　　島津クリニック 785-0013 須崎市西古市町3-15 0889-43-0003

中土佐町 　　　　なかとさ病院 789-1301 高岡郡中土佐町久礼6614 0889-52-2040

四万十町 　　　　くぼかわ病院 786-0002 高岡郡四万十町見付902-1 0880-22-1111

　　　　四万十市立市民病院 787-0023
四万十市中村東町1丁目1-
27

0880-34-2126

　　　　幡多クリニック 787-0013 四万十市右山天神町10-12 0880-34-6211

　　　　高知県立幡多けんみん病院 788-0785 宿毛市山奈町芳奈3-1 0880-66-2222

　　　　川村内科クリニック 788-0783 宿毛市平田町戸内1256 0880-66-2911

　　　　渭南病院 787-0331 土佐清水市越前町6-1 0880-82-1151

　　　　松谷病院 787-0305 土佐清水市天神町14-18 0880-82-0001

令和5年3月現在

　　　広域的な災害拠点病院　　　　　災害拠点病院　　　　　救護病院

市町村名 医療機関名 郵便番号 住所 電話番号
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３．高知県内の透析医療機関の施設状況及び患者状況

①血液透析患者の状況

②慢性透析患者の通院先

③災害時における県内透析可能人数等

透析提供率は、発災後３日間の透析可能人数÷透析患者数で算出。

引用：人工透析患者状況等調査（県透析医会・県健康対策課、調査基準日は令和４年３月31日時点）
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３．高知県内の透析医療機関の施設状況及び患者状況

①血液透析患者の状況

②慢性透析患者の通院先

③災害時における県内透析可能人数等

透析提供率は、発災後３日間の透析可能人数÷透析患者数で算出。

引用：人工透析患者状況等調査（県透析医会・県健康対策課、調査基準日は令和４年３月31日時点）
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様式編

１．在宅人工呼吸器使用者のための災害時個別支援計画

※様式データは、下記URL・QRコードを参照。

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/2016052500137.html
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２．在宅酸素療法者のための災害時個別支援計画

※様式データは、下記URL・QRコードを参照。

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/2016052500137.html
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３．災害時個別支援計画の同意確認書

※様式データは、下記URL・QRコードを参照。

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/2016052500137.html
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３．災害時個別支援計画の同意確認書

※様式データは、下記URL・QRコードを参照。

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/2016052500137.html
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４．人工透析に関する情報伝達様式

※様式データは、下記URL・QRコードを参照。

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/2016052500137.html
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４．人工透析に関する情報伝達様式

※様式データは、下記URL・QRコードを参照。

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/2016052500137.html
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資料編

１．参考資料（在宅人工呼吸器使用者・在宅酸素療法者用）

災害時における電動車から医療機器への給電活用マニュアル
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資料編

１．参考資料（在宅人工呼吸器使用者・在宅酸素療法者用）

災害時における電動車から医療機器への給電活用マニュアル
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引用：国土交通省自動車局 技術・環境政策課

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000420.html
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引用：国土交通省自動車局 技術・環境政策課

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000420.html
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２．参考資料（人工透析患者用）

※データは、下記URL・QRコードを参照。

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/2017020300179.html

（１）リーフレット：人工透析を受けられている皆さま 南海トラフ地震に備えましょう
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（２）カード：人工透析患者連絡カード（災害時広域搬送用）
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３．関係機関連絡先

（１）県保健医療本部・県保健医療支部・市町村一覧（令和５年３月１日現在）

引用：高知県災害時医療救護計画

県全域を対象

県保健医療本部 高知県保健医療調整本部

（高知県健康政策部内：高知市丸ノ内１-2-20）

<電話> 088-823-9667、9683、9648、9675、9666 携帯電話 080-2988-7298

<FAX> 088-823-9137

<衛星携帯電話> 090-6886-8901（ワイドスター） 050-5212-0300（内線7055985）（IPSTAR）

<防災行政無線> 電話 8001-9667 FAX 8001-9137

<Email> 131601@ken.pref.kochi.lg.jp（保健政策課）、131301@ipstar.ne.jp

安芸支部管内

県保健医療支部 高知県保健医療調整安芸支部

（高知県安芸福祉保健所：安芸市矢ノ丸１-4-36）

<電話> 0887-34-3175 <FAX> 0887-34-3170

<衛星携帯電話> 090-6886-8902（ワイドスター） 050-5212-0305（内線7034517) (IPSTAR)

<防災行政無線> 電話 811-613、811-614 FAX 811-702

<Email> 130111@ken.pref.kochi.lg.jp 、 130111@ipstar.ne.jp 、 130111ioas@mopera.net

室戸市 室戸市 保健介護課 <電話> 0887-22-3100 <FAX> 0887-24-2287

安芸市 安芸市災害対策本部（危機管理課）／医療救護班（市民健康ふれあい係）

<電話> 0887-37-9101、0887-34-1243、0887-34-1244 <FAX> 0887-37-9104

<防災行政無線> [地上]452-619 FAX:452-710 <衛星携帯電話> 090-4785-1162

8816-2347-1958（移動用:イリジウム）、8816-2347-1959（市役所：イリジウム）

東洋町 東洋町 住民課 <電話> 0887-29-3394 <FAX> 0887-29-3813

<衛星携帯電話> 080-8630-8259 <防災行政無線> 電話 411-613 FAX 411-710

奈半利町 奈半利町 住民福祉課 <電話> 0887-38-4012 <FAX> 0887-38-7788

<防災行政無線> 電話 412-619 FAX 412-710

田野町 田野町 保健福祉課 <電話> 0887-38-6712 <FAX> 0887-32-1016

<防災行政無線>電話 413-612 FAX 413-710

安田町 安田町 町民生活課 <電話> 0887-38-6712 <FAX> 0887-38-6780

<防災行政無線> 電話 414-619 FAX 414-710

北川村 北川村 住民課 <電話> 0887-32-1214 <FAX> 0887-32-1234

<防災行政無線> 電話 415-614 FAX 415-710 <Email> jyumin@vill.kitagawa.kochi.jp

馬路村 馬路村 健康福祉課 <電話> 0887-44-2112 <FAX> 0887-44-2779

<防災行政無線> 電話 416-619 FAX 416-710 <Email> hukushi@vill.umaji.kochi.jp

芸西村 芸西村 健康福祉課 <電話> 0887-33-2112 <FAX> 0887-33-4035

<防災行政無線> 電話 417-611 FAX 417-710
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３．関係機関連絡先

（１）県保健医療本部・県保健医療支部・市町村一覧（令和５年３月１日現在）

引用：高知県災害時医療救護計画

県全域を対象

県保健医療本部 高知県保健医療調整本部

（高知県健康政策部内：高知市丸ノ内１-2-20）

<電話> 088-823-9667、9683、9648、9675、9666 携帯電話 080-2988-7298

<FAX> 088-823-9137

<衛星携帯電話> 090-6886-8901（ワイドスター） 050-5212-0300（内線7055985）（IPSTAR）

<防災行政無線> 電話 8001-9667 FAX 8001-9137

<Email> 131601@ken.pref.kochi.lg.jp（保健政策課）、131301@ipstar.ne.jp

安芸支部管内

県保健医療支部 高知県保健医療調整安芸支部

（高知県安芸福祉保健所：安芸市矢ノ丸１-4-36）

<電話> 0887-34-3175 <FAX> 0887-34-3170

<衛星携帯電話> 090-6886-8902（ワイドスター） 050-5212-0305（内線7034517) (IPSTAR)

<防災行政無線> 電話 811-613、811-614 FAX 811-702

<Email> 130111@ken.pref.kochi.lg.jp 、 130111@ipstar.ne.jp 、 130111ioas@mopera.net

室戸市 室戸市 保健介護課 <電話> 0887-22-3100 <FAX> 0887-24-2287

安芸市 安芸市災害対策本部（危機管理課）／医療救護班（市民健康ふれあい係）

<電話> 0887-37-9101、0887-34-1243、0887-34-1244 <FAX> 0887-37-9104

<防災行政無線> [地上]452-619 FAX:452-710 <衛星携帯電話> 090-4785-1162

8816-2347-1958（移動用:イリジウム）、8816-2347-1959（市役所：イリジウム）

東洋町 東洋町 住民課 <電話> 0887-29-3394 <FAX> 0887-29-3813

<衛星携帯電話> 080-8630-8259 <防災行政無線> 電話 411-613 FAX 411-710

奈半利町 奈半利町 住民福祉課 <電話> 0887-38-4012 <FAX> 0887-38-7788

<防災行政無線> 電話 412-619 FAX 412-710

田野町 田野町 保健福祉課 <電話> 0887-38-6712 <FAX> 0887-32-1016

<防災行政無線>電話 413-612 FAX 413-710

安田町 安田町 町民生活課 <電話> 0887-38-6712 <FAX> 0887-38-6780

<防災行政無線> 電話 414-619 FAX 414-710

北川村 北川村 住民課 <電話> 0887-32-1214 <FAX> 0887-32-1234

<防災行政無線> 電話 415-614 FAX 415-710 <Email> jyumin@vill.kitagawa.kochi.jp

馬路村 馬路村 健康福祉課 <電話> 0887-44-2112 <FAX> 0887-44-2779

<防災行政無線> 電話 416-619 FAX 416-710 <Email> hukushi@vill.umaji.kochi.jp

芸西村 芸西村 健康福祉課 <電話> 0887-33-2112 <FAX> 0887-33-4035

<防災行政無線> 電話 417-611 FAX 417-710
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中央東支部管内

県保健医療支部 高知県保健医療調整中央東支部

（高知県中央東福祉保健所：香美市土佐山田町山田1128-1）

<電話> 0887-53-3171 <FAX> 0887-52-4561

<衛星携帯電話> 090-6886-8903（ワイドスター） 050-5212-0304（内線 7023187）（IPSTAR）

<防災行政無線> 電話 830-60、830-61、530～533（ﾊﾝﾃﾞｨ） FAX 830-70

<Email> 130112@ken.pref.kochi.lg.jp 、 130112@ipstar.ne.jp

南国市 南国市 保健福祉センター <電話> 088-863-7373 <FAX> 088-863-7908

<防災行政無線>（危機管理課）電話 403-619 FAX 403-710

香南市 香南市 健康対策課 <電話> 0887-57-7516 <FAX> 0887-55-3110

<防災行政無線>（防災対策課） 電話 409-619 FAX 409-710

<Email>kenkou@city.kochi-konan.lg.jp

香美市 香美市 健康介護支援課 <電話> 0887-52-9281 <FAX> 0887-53-1094

<衛星携帯電話> 090-8970-0043 <Email> suishin@city.kami.lg.jp

<防災行政無線>（健康介護支援課） 電話 410-12309 （防災対策課）電話 410-619 FAX410-710

本山町 本山町 健康福祉課 <電話> 0887-76-1060 <FAX> 0887-70-1038

<防災行政無線> 電話 418-619 FAX 418-710

大豊町 大豊町 住民課 <電話> 0887-72-0450 <FAX> 0887-72-0474

<防災行政無線> 電話 419-614 FAX 419-710

土佐町 土佐町 健康福祉課 <電話> 0887-82-0442 <FAX> 0887-70-1312

<防災行政無線> 電話 420-615

（土佐町 総務企画課） <電話> 0887-82-0480 <FAX> 0887-82-2681

<防災行政無線> 電話 420-619 FAX 420-710 <Email> tosat-20@town.tosa.kochi.jp

大川村 大川村 総務課 <電話> 0887-84-2211 <FAX> 0887-84-2328

<防災行政無線> 電話 421-619 FAX 421-710

高知市支部管内

県保健医療支部 高知県保健医療調整高知市支部 （高知市保健医療調整本部）

（高知市保健所：高知市丸ノ内1-7-45）

<電話>088-822-9955～9957（災害時優先電話） <FAX> 088-822-9958

<衛星携帯電話>090-6886-8907、080-1993-9970、080-1993-9971（データ通信用）

<防災行政無線>電話 952-60、952-61 FAX952-70 <Email>kc-140200@city.kochi.lg.jp

<衛星メール> kochi_city-saigaiiryo@mopera.net

高知市 「高知県保健医療調整高知市支部」を参照

中央西支部管内

県保健医療支部 高知県保健医療調整中央西支部

（高知県中央西福祉保健所：佐川町甲1243-4）

<電話>0889-22-1240 <FAX>0889-22-9031

<衛星携帯電話>090-6886-8904(ワイドスター)、050-5212-0303（内線7016834）（IPSTAR）

<防災行政無線>電話831-60、831-61、 534～537（ﾊﾝﾃﾞｨ） FAX831-70

<Email> 130115@ken.pref.kochi.lg.jp 、 130115@ipstar.ne.jp
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土佐市 土佐市 健康づくり課

<電話> 088-852-1113 <FAX> 088-850-2433

<防災行政無線>（防災対策課）電話 205-60、205-6１ FAX 205-70

<衛星携帯電話> 080-1993-0673（ワイドスター） <Email> kenkou@city.tosa.lg.jp

いの町 いの町 ほけん福祉課

<電話> 088-893-3811 <FAX> 088-893-1101 <Email> hokenhukushi@town.ino.lg.jp

<衛星携帯電話>(総務課)080-1993-7294(ワイドスター)

<防災行政無線>（総務課） 電話 386-60、 386-61 FAX 386-70

仁淀川町 仁淀川町 保健福祉課

<電話> 0889-35-0888 <FAX> 0889-35-0228

<防災行政無線>（総務課） 電話 387-60、387-61 FAX 387-70

<衛星携帯電話> 080-2990-0689（ワイドスター）(総務課)

<Email> bousai@town.niyodogawa.lg.jp(総務課)

佐川町 佐川町 健康福祉課 <電話> 0889-22-7705 <FAX> 0889-22-7721

<防災行政無線> 電話 425-619 FAX 425-71（総務課）

<Email> sk06010@town.sakawa.lg.jp

越知町 越知町 保健福祉課

<電話> 0889-26-3211 <FAX> 0889-20-1186 <Email>center@town.ochi.lg.jp

<防災行政無線> (危機管理課) 電話 403-60、403-61 FAX 403-70

<衛星携帯電話>(危機管理課)090-1571-3049、090-1571-3354(ワイドスター)

日高村 日高村 健康福祉課

<電話> 0889-24-5197 <FAX> 0889-20-1525

<防災行政無線> (総務課) 電話 410-60、410-61 FAX 410-70

<衛星携帯電話> 080-8638-1572（ワイドスター） <Email> kenkou@vill.hidaka.lg.jp

高幡支部管内

県保健医療支部 高知県保健医療調整高幡支部

（高知県須崎福祉保健所：須崎市東古市町6-26）

<電話> 0889-42-1875 <FAX> 0889-42-8924

<衛星携帯電話> 090-6886-8905(ﾜｲﾄﾞｽﾀｰ) 050-5212-0302(内線 7027842) (IPSTAR)

<防災行政無線> 電話 818-606、81812-290～297、538～541（ﾊﾝﾃﾞｨ） FAX81812-299

<Email> 130116@ken.pref.kochi.lg.jp 、 130116@ipstar.ne.jp

須崎市 須崎市 健康推進課

<電話> 0889-42-1280 <FAX> 0889-42-1245 <衛星携帯電話> 080-2971-5612（ワイドスター）

<防災行政無線> (防災課） 電話 206-60、206-61（災害医療用） FAX 206-70

<Email> kenko1@city.susaki.lg.jp

中土佐町 中土佐町 健康福祉課

<電話> 0889-52-2662 <FAX> 0889-52-2432

<防災行政無線> （総務課） 電話 401-60、401-61 FAX 401-70

<衛星携帯電話> 090-7627-8441（ワイドスター）、 （大野見振興局）090-5913-2421（ワイドスター）

<Email> ｆukushi@town.nakatosa.lg.jp
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土佐市 土佐市 健康づくり課

<電話> 088-852-1113 <FAX> 088-850-2433

<防災行政無線>（防災対策課）電話 205-60、205-6１ FAX 205-70

<衛星携帯電話> 080-1993-0673（ワイドスター） <Email> kenkou@city.tosa.lg.jp

いの町 いの町 ほけん福祉課

<電話> 088-893-3811 <FAX> 088-893-1101 <Email> hokenhukushi@town.ino.lg.jp

<衛星携帯電話>(総務課)080-1993-7294(ワイドスター)

<防災行政無線>（総務課） 電話 386-60、 386-61 FAX 386-70

仁淀川町 仁淀川町 保健福祉課

<電話> 0889-35-0888 <FAX> 0889-35-0228

<防災行政無線>（総務課） 電話 387-60、387-61 FAX 387-70

<衛星携帯電話> 080-2990-0689（ワイドスター）(総務課)

<Email> bousai@town.niyodogawa.lg.jp(総務課)

佐川町 佐川町 健康福祉課 <電話> 0889-22-7705 <FAX> 0889-22-7721

<防災行政無線> 電話 425-619 FAX 425-71（総務課）

<Email> sk06010@town.sakawa.lg.jp

越知町 越知町 保健福祉課

<電話> 0889-26-3211 <FAX> 0889-20-1186 <Email>center@town.ochi.lg.jp

<防災行政無線> (危機管理課) 電話 403-60、403-61 FAX 403-70

<衛星携帯電話>(危機管理課)090-1571-3049、090-1571-3354(ワイドスター)

日高村 日高村 健康福祉課

<電話> 0889-24-5197 <FAX> 0889-20-1525

<防災行政無線> (総務課) 電話 410-60、410-61 FAX 410-70

<衛星携帯電話> 080-8638-1572（ワイドスター） <Email> kenkou@vill.hidaka.lg.jp

高幡支部管内

県保健医療支部 高知県保健医療調整高幡支部

（高知県須崎福祉保健所：須崎市東古市町6-26）

<電話> 0889-42-1875 <FAX> 0889-42-8924

<衛星携帯電話> 090-6886-8905(ﾜｲﾄﾞｽﾀｰ) 050-5212-0302(内線 7027842) (IPSTAR)

<防災行政無線> 電話 818-606、81812-290～297、538～541（ﾊﾝﾃﾞｨ） FAX81812-299

<Email> 130116@ken.pref.kochi.lg.jp 、 130116@ipstar.ne.jp

須崎市 須崎市 健康推進課

<電話> 0889-42-1280 <FAX> 0889-42-1245 <衛星携帯電話> 080-2971-5612（ワイドスター）

<防災行政無線> (防災課） 電話 206-60、206-61（災害医療用） FAX 206-70

<Email> kenko1@city.susaki.lg.jp

中土佐町 中土佐町 健康福祉課

<電話> 0889-52-2662 <FAX> 0889-52-2432

<防災行政無線> （総務課） 電話 401-60、401-61 FAX 401-70

<衛星携帯電話> 090-7627-8441（ワイドスター）、 （大野見振興局）090-5913-2421（ワイドスター）

<Email> ｆukushi@town.nakatosa.lg.jp
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梼原町 梼原町 保健福祉課

<電話> 0889-65-1170 <FAX> 0889-65-0379

<防災行政無線>(総務課） 電話 405-60、405-61 FAX 405-70

<衛星携帯電話> 080-2977-0055（ワイドスター） <Email> 40-yusuhara@town.yusuhara.ｌｇ.jp

津野町 津野町 住民福祉課 <電話> 0889-55-2314 <FAX> 0889-55-2022

<防災行政無線> 電話 429-619 FAX 80-640 <衛星携帯電話> 080-1992-3198

四万十町 四万十町 健康福祉課 <電話> 0880-22-3115 <FAX> 0880-22-3725

<防災行政無線> 電話 430-619 FAX 430-710

<衛星携帯電話> 870-776398309(ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ) <Email> 106000@town.shimanto.lg.jp

幡多支部管内
県保健医療支部 高知県保健医療調整幡多支部

（高知県幡多福祉保健所：四万十市中村山手通19）

<電話> 0880-35-5979 <FAX> 0880-35-5980

<衛星携帯電話> 090-6886-8906（ワイドスター） 050-5212-0301(内線7050448)(IPSTAR)

<防災行政無線>電話832-60、832-61 FAX832-70

<Email>130118@ken.pref.kochi.lg.jp、 130118@ipstar.ne.jp

宿毛市 宿毛市 健康推進課

<電話> 0880-62-1235 <FAX> 0880-62-1270

<防災行政無線> （危機管理課） 電話 208-60、208-61 FAX 208-70

<Email> hoken@city.sukumo.lg.jp

土佐清水市 土佐清水市 健康推進課 <電話> 0880-82-1121 <FAX> 0880-82-5599

<防災行政無線> 電話 407-619 FAX 407-710 <Email> kenkou@city.tosashimizu.kochi.jp

四万十市 四万十市 保健介護課 <電話> 0880-34-1115 <FAX> 0880-34-0567

<防災行政無線> 電話 408-619 FAX 408-710 <Email> eisei@city.shimanto.lg.jp

大月町 大月町 保健介護課 <電話> 0880-73-1365 <FAX> 0880-73-1613

<防災行政無線> 電話431-619 FAX 431-710 <Email> hoken@town.otsuki.kochi.jp

三原村 三原村 住民課 <電話> 0880-46-2111 <FAX> 0880-46-2114

<防災行政無線>（総務課） 電話 427-60、427-61 FAX 427-70

<Email> juumin@vill.mihara.lg.jp

黒潮町 黒潮町 健康福祉課 <電話> 0880-43-2836 <FAX> 0880-43-2676

<防災行政無線> 電話 433-613 FAX 433-710 <Email> kenkouhukushi@town.kuroshio.lg.jp
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（２）消防本部・消防署一覧

消防本部等名 郵便番号 住所 電話番号

高知市消防局 780-0850 高知市丸ノ内1-7-45 088-822-8151

高知市中央消防署 780-8013 高知市筆山町4-5 088-856-9902

高知市中央消防署西出張所 780-8075 高知市朝倉南町8-35 088-843-8313

高知市北消防署 780-0026 高知市秦南町1-4-63-22 088-802-6031

高知市北消防署旭出張所 780-0945 高知市本宮町277-1 088-844-3961

高知市東消防署 781-8101 高知市高須砂地230-2 088-866-3119

高知市東消防署東部出張所 781-8105 高知市高須東町8-21 088-882-3505

高知市東消防署三里出張所 781-0112 高知市仁井田4199-1 088-847-6773

高知市南消防署 781-0311 高知市春野町芳原1015番地 088-821-9560

室戸市消防本部 781-7102 室戸市室津12 0887-22-0014

室戸市消防署東洋出張所 781-7414 安芸郡東洋町大字生見26-1 0887-29-3321

安芸市消防本部 784-0020 安芸市西浜190番地１ 0887-34-1244

香南市消防本部 781-5310 香南市赤岡町2032-2 0887-55-4141

香美市消防本部 782-0035 香美市土佐山田町百石町2-3-51 0887-53-4176

香美市消防署香北分署 781-4204 香美市香北町根須40-7 0887-59-3200

南国市消防本部 783-0006 南国市篠原164-1 088-863-3511

南国市消防署北部出張所 783-0062 南国市久礼田297-3 088-862-1333

土佐市消防本部 781-1105 土佐市蓮池978-1 088-852-0001

土佐市消防署宇佐分署 781-1161 土佐市宇佐町宇佐1689-1 088-852-0001

土佐清水市消防本部 787-0302 土佐清水市以布利980-143 0880-82-8119

中芸広域連合消防本部 781-6410 安芸郡田野町1440-1 0887-38-2643

中芸消防署馬路分所 781-6201 安芸郡馬路村大字馬路447 0887-44-2210

嶺北広域行政事務組合消防本部 781-3601 長岡郡本山町本山995 0887-76-2806

嶺北消防署大豊分署 789-0250 長岡郡大豊町黒石348-7 0887-73-0600

仁淀消防組合消防本部 781-2112 吾川郡いの町西町1番地 088-893-3221

仁淀消防組合消防署吾北分署 781-2401 吾川郡いの町上八川甲1852 088-867-2812

仁淀消防組合消防署日高分署 781-2153 高岡郡日高村本郷200-8 0889-24-5411

高吾北広域町村事務組合消防本部 781-1301 高岡郡越知町越知甲3105-3 0889-26-2111

高吾北消防署仁淀川分署 781-1501 吾川郡仁淀川町大崎490-6 0889-35-0017

高幡消防組合消防本部 785-0031 須崎市山手町1-7 0889-43-1272

須崎消防署中土佐分署 789-1301 高岡郡中土佐町久礼6653-1 0889-52-2319

須崎消防署津野山分署 785-0502 高岡郡津野町北川2589-1 0889-40-1099

須崎消防署津野山分署葉山出張所 785-0201 高岡郡津野町永野265-1 0889-55-2330

四万十清流消防署 786-0007 高岡郡四万十町古市町5-1 0880-22-0001

四万十清流消防署西分署 786-0521 高岡郡四万十町津賀177-12 0880-28-5525

幡多中央消防組合消防本部 787-0015 四万十市右山750-1 0880-34-5881

四万十消防署西土佐分署 787-1601 四万十市西土佐江川崎2445-2 0880-52-1143

黒潮消防署 789-1904 幡多郡黒潮町伊田2629-１ 0880-44-2600

幡多西部消防組合消防本部 788-0052 宿毛市和田1412-1 0880-63-0119

宿毛消防署大月分署 788-0302 幡多郡大月町弘見2106-1 0880-73-1313

宿毛消防署三原分署 787-0803 幡多郡三原村来栖野347-1 0880-46-2629
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（２）消防本部・消防署一覧

消防本部等名 郵便番号 住所 電話番号

高知市消防局 780-0850 高知市丸ノ内1-7-45 088-822-8151

高知市中央消防署 780-8013 高知市筆山町4-5 088-856-9902

高知市中央消防署西出張所 780-8075 高知市朝倉南町8-35 088-843-8313

高知市北消防署 780-0026 高知市秦南町1-4-63-22 088-802-6031

高知市北消防署旭出張所 780-0945 高知市本宮町277-1 088-844-3961

高知市東消防署 781-8101 高知市高須砂地230-2 088-866-3119

高知市東消防署東部出張所 781-8105 高知市高須東町8-21 088-882-3505

高知市東消防署三里出張所 781-0112 高知市仁井田4199-1 088-847-6773

高知市南消防署 781-0311 高知市春野町芳原1015番地 088-821-9560

室戸市消防本部 781-7102 室戸市室津12 0887-22-0014

室戸市消防署東洋出張所 781-7414 安芸郡東洋町大字生見26-1 0887-29-3321

安芸市消防本部 784-0020 安芸市西浜190番地１ 0887-34-1244

香南市消防本部 781-5310 香南市赤岡町2032-2 0887-55-4141

香美市消防本部 782-0035 香美市土佐山田町百石町2-3-51 0887-53-4176

香美市消防署香北分署 781-4204 香美市香北町根須40-7 0887-59-3200

南国市消防本部 783-0006 南国市篠原164-1 088-863-3511

南国市消防署北部出張所 783-0062 南国市久礼田297-3 088-862-1333

土佐市消防本部 781-1105 土佐市蓮池978-1 088-852-0001

土佐市消防署宇佐分署 781-1161 土佐市宇佐町宇佐1689-1 088-852-0001

土佐清水市消防本部 787-0302 土佐清水市以布利980-143 0880-82-8119

中芸広域連合消防本部 781-6410 安芸郡田野町1440-1 0887-38-2643

中芸消防署馬路分所 781-6201 安芸郡馬路村大字馬路447 0887-44-2210

嶺北広域行政事務組合消防本部 781-3601 長岡郡本山町本山995 0887-76-2806

嶺北消防署大豊分署 789-0250 長岡郡大豊町黒石348-7 0887-73-0600

仁淀消防組合消防本部 781-2112 吾川郡いの町西町1番地 088-893-3221

仁淀消防組合消防署吾北分署 781-2401 吾川郡いの町上八川甲1852 088-867-2812

仁淀消防組合消防署日高分署 781-2153 高岡郡日高村本郷200-8 0889-24-5411

高吾北広域町村事務組合消防本部 781-1301 高岡郡越知町越知甲3105-3 0889-26-2111

高吾北消防署仁淀川分署 781-1501 吾川郡仁淀川町大崎490-6 0889-35-0017

高幡消防組合消防本部 785-0031 須崎市山手町1-7 0889-43-1272

須崎消防署中土佐分署 789-1301 高岡郡中土佐町久礼6653-1 0889-52-2319

須崎消防署津野山分署 785-0502 高岡郡津野町北川2589-1 0889-40-1099

須崎消防署津野山分署葉山出張所 785-0201 高岡郡津野町永野265-1 0889-55-2330

四万十清流消防署 786-0007 高岡郡四万十町古市町5-1 0880-22-0001

四万十清流消防署西分署 786-0521 高岡郡四万十町津賀177-12 0880-28-5525

幡多中央消防組合消防本部 787-0015 四万十市右山750-1 0880-34-5881

四万十消防署西土佐分署 787-1601 四万十市西土佐江川崎2445-2 0880-52-1143

黒潮消防署 789-1904 幡多郡黒潮町伊田2629-１ 0880-44-2600

幡多西部消防組合消防本部 788-0052 宿毛市和田1412-1 0880-63-0119

宿毛消防署大月分署 788-0302 幡多郡大月町弘見2106-1 0880-73-1313

宿毛消防署三原分署 787-0803 幡多郡三原村来栖野347-1 0880-46-2629

- 101 -

（３）医療機器（在宅人工呼吸器・在宅酸素濃縮器）取扱業者一覧

（４）電力会社（四国電力）

四国電力株式会社ホームページより

医療機器取扱業者名 郵便番号 住所 電話番号

株式会社シーメック 高知本社 781-0087 高知市南久保9-8（卸団地） 088-880-0666

株式会社シーメック 四万十営業所 787-0019 四万十市具同7236-2 0880-31-2620

株式会社フィリップス・ジャパン 780-0061 高知市栄田町3-7-2

ノースステーション

トラントビル４階403

088-800-1098

三光商事株式会社 781-8006 高知市萩町1-8-22 088-834-3222

四国アセチレン工業株式会社

高知営業所

783-0026 南国市上末松字鳶井1025-6 088-821-9940

高松帝酸株式会社 781-8005 高知市南新田町4-20 088-832-7070

帝人ヘルスケア株式会社

四国支店 高知営業所

780-8074 高知市朝倉横町23-8-7 088-828-4050

土佐酸素株式会社 781-0814 高知市稲荷町2-15 088-882-6128

長谷川酸素株式会社 798-0023 愛媛県宇和島市伊吹町

花ナシ1428

0895-22-5432

フクダライフテック四国株式会社

高知営業所

780-0965 高知市福井町1192-1 088-820-7733

フクダライフテック四国株式会社

四万十出張所

787-0014 四万十市駅前町18-18 0880-34-0202

事業所名 担当地区 郵便番号 住所 電話番号

高知支店 高知市、土佐市、須崎市一部、

いの町、日高村、土佐町、本山町、

大豊町、大川村、南国市、香南市、

香美市、安芸市、奈半利町、

田野町、安田町、北川村、馬路村、

芸西村、室戸市、東洋町

780-8545 高知市本町4-1-11 0120-410-430

088-822-9211

中村営業所 四万十市、黒潮町、四万十町、

中土佐町(旧大野見村)、宿毛市、

大月町、三原村、土佐清水市

787-0033 四万十市中村

大橋通6-9-21

0120-410-787

0880-34-2161

須崎営業所 須崎市(一部除く)、仁淀川町、

中土佐町(旧大野見村を除く)、

佐川町、越知町、梼原町、津野町

785-0021 須崎市池ノ内

1315-8

0120-410-785

0889-42-1721
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（５）高知県難病医療ネットワーク事業登録医療機関（神経・筋疾患領域のみ）令和５年３月時点

拠点病院

基幹協力病院（神経内科専門医のいる病院）

一般協力病院・診療所（神経難病のかかりつけ医又は訪問診療医として協力（一部）可能な医療機関）

医療機関名 住所 電話番号

高知大学医学部附属病院 南国市岡豊町小蓮185-1 088-866-5811

医療機関名 住所 電話番号

高知県立あき総合病院 安芸市宝永町3-33 0887-34-3111

南国病院 南国市大埇甲1479-3 088-864-3137

近森病院 高知市大川筋1-1-16 088-822-5231

いずみの病院 高知市薊野北町2-10-53 088-826-5511

島本病院 高知市帯屋町2-6-3 088-873-6131

須崎くろしお病院 須崎市緑町4-30 0889-43-2121

高知県立幡多けんみん病院 宿毛市山奈町芳奈3-1 0880-66-2222

医療機関名 住所 電話番号

田野病院 安芸郡田野町1414-1 0887-38-7111

森澤病院 安芸市本町2-13-32 0887-34-1155

つつい脳神経外科 安芸市本町2-2-1 0887-34-0221

野市中央病院 香南市野市町東野555-18 0887-55-1101

鈴木内科 香南市野市町みどり野1-64 0887-55-3030

本山町立国民健康保険嶺北中央病院 長岡郡本山町本山620 0887-76-2450

前田メディカルクリニック 香美市香北町美良布1516-3 0887-57-3811

高知記念病院 高知市城見町4-13 088-883-4377

朝倉病院 高知市朝倉丙1653-12 088-844-2701

愛宕病院 高知市愛宕町1-1-13 088-823-3301

国吉病院 高知市上町1-3-4 088-875-0231

くすのせクリニック 高知市福井町811-1 088-872-2121

ながの内科クリニック 高知市新田町14-31 088-837-1233

佐川町立高北国民健康保険病院 高岡郡佐川町甲1687 0889-22-1166

前田病院 高岡郡越知町越知甲2133 0889-26-1175

北島病院 高岡郡越知町越知甲1662 0889-26-0432

仁淀川町国保大崎診療所 吾川郡仁淀川町大崎300 0889-35-0211

ちひろ病院 須崎市中町1-6-25 0889-42-2530

国民健康保険梼原病院 高岡郡梼原町川西路2320-1 0889-65-1151

くぼかわ病院 高岡郡四万十町見付902-1 0880-22-1111

四万十市立市民病院 四万十市中村東町1-1-27 0880-34-2126

中村病院 四万十市中村小姓町75 0880-34-3177

竹本病院 四万十市右山1973-2 0880-34-4151

大野内科 四万十市渡川1-1-3 0880-37-5281

森下病院 四万十市中村一条通2-44 0880-34-2030
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（５）高知県難病医療ネットワーク事業登録医療機関（神経・筋疾患領域のみ）令和５年３月時点

拠点病院

基幹協力病院（神経内科専門医のいる病院）

一般協力病院・診療所（神経難病のかかりつけ医又は訪問診療医として協力（一部）可能な医療機関）

医療機関名 住所 電話番号

高知大学医学部附属病院 南国市岡豊町小蓮185-1 088-866-5811

医療機関名 住所 電話番号

高知県立あき総合病院 安芸市宝永町3-33 0887-34-3111

南国病院 南国市大埇甲1479-3 088-864-3137

近森病院 高知市大川筋1-1-16 088-822-5231

いずみの病院 高知市薊野北町2-10-53 088-826-5511

島本病院 高知市帯屋町2-6-3 088-873-6131

須崎くろしお病院 須崎市緑町4-30 0889-43-2121

高知県立幡多けんみん病院 宿毛市山奈町芳奈3-1 0880-66-2222

医療機関名 住所 電話番号

田野病院 安芸郡田野町1414-1 0887-38-7111

森澤病院 安芸市本町2-13-32 0887-34-1155

つつい脳神経外科 安芸市本町2-2-1 0887-34-0221

野市中央病院 香南市野市町東野555-18 0887-55-1101

鈴木内科 香南市野市町みどり野1-64 0887-55-3030

本山町立国民健康保険嶺北中央病院 長岡郡本山町本山620 0887-76-2450

前田メディカルクリニック 香美市香北町美良布1516-3 0887-57-3811

高知記念病院 高知市城見町4-13 088-883-4377

朝倉病院 高知市朝倉丙1653-12 088-844-2701

愛宕病院 高知市愛宕町1-1-13 088-823-3301

国吉病院 高知市上町1-3-4 088-875-0231

くすのせクリニック 高知市福井町811-1 088-872-2121
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前田病院 高岡郡越知町越知甲2133 0889-26-1175

北島病院 高岡郡越知町越知甲1662 0889-26-0432

仁淀川町国保大崎診療所 吾川郡仁淀川町大崎300 0889-35-0211

ちひろ病院 須崎市中町1-6-25 0889-42-2530

国民健康保険梼原病院 高岡郡梼原町川西路2320-1 0889-65-1151

くぼかわ病院 高岡郡四万十町見付902-1 0880-22-1111

四万十市立市民病院 四万十市中村東町1-1-27 0880-34-2126

中村病院 四万十市中村小姓町75 0880-34-3177

竹本病院 四万十市右山1973-2 0880-34-4151

大野内科 四万十市渡川1-1-3 0880-37-5281

森下病院 四万十市中村一条通2-44 0880-34-2030
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（６）関係団体

（７）高知市保健所・福祉保健所等の難病等相談窓口

（８）相談窓口

団体名 郵便番号 住所 電話番号

公益社団法人 日本透析医会

http://www.touseki-ikai.or.jp/

101-0041 東京都千代田区神田須田町

1-15-2 淡路建物ビル2階

03-3255-6471

一般社団法人 日本神経学会

https://neurology-jp.org/

113-0034 東京都文京区湯島2-31-21

一丸ビル

03-3815-1080

特定非営利活動法人

高知県難病団体連絡協議会

780-0062 高知県高知市新本町

1-14-6 1階

088-821-6722

機関名 担当市町村 郵便番号 住所 電話番号

安芸福祉保健所

健康障害課

室戸市、安芸市、東洋町、

奈半利町、田野町、安田町、

北川村、馬路村、芸西村

784-0001 安芸市矢ノ丸

1-4-36

0887-34-3177

中央東福祉保健所

健康障害課

南国市、香美市、香南市、

本山町、大豊町、土佐町、

大川村

782-0016 香美市土佐山田町

山田1128-1

0887-53-3173

中央西福祉保健所

健康障害課

土佐市、いの町、仁淀川町、

佐川町、越知町、日高村

789-1201 高岡郡佐川町甲

1243-4

0889-22-1247

須崎福祉保健所

健康障害課

須崎市、中土佐町、梼原町、

津野町、四万十町

785-8585 須崎市東古市町

6-26

0889-42-1875

幡多福祉保健所

健康障害課

四万十市、宿毛市、

土佐清水市、黒潮町、

大月町、三原村

787-0028 四万十市中村

山手通19

0880-34-5124

高知市保健所

健康増進課

高知市 780-0850 高知市丸ノ内

1-7-45

088-803-8005

高知県健康政策部

健康対策課

県全体 780-8570 高知市丸ノ内

1-2-20

088-823-9678

機関名 郵便番号 住所 電話番号

こうち難病相談支援センター

https://kochi-nanbyoshien.com/

780-0062 高知市新本町1丁目14-6 1階 088-855-6258

小児慢性特定疾病児童等自立支援員 780-0062 高知市新本町1丁目14-6 1階 088-821-6722

（高知市の方）

088-855-6258

（高知市外の方）

重症心身障害児者・医療的ケア児等

支援センター「きぼうのわ」

https://kibounowa.or.jp/

783-0022 南国市小籠 107 番地 土佐希望

の家医療福祉センター内

088-802-8250
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